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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】リソグラフィギャップ問題を管理する。
【解決手段】集積回路デバイスは、四以上の外周境界領
域セグメントにより定義される個別の外周境界内にそれ
ぞれ形成される複数のダイナミックアレイ・セクション
（ＤＡＳ）２６００、２６０２を備える。ＤＡＳの第１
隣接ペアのそれぞれは、個別のゲート電極レベル製造保
証ハロ部分がその外周境界セグメントの位置共通部から
離れてＤＡＳの第１隣接ペアの他方に向けて第１方向に
延在するよう定義され、ＤＡＳの第１隣接ペアの外周境
界セグメント２６０１、２６１１の位置共通部にわたる
終端－終端間スペーシングのそれぞれは、ＤＡＳの第１
隣接ペアのゲート電極レベル製造保証ハロ部分のそれぞ
れが互いに一列に並ぶよう配置される線形導電体セグメ
ントのいずれの部分も有しないことを確実にするようサ
イズが規定される。
【選択図】図２６Ｃ－１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路デバイスであって、
　四以上の外周境界領域セグメントにより定義される個別の外周境界内にそれぞれ形成さ
れる複数のダイナミックアレイ・セクションを備え、前記複数のダイナミックアレイ・セ
クションのそれぞれは、前記集積回路デバイスのゲート電極レベル全体の一部を形成する
個別のゲート電極レベルを含み、前記複数のダイナミックアレイ・セクションのそれぞれ
は、そのゲート電極レベル内に形成される三以上の線形導電体セグメントを含み、前記三
以上の線形導電体セグメントは、平行となるよう第１方向に長く延在して形成され、
　前記複数のダイナミックアレイ・セクションは、前記第１方向と垂直に延在する外周境
界セグメントの位置共通部（co-located portions）を有するよう配置されるダイナミッ
クアレイ・セクションの第１隣接ペアを含み、
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの前記ゲート電極レベル内の前記
三以上の線形導電体セグメントのいくつかは、前記第１方向に互いに一列に並ぶよう配置
（co-aligned）され、かつ、ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの外周
境界セグメントの前記位置共通部にわたる終端－終端間スペーシングにより分離され、
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアのそれぞれは、個別のゲート電極
レベル製造保証ハロ部分がその外周境界セグメントの位置共通部から離れてダイナミック
アレイ・セクションの前記第１隣接ペアの他方に向けて前記第１方向に延在するよう定義
され、ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの外周境界セグメントの前記
位置共通部にわたる終端－終端間スペーシングのそれぞれは、ダイナミックアレイ・セク
ションの前記第１隣接ペアのゲート電極レベル製造保証ハロ部分のそれぞれが前記互いに
一列に並ぶよう配置される線形導電体セグメントのいずれの部分も有しないことを確実に
するようサイズが規定される、集積回路デバイス。
【請求項２】
　前記複数のダイナミックアレイ・セクションのそれぞれは、別個の集積回路セルである
、請求項１に記載の集積回路デバイス。
【請求項３】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの前記ゲート電極レベル内の前記
三以上の線形導電体セグメントは、ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペア
の前記ゲート電極レベルにわたって実質的に等しいセグメントピッチにしたがって形成さ
れ、前記セグメントピッチは、隣接配置される線形導電体セグメントの各ペア間で前記第
１方向と垂直な第２方向に測定される中心線－中心線間スペーシングとして定義される、
請求項１に記載の集積回路デバイス。
【請求項４】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアのそれぞれの前記外周境界は、前
記第１方向に延在する二つの外周境界セグメントを含み、
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアのそれぞれは、前記第１方向に延
在する前記二つの外周境界セグメント間で前記第２方向に測定される個別の幅を有するよ
う定義され、前記幅が前記セグメントピッチの整数倍である、請求項３に記載の集積回路
デバイス。
【請求項５】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの第１ダイナミックアレイ・セク
ションの前記ゲート電極レベル内に形成される前記三以上の線形導電体セグメントの少な
くとも一つは、前記第１方向に延在する前記第１ダイナミックアレイ・セクションの前記
二つの外周境界セグメントのいずれかから前記第２方向に測定される前記セグメントピッ
チの各整数倍に配置され、その結果、ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペ
アの外周境界セグメントの前記位置共通部にわたる終端－終端間スペーシングによりダイ
ナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの第２ダイナミックアレイ・セクション
において前記互いに一列に並ぶよう配置される線形導電体セグメントから分離される、請
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求項４に記載の集積回路デバイス。
【請求項６】
　前記第１ダイナミックアレイ・セクションの前記ゲート電極レベル内の前記三以上の線
形導電体セグメントの少なくとも一つは、トランジスタのゲート電極を形成しない、請求
項５に記載の集積回路デバイス。
【請求項７】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの第１ダイナミックアレイ・セク
ションの前記ゲート電極レベル内に形成される前記三以上の線形導電体セグメントの少な
くとも一つは、前記第１方向に延在する前記第１ダイナミックアレイ・セクションの前記
二つの外周境界セグメントのいずれかより前記セグメントピッチの半分だけ外側の位置か
ら前記第２方向に測定される前記セグメントピッチの各整数倍に配置され、その結果、ダ
イナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの外周境界セグメントの前記位置共通
部にわたる終端－終端間スペーシングによりダイナミックアレイ・セクションの前記第１
隣接ペアの第２ダイナミックアレイ・セクションにおいて前記互いに一列に並ぶよう配置
される線形導電体セグメントから分離される、請求項４に記載の集積回路デバイス。
【請求項８】
　前記第１ダイナミックアレイ・セクションの前記ゲート電極レベル内の前記三以上の線
形導電体セグメントの少なくとも一つは、トランジスタのゲート電極を形成しない、請求
項７に記載の集積回路デバイス。
【請求項９】
　前記複数のダイナミックアレイ・セクションの少なくとも一つの前記ゲート電極レベル
内の前記三以上の線形導電体セグメントの少なくとも一つは、トランジスタのゲート電極
を形成しない、請求項１に記載の集積回路デバイス。
【請求項１０】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの外周境界セグメントの前記位置
共通部にわたる終端－終端間スペーシングのそれぞれは、前記第１方向に測定されるサイ
ズが実質的に等しい、請求項１に記載の集積回路デバイス。
【請求項１１】
　前記第１方向に測定されるゲート電極レベル製造保証ハロ部分のそれぞれのサイズは、
前記第１方向に測定される前記終端－終端間スペーシングのサイズの半分に実質的に等し
い、請求項１０に記載の集積回路デバイス。
【請求項１２】
　ゲート電極レベル製造保証ハロ部分のそれぞれは、ダイナミックアレイ・セクションの
前記第１隣接ペアのいずれかの前記ゲート電極レベル内に形成されるいずれの線形導電体
セグメントのいずれの部分も有しない、請求項１に記載の集積回路デバイス。
【請求項１３】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの外周境界セグメントの前記位置
共通部にわたる終端－終端間スペーシングのそれぞれは、ダイナミックアレイ・セクショ
ンの前記第１隣接ペアの間で実質的に等しく分割される、請求項１に記載の集積回路デバ
イス。
【請求項１４】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの外周境界セグメントの前記位置
共通部にわたる終端－終端間スペーシングのいくつかは、ダイナミックアレイ・セクショ
ンの前記第１隣接ペアの間で不均等に分割される、請求項１に記載の集積回路デバイス。
【請求項１５】
　ダイナミックアレイ・セクションのある一つの前記第１隣接ペア内の終端－終端間スペ
ーシングのそれぞれの各部分は、前記第１方向に測定されるサイズが実質的に等しい、請
求項１４に記載の集積回路デバイス。
【請求項１６】
　前記第１方向と垂直に延在する外周境界セグメントの前記位置共通部は、ダイナミック
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アレイ・セクションの前記第１隣接ペアの第１ダイナミックアレイ・セクションの第１境
界セグメントの一部と、ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの第２ダイ
ナミックアレイ・セクションの第２境界セグメントの一部と、を含む、請求項１に記載の
集積回路デバイス。
【請求項１７】
　前記第１方向と垂直に延在する外周境界セグメントの前記位置共通部は、ダイナミック
アレイ・セクションの前記第１隣接ペアの第１ダイナミックアレイ・セクションの第１境
界セグメントの一部と、ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの第２ダイ
ナミックアレイ・セクションの第２境界セグメントの全体と、を含む、請求項１に記載の
集積回路デバイス。
【請求項１８】
　前記第１方向と垂直に延在する外周境界セグメントの前記位置共通部は、ダイナミック
アレイ・セクションの前記第１隣接ペアの第１ダイナミックアレイ・セクションの第１境
界セグメントの全体と、ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの第２ダイ
ナミックアレイ・セクションの第２境界セグメントの全体と、を含む、請求項１に記載の
集積回路デバイス。
【請求項１９】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの前記ゲート電極レベルは、ダイ
ナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの間で連続的に延在するように前記ゲー
ト電極レベル製造保証ハロ部分にわたって前記第１方向に長く延在する一以上の連続的線
形導電体セグメントをさらに含む、請求項１に記載の集積回路デバイス。
【請求項２０】
　前記複数のダイナミックアレイ・セクションのそれぞれは、前記集積回路デバイスの第
１配線レベル全体の一部を形成する個別の第１配線レベルを含み、前記複数のダイナミッ
クアレイ・セクションのそれぞれは、その第１配線レベル内に形成される多数の第１配線
線形導電体セグメントを含み、前記多数の第１配線線形導電体セグメントは、平行となる
よう前記第１方向に長く延在して形成され、
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの前記第１配線レベル内の前記多
数の第１配線線形導電体セグメントのいくつかは、前記第１方向に互いに一列に並ぶよう
配置され、かつ、ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの外周境界セグメ
ントの前記位置共通部にわたる第１配線終端－終端間スペーシングにより分離される、請
求項１に記載の集積回路デバイス。
【請求項２１】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアのそれぞれは、個別の第１配線レ
ベル製造保証ハロ部分がその外周境界セグメントの位置共通部から離れてダイナミックア
レイ・セクションの前記第１隣接ペアの他方に向けて前記第１方向に延在するよう定義さ
れ、ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの外周境界セグメントの前記位
置共通部にわたる第１配線終端－終端間スペーシングのそれぞれは、ダイナミックアレイ
・セクションの前記第１隣接ペアの第１配線レベル製造保証ハロ部分のそれぞれが前記互
いに一列に並ぶよう配置される第１配線線形導電体セグメントのいずれの部分も有しない
ことを確実にするようサイズが規定される、請求項２０に記載の集積回路デバイス。
【請求項２２】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの前記第１配線レベルは、ダイナ
ミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの間で連続的に延在するように第１配線レ
ベル製造保証ハロ部分にわたって前記第１方向に長く延在する一以上の連続的第１配線線
形導電体セグメントをさらに含む、請求項２０に記載の集積回路デバイス。
【請求項２３】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアのそれぞれは、前記第１方向に延
在する複数の外周境界セグメントにより定義され、ダイナミックアレイ・セクションの前
記第１隣接ペアの少なくとも一方の前記第１配線レベルは、前記第１方向に延在する前記
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複数の外周境界セグメントの一つと重なるように形成される最も外側の第１配線線形導電
体セグメントを含む、請求項２０に記載の集積回路デバイス。
【請求項２４】
　前記複数のダイナミックアレイ・セクションのそれぞれは、前記集積回路デバイスの第
２配線レベル全体の一部を形成する個別の第２配線レベルを含み、前記複数のダイナミッ
クアレイ・セクションのそれぞれは、その第２配線レベル内に形成される多数の第２配線
線形導電体セグメントを含み、前記多数の第２配線線形導電体セグメントは、平行となる
よう前記第１方向と垂直な第２方向に長く延在して形成され、
　前記複数のダイナミックアレイ・セクションは、前記第１方向に延在する外周境界セグ
メントの位置共通部を有するよう配置されるダイナミックアレイ・セクションの第２隣接
ペアを含み、
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの前記第２配線レベル内の前記多
数の第２配線線形導電体セグメントのいくつかは、前記第２方向に互いに一列に並ぶよう
配置され、かつ、ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの外周境界セグメ
ントの前記位置共通部にわたる第２配線終端－終端間スペーシングにより分離される、請
求項２０に記載の集積回路デバイス。
【請求項２５】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアのそれぞれは、個別の第２配線ベ
ル製造保証ハロ部分がその外周境界セグメントの位置共通部から離れてダイナミックアレ
イ・セクションの前記第２隣接ペアの他方に向けて前記第２方向に延在するよう定義され
、ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの外周境界セグメントの前記位置
共通部にわたる第２配線終端－終端間スペーシングのそれぞれは、ダイナミックアレイ・
セクションの前記第２隣接ペアの第２配線レベル製造保証ハロ部分のそれぞれが前記互い
に一列に並ぶよう配置される第２配線線形導電体セグメントのいずれの部分も有しないこ
とを確実にするようサイズが規定される、請求項２４に記載の集積回路デバイス。
【請求項２６】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアは、ダイナミックアレイ・セクシ
ョンの前記第１隣接ペアの一方を含む、請求項２５に記載の集積回路デバイス。
【請求項２７】
　前記第１方向に延在する外周境界セグメントの前記位置共通部は、ダイナミックアレイ
・セクションの前記第２隣接ペアの第１ダイナミックアレイ・セクションの第１境界セグ
メントの一部と、ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの第２ダイナミッ
クアレイ・セクションの第２境界セグメントの一部と、を含む、請求項２４に記載の集積
回路デバイス。
【請求項２８】
　前記第１方向に延在する外周境界セグメントの前記位置共通部は、ダイナミックアレイ
・セクションの前記第２隣接ペアの第１ダイナミックアレイ・セクションの第１境界セグ
メントの一部と、ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの第２ダイナミッ
クアレイ・セクションの第２境界セグメントの全体と、を含む、請求項２４に記載の集積
回路デバイス。
【請求項２９】
　前記第１方向に延在する外周境界セグメントの前記位置共通部は、ダイナミックアレイ
・セクションの前記第２隣接ペアの第１ダイナミックアレイ・セクションの第１境界セグ
メントの全体と、ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの第２ダイナミッ
クアレイ・セクションの第２境界セグメントの全体と、を含む、請求項２４に記載の集積
回路デバイス。
【請求項３０】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの前記第２配線レベルは、ダイナ
ミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの間で連続的に延在するように第２配線レ
ベル製造保証ハロ部分にわたって前記第２方向に長く延在する一以上の連続的第２配線線
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形導電体セグメントをさらに含む、請求項２４に記載の集積回路デバイス。
【請求項３１】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアのそれぞれは、前記第２方向に延
在する複数の外周境界セグメントにより定義され、ダイナミックアレイ・セクションの前
記第２隣接ペアの少なくとも一方の前記第２配線レベルは、前記第２方向に延在する前記
複数の外周境界セグメントの一つと重なるように形成される最も外側の第２配線線形導電
体セグメントを含む、請求項２４に記載の集積回路デバイス。
【請求項３２】
　前記複数のダイナミックアレイ・セクションのそれぞれは、前記集積回路デバイスの第
１配線レベル全体の一部を形成する個別の第１配線レベルを含み、前記複数のダイナミッ
クアレイ・セクションのそれぞれは、その第１配線レベル内に形成される多数の第１配線
線形導電体セグメントを含み、前記多数の第１配線線形導電体セグメントは、平行となる
よう前記第１方向と垂直な第２方向に長く延在して形成され、
　前記複数のダイナミックアレイ・セクションは、前記第１方向に延在する外周境界セグ
メントの位置共通部を有するよう配置されるダイナミックアレイ・セクションの第２隣接
ペアを含み、
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの前記第１配線レベル内の前記多
数の第１配線線形導電体セグメントのいくつかは、前記第２方向に互いに一列に並ぶよう
配置され、かつ、ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの外周境界セグメ
ントの前記位置共通部にわたる第１配線終端－終端間スペーシングにより分離される、請
求項１に記載の集積回路デバイス。
【請求項３３】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアのそれぞれは、個別の第１配線レ
ベル製造保証ハロ部分がその外周境界セグメントの位置共通部から離れてダイナミックア
レイ・セクションの前記第２隣接ペアの他方に向けて前記第２方向に延在するよう定義さ
れ、ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの外周境界セグメントの前記位
置共通部にわたる第１配線終端－終端間スペーシングのそれぞれは、ダイナミックアレイ
・セクションの前記第２隣接ペアの第１配線レベル製造保証ハロ部分のそれぞれが前記互
いに一列に並ぶよう配置される第１配線線形導電体セグメントのいずれの部分も有しない
ことを確実にするようサイズが規定される、請求項３２に記載の集積回路デバイス。
【請求項３４】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアは、ダイナミックアレイ・セクシ
ョンの前記第１隣接ペアの一方を含む、請求項３３に記載の集積回路デバイス。
【請求項３５】
　前記第１方向に延在する外周境界セグメントの前記位置共通部は、ダイナミックアレイ
・セクションの前記第２隣接ペアの第１ダイナミックアレイ・セクションの第１境界セグ
メントの一部と、ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの第２ダイナミッ
クアレイ・セクションの第２境界セグメントの一部と、を含む、請求項３２に記載の集積
回路デバイス。
【請求項３６】
　前記第１方向に延在する外周境界セグメントの前記位置共通部は、ダイナミックアレイ
・セクションの前記第２隣接ペアの第１ダイナミックアレイ・セクションの第１境界セグ
メントの一部と、ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの第２ダイナミッ
クアレイ・セクションの第２境界セグメントの全体と、を含む、請求項３２に記載の集積
回路デバイス。
【請求項３７】
　前記第１方向に延在する外周境界セグメントの前記位置共通部は、ダイナミックアレイ
・セクションの前記第２隣接ペアの第１ダイナミックアレイ・セクションの第１境界セグ
メントの全体と、ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの第２ダイナミッ
クアレイ・セクションの第２境界セグメントの全体と、を含む、請求項３２に記載の集積
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回路デバイス。
【請求項３８】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの前記第１配線レベルは、ダイナ
ミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアの間で連続的に延在するように第１配線レ
ベル製造保証ハロ部分にわたって前記第２方向に長く延在する一以上の連続的第１配線線
形導電体セグメントをさらに含む、請求項３２の記載の集積回路デバイス。
【請求項３９】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第２隣接ペアのそれぞれは、前記第２方向に延
在する複数の外周境界セグメントにより定義され、ダイナミックアレイ・セクションの前
記第２隣接ペアの少なくとも一方の前記第１配線レベルは、前記第２方向に延在する前記
複数の外周境界セグメントの一つと重なるように形成される最も外側の第１配線線形導電
体セグメントを含む、請求項３２に記載の集積回路デバイス。
【請求項４０】
　前記複数のダイナミックアレイ・セクションのそれぞれは、前記集積回路デバイスの第
２配線レベル全体の一部を形成する個別の第２配線レベルを含み、前記複数のダイナミッ
クアレイ・セクションのそれぞれは、その第２配線レベル内に形成される多数の第２配線
線形導電体セグメントを含み、前記多数の第２配線線形導電体セグメントは、平行となる
よう前記第１方向に長く延在して形成され、
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの前記第２配線レベル内の前記多
数の第２配線線形導電体セグメントのいくつかは、前記第１方向に互いに一列に並ぶよう
配置され、かつ、ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの外周境界セグメ
ントの前記位置共通部にわたる第２配線終端－終端間スペーシングにより分離される、請
求項３２に記載の集積回路デバイス。
【請求項４１】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアのそれぞれは、個別の第２配線レ
ベル製造保証ハロ部分がその外周境界セグメントの位置共通部から離れてダイナミックア
レイ・セクションの前記第１隣接ペアの他方に向けて前記第１方向に延在するよう定義さ
れ、ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの外周境界セグメントの前記位
置共通部にわたる第２配線終端－終端間スペーシングのそれぞれは、ダイナミックアレイ
・セクションの前記第１隣接ペアの第２配線レベル製造保証ハロ部分のそれぞれが前記互
いに一列に並ぶよう配置される第２配線線形導電体セグメントのいずれの部分も有しない
ことを確実にするようサイズが規定される、請求項４０に記載の集積回路デバイス。
【請求項４２】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの前記第２配線レベルは、ダイナ
ミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアの間で連続的に延在するように第２配線レ
ベル製造保証ハロ部分にわたって前記第１方向に長く延在する一以上の連続的第２配線線
形導電体セグメントをさらに含む、請求項４０に記載の集積回路デバイス。
【請求項４３】
　ダイナミックアレイ・セクションの前記第１隣接ペアのそれぞれは、前記第１方向に延
在する複数の外周境界セグメントにより定義され、ダイナミックアレイ・セクションの前
記第１隣接ペアの少なくとも一方の前記第２配線レベルは、前記第１方向に延在する前記
複数の外周境界セグメントの一つと重なるように形成される最も外側の第２配線線形導電
体セグメントを含む、請求項４０に記載の集積回路デバイス。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　より高い性能とより小さいダイサイズへの要求は、半導体産業が回路チップ面積を２年
ごとに約５０％縮小させることを推進する。チップ面積の縮小は、より新しい技術への移
行という経済的利益をもたらす。５０％のチップ面積縮小は、形状寸法を２５％と３０％
の間で縮小させることで、達成される。形状寸法の縮小は、製造装置と材料を改良するこ
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とによって可能になる。例えば、化学機械研磨（ＣＭＰ）の改良は、一部分において、よ
り多層の配線層を可能にしたが、リソグラフィプロセスの改良は、より小さい形状寸法の
達成を可能にした。
【０００２】
　リソグラフィの進化において、最小形状寸法が、形状を露光するのに使用される光源の
波長に近づいたとき、意図しない相互作用が隣接する形状の間に起きた。フォトリソグラ
フィプロセスで使用される光源の波長が、１９３ｎｍに留まっているにもかかわらず、今
日、最小形状寸法は、４５ｎｍ（ナノメートル）に近づいている。最小形状寸法と、フォ
トリソグラフィプロセスで使用される光の波長との間の差は、リソグラフィギャップとし
て定義される。リソグラフィギャップが大きくなるのに従って、リソグラフィプロセスの
分解能の許容性が減少する。
【０００３】
　マスク上の各形状が光と相互作用して干渉縞が発生する。隣接する形状からの干渉縞は
、建設的または破壊的な干渉を引き起こし得る。建設的な干渉の場合では、求められてい
ない形状が偶然に作られてもよい。破壊的な干渉では、必要な形状が偶然に取り除かれて
もよい。どちらの場合でも、特定の形状が意図するのと異なった方法でプリントされ、デ
バイス故障を引き起こすおそれがある。光近接効果補正（ＯＰＣ）などの補正方法は、隣
接する形状からの影響を予測して、プリントされた形状が望み通りに製作されるようにマ
スクを修正することを企図したものである。プロセス幾何が縮小して、光相互作用がより
複雑になるのに応じて、光相互作用の予測品質が低下している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の観点から、半導体デバイスのより小さい形状寸法の方向へ、技術が進歩し続ける
のに、リソグラフィギャップ問題を管理する解決方法が必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のある態様は、集積回路デバイスである。この集積回路デバイスは、四以上の外
周境界領域セグメントにより定義される個別の外周境界内にそれぞれ形成される複数のダ
イナミックアレイ・セクションを備え、複数のダイナミックアレイ・セクションのそれぞ
れは、集積回路デバイスのゲート電極レベル全体の一部を形成する個別のゲート電極レベ
ルを含み、複数のダイナミックアレイ・セクションのそれぞれは、そのゲート電極レベル
内に形成される三以上の線形導電体セグメントを含み、三以上の線形導電体セグメントは
、平行となるよう第１方向に長く延在して形成される。
【０００６】
　複数のダイナミックアレイ・セクションは、第１方向と垂直に延在する外周境界セグメ
ントの位置共通部（co-located portions）を有するよう配置されるダイナミックアレイ
・セクションの第１隣接ペアを含み、
　ダイナミックアレイ・セクションの第１隣接ペアのゲート電極レベル内の三以上の線形
導電体セグメントのいくつかは、第１方向に互いに一列に並ぶよう配置（co-aligned）さ
れ、かつ、ダイナミックアレイ・セクションの第１隣接ペアの外周境界セグメントの位置
共通部にわたる終端－終端間スペーシングにより分離される。
【０００７】
　ダイナミックアレイ・セクションの第１隣接ペアのそれぞれは、個別のゲート電極レベ
ル製造保証ハロ部分がその外周境界セグメントの位置共通部から離れてダイナミックアレ
イ・セクションの第１隣接ペアの他方に向けて第１方向に延在するよう定義され、ダイナ
ミックアレイ・セクションの第１隣接ペアの外周境界セグメントの位置共通部にわたる終
端－終端間スペーシングのそれぞれは、ダイナミックアレイ・セクションの第１隣接ペア
のゲート電極レベル製造保証ハロ部分のそれぞれが互いに一列に並ぶよう配置される線形
導電体セグメントのいずれの部分も有しないことを確実にするようサイズが規定される



(9) JP 2016-225648 A 2016.12.28

10

20

30

40

50

【０００８】
　本発明の他の特徴と長所は、添付図面に関連して得られた、本発明の一例として説明し
た、以下の詳細な説明により、より明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態において、多くの隣接するレイアウト形状と、レイアウト形
状のそれぞれの描画に使用される光強度の代表例を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャを定義付け
するのに使用されるレイアウトの積み重ねの概略を示す図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態において、限定的なトポロジの定義付けを容易にするダイ
ナミックアレイに投影される基本グリッドの一例を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態において、ダイの分離領域にわたって投影される分離基本
グリッドの一例を示す図である。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイに適合するように定義付け
された線形形状の一例を示す図である。
【図３Ｄ】本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイに適合するように定義付け
された線形形状の別の一例を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイの一例の拡散層レイアウトを
示す図である。
【図５】本発明の一実施形態において、ゲート電極層と、図４の拡散層の上及び隣の拡散
コンタクト層を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態において、図５のゲート電極層の上及び隣に定義付けされた
ゲート電極コンタクト層を示す図である。
【図７Ａ】ゲート電極のコンタクトを作る従来のアプローチを示す図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態により定義付けされるゲート電極コンタクトを示す図であ
る。
【図８Ａ】本発明の一実施形態において、図６のゲート電極コンタクト層の上及び隣に定
義付けされたメタル１層を示す図である。
【図８Ｂ】他のメタル１トラックにおいて、メタル１のグランド及びパワーのトラックの
ためのより幅の広いトラックを有する図８Ａのメタル１層を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態において、図８Ａのメタル１層の上及び隣に定義付けされた
ビア１層を示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態において、図９のビア１層の上及び隣に定義付けされたメ
タル２層を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態において、第１及び第２参照方向（ｘ）及び（ｙ）に対し
て第１対角線方向にダイナミックアレイを横断する導電体トラックを示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態において、第１及び第２参照方向（ｘ）及び（ｙ）に対し
て第２対角線方向にダイナミックアレイを横断する導電体トラックを示す図である。
【図１３Ａ】本発明の一実施形態において、リソグラフィ補強の拡散コンタクト及びゲー
ト電極コンタクトに使用されるサブ解像度コンタクトレイアウトの一例を示す図である。
【図１３Ｂ】本発明の一実施形態において、可能な範囲内でグリッドを満たすように定義
付けされたサブ解像度のコンタクトを有する図１３Ａのサブ解像度コンタクトレイアウト
を示す図である。
【図１３Ｃ】本発明の一実施形態において、種々の形状をしたサブ解像度コンタクトを利
用したサブ解像度コンタクトレイアウトの一例を示す図である。
【図１３Ｄ】本発明の一実施形態において、サブ解像度コンタクトを有する交互位相シフ
トマスク（ＡＰＳＭ）の一例を示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態において、半導体チップ構成を示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャを実装す
る典型的なチップを示す図である。
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【図１６】本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ領域のブ
ランクキャンバスを示す図である。
【図１７Ａ】本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ領域内
で定義された多くの典型的なダイナミックアレイ・セクションを示す図である。
【図１７Ｂ】本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ領域内
のより高い垂直位置に定義された多くのダイナミックアレイ・セクションを示す図である
。
【図１７Ｃ】本発明の一実施形態において、図１７Ｂのダイナミックアレイ・セクション
（ＤＡＳ）の積み重ねの側面図を示す図である。
【図１８】本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０の基板レベルを示す図である。
【図１９Ａ】本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０例のゲート電極レベルの仮想格子
を示す図である。
【図１９Ａ１】本発明の一実施形態において、隣接するコンタクトされたゲート電極形状
間の最小中心―中心間スペーシングの２分の１のピッチに設定されたゲート電極レベルの
仮想格子を示す図である。
【図１９Ｂ】本発明の一実施形態において、図１９Ａのゲート電極レベルの仮想格子の各
ラインに沿って定義されたノーカットの線形導電体形状を示す図である。
【図１９Ｂ１】本発明の一実施形態において、図１９Ａ１のゲート電極レベルの仮想格子
の様々なラインに沿って定義された線形導電体形状を示す図である。
【図１９Ｃ】本発明の一実施形態において、図１９Ｂの線形導電体形状の区分化を示す図
である。
【図１９Ｄ】機能を持たない線形導電体形状が削除された領域を有する図１９Ｃのゲート
電極レベルの区分化形状を示す図である。
【図２０Ａ】本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０例の第１の配線レベルの仮想格子
を示す図である。
【図２０Ａ１】本発明の一実施形態において、第１の配線レベルの隣接するコンタクトさ
れた導電体形状間の最小中心－中心間スペーシングの２分の１のピッチに設定された第１
の配線レベルの仮想格子を示す図である。
【図２０Ｂ】本発明の一実施形態において、図２０Ａの第１の配線レベルの仮想格子の各
ラインに沿って定義されたノーカットの線形導電体形状を示す図である。
【図２０Ｂ１】本発明の一実施形態において、図２０Ａ１の第１の配線レベルの仮想格子
の様々なラインに沿って定義された線形導電体形状を示す図である。
【図２０Ｃ】本発明の一実施形態において、図２０Ｂの線形導電体形状の区分化を示す図
である。
【図２１Ａ】本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０例の第２の配線レベルの仮想格子
を示す図である。
【図２１Ｂ】本発明の一実施形態において、第２の配線レベルの仮想格子とゲート電極レ
ベルの導電体形状間での３：２ピッチ関係に基づいて定義された、ＤＡＳ１０例の第２の
配線レベルの仮想格子とゲート電極レベルの仮想格子間の間隔関係を示す図である。
【図２１Ｃ】本発明の一実施形態において、第２の配線レベルの仮想格子の各ラインに沿
って定義されたノーカットの線形導電体形状を示す図である。
【図２１Ｄ】本発明の一実施形態において、第２の配線レベル内の線形導電体形状の区分
化を示す図である。
【図２２Ａ】本発明の一実施形態において、第２の配線レベルの導電体形状とゲート電極
レベルの導電体形状間の４：３のピッチ関係に基づいて定義された、ＤＡＳ１０例の第２
の配線レベルの仮想格子を示す図である。
【図２２Ｂ】本発明の一実施形態において、第２の配線レベルの導電体形状とゲート電極
レベルの導電体形状間の４：３のピッチ関係に基づいて定義された、ダイナミックアレイ
・セクションの第２の配線レベル仮想格子とゲート電極レベルの仮想格子間の間隔関係を
示す図である。
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【図２２Ｃ】本発明の一実施形態において、第２の配線レベルの仮想格子の各ラインに沿
って定義されたノーカットの線形導電体形状を示す図である。
【図２２Ｄ】本発明の一実施形態において、第２の配線レベル内の図２２Ｃの線形導電体
形状の区分化を示す図である。
【図２３】本発明の一実施形態において、識別された多くの典型的なヴィア位置を有する
、図２２Ｄの第２の配線レベルを示す図である。
【図２４Ａ】本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０例の第３の配線レベルの仮想格子
を示す図である。
【図２４Ｂ】本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０例の第３の配線レベルの仮想格子
と第１の配線レベルの仮想格子間の間隔関係を示す図である。
【図２４Ｃ】本発明の一実施形態において、第３の配線レベルの仮想格子の各ラインに沿
って定義されたノーカットの線形導電体形状を示す図である。
【図２４Ｄ】本発明の一実施形態において、第３の配線レベル内の線形導電体形状の区分
化を示す図である。
【図２５Ａ】本発明の一実施形態において、それぞれの製造保証境界適合性指定を有する
多くの典型的なＤＡＳを示す図である。
【図２５Ｂ】本発明の一実施形態において、それぞれの製造保証境界適合性指定に従って
、ＤＡＳグリッド上の図２５ＡのＤＡＳの典型的なアセンブリを示す図である。
【図２５Ｃ】本発明の一実施形態において、意図的に定義された空領域を有するそれぞれ
の製造保証境界適合性指定に従った、ＤＡＳグリッド上の図２５ＡのＤＡＳの典型的なア
センブリを示す図である。
【図２６Ａ－１】本発明の一実施形態において、典型的なＤＡＳのあるレベルを示す図で
ある。
【図２６Ａ－２】本発明の一実施形態において、多くの補強形状を含むように事前定義さ
れたＤＡＳハロ領域を有する図２６Ａ－１の典型的なＤＡＳを示す図である。
【図２６Ｂ－１】本発明の一実施形態において、別の典型的なＤＡＳのレベルを示す図で
ある。
【図２６Ｂ－２】本発明の一実施形態において、多くの補強形状を含むように事前定義さ
れたＤＡＳハロ領域を有する図２６Ｂ－１の典型的なＤＡＳを示す図である。
【図２６Ｃ－１】本発明の一実施形態において、図２６Ａ－２のＤＡＳと図２６Ｂ－２の
ＤＡＳのＤＡＳグリッド上への典型的な配置を示す図である。
【図２６Ｃ－２】本発明の一実施形態において、それぞれのＤＡＳハロを考慮せずに、図
２６Ａ－２のＤＡＳと図２６Ｂ－２のＤＡＳのＤＡＳグリッド上への典型的な配置を示す
図である。
【図２６Ｃ－３】本発明の一実施形態において、ＤＡＳハロ領域を形成するために、ＤＡ
Ｓクラスタの周辺に定義されたＤＡＳハロ境界を有する、図２６Ｃ－２のＤＡＳクラスタ
を示す図である。
【図２６Ｃ－４】本発明の一実施形態において、図２６Ｃ－３のＤＡＳハロ領域の定義さ
れたコンテンツを示す図である。
【図２６Ｃ－５】本発明の一実施形態において、中に定義された多くのＤＡＳ配線セグメ
ントを有する、図２６Ｃ－４のＤＡＳクラスタの特定のレベルを示す図である。
【図２６Ｄ－１】本発明の一実施形態において、半導体チップのダイナミックアレイ・ア
ーキテクチャ領域の定義方法のフローチャートを示す図である。
【図２６Ｄ－２】本発明の一実施形態において、半導体チップのダイナミックアレイ・ア
ーキテクチャ領域の定義方法のフローチャートを示す図である。
【図２７Ａ】本発明の一実施形態において、論理セルを定義する典型的なＤＡＳを示す図
である。
【図２７Ｂ】本発明の一実施形態において、ＤＡＳ境界を超えて延びるＤＡＳ構成要素を
共有するように、互いに隣接して配置された図２７ＡのＤＡＳの多くの例を示す。
【図２８Ａ】本発明の一実施形態において、１つまたは複数の機能的にインターフェース
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されたダイナミックアレイ・セクションを有する半導体チップの設計方法のフローチャー
トを示す図である。
【図２８Ｂ】本発明の一実施形態において、図２８Ａの方法のフローチャートの続きを示
す図である。
【図２８Ｃ】本発明の一実施形態において、図２８Ｂの操作２８０９の展開を示す図であ
る。
【図２９Ａ】本発明の一実施形態において、１つまたは複数の機能的にインターフェース
されたダイナミックアレイ・セクションを有する半導体チップの設計方法のフローチャー
トを示す図である。
【図２９Ｂ】本発明の一実施形態において、図２９Ａの操作２９０７の展開を示す図であ
る。
【図３０】本発明の一実施形態において、半導体チップのＤＡＳ設計方法のフローチャー
トを示す図である。
【図３１】本発明の一実施形態において、半導体チップ上に製造されるダイナミックアレ
イ・セクションの定義方法のフローチャートを示す図である。
【図３２】本発明の一実施形態において、１つまたは複数の機能的にインターフェースさ
れたダイナミックアレイ・セクションを有する半導体チップの設計方法のフローチャート
を示す図である。
【図３３】本発明の一実施形態において、ＤＡＳ内に定義された、隣接して配置された論
理セルの第２の配線レベルにおける異なるフェイジングの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の説明において、本発明の理解を深めるために多くの詳細な説明が示される。しか
し、これらの詳細な説明のいくつか又はすべてがなくても、本発明が実施されることが、
当業者にとって明らかであろう。他の例では、本発明が不必要に不明確とならないように
、よく知られたプロセス操作は、詳細に説明していない。
【００１１】
一般的に、ダイナミックアレイ・アーキテクチャは、増加し続けるリソグラフィギャップ
に関連した半導体製造プロセス変動に取り組むために提供される。半導体製造の領域にお
いて、リソグラフィギャップは、定義付けされる形状の最小寸法と、リソグラフィプロセ
スの形状の定義付けに使用される光の波長との差として定義されるが、ここでは、形状寸
法は光の波長よりも小さい。現在のリソグラフィプロセスは、波長が１９３ｎｍの光を使
用する。しかし、現在の形状寸法は６５ｎｍと小さく、近い将来４５ｎｍに達すると考え
られる。寸法が６５ｎｍの場合、その形状は、形状を定義付けするのに使用される光の波
長より３倍小さい。また、光の相互作用の範囲がおよそ５光波長であることを考えると、
当然のことながら、１９３ｎｍの光源で露光される形状は、およそ５＊１９３ｎｍ（１９
６５ｎｍ）の形状の露光の影響から離される。９０ｎｍ寸法形状に対して６５ｎｍ寸法形
状を考えたとき、当然のことながら、１９３ｎｍ光源の１９６５ｎｍの相互作用範囲内に
、９０ｎｍ寸法形状と比較して、およそ２倍の数の６５ｎｍ寸法形状が入るであろう。
【００１２】
　光源の相互作用範囲内の形状の数の増加により、所定の形状の露光に寄与する光の干渉
の制限及び複雑性は、顕著である。さらに、光源の相互作用範囲の中にある形状に関連す
る特定の形状は、発生する光の相互作用の種類に大きく影響する。従来は、設計者は、１
組のデザインルールが満たされていれば、どんな２次元トポロジの形状であっても、本来
、定義することが許されていた。例えば、所定のチップの層（すなわち、所定のマスク）
において、設計者は、お互いの周りを包む屈曲を持つ２次元の変化する形状を定義付けて
もよい。このような２次元の変化する形状がお互いに隣接して配置されたとき、形状を露
光するのに使用される光は、複雑に、通常は考えられない方法で相互作用するであろう。
形状寸法と相対間隔が小さくなるにつれ、光の相互作用は、増加しつつ、より複雑かつ予
期できないものとなる。
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【００１３】
　従来は、設計者が確立したデザインルール・セットに従えば、その結果の製品は、デザ
インルール・セットと関連して一定の確率で量産可能であろう。言い換えると、デザイン
ルール・セットに違反する設計にとって、結果としての製品の量産が成功する確率は未知
である。隣の２次元の変化形状の間の複雑な光の相互作用と取り組むために、成功的な製
品量産の興味において、２次元の変化形状の可能な組み合わせと適切に取り組むことによ
り、デザインルール・セットが大きく拡張される。拡張されたデザインルール・セットの
適用が、おそらく、時間のかかるものとなり、高いものとなり、エラーを起こす傾向にな
り、この拡張されたデザインルール・セットは、すぐに複雑で扱いにくいものになる。例
えば、拡張されたデザインルール・セットは、複雑な検証が必要とされる。また、拡張さ
れたデザインルール・セットは、広く一般に適用できないであろう。さらに、すべてのデ
ザインルールが満たされたとしても、量産歩留まりは保証されない。
【００１４】
　当然のことながら、任意の形をした２次元形状を描画するときのすべての光の相互作用
の正確な予測は、一般に不可能であることがわかる。その上、拡張されたデザインルール
・セットの代わりとして、または組み合わせるものとして、隣接する２次元の変化形状の
間の予期できない光の相互作用を考慮に入れて増加させたマージンを含んで、デザインル
ール・セットもまた、修正されてもよい。なぜなら、デザインルールはランダムな２次元
形状トポロジをカバーするために確立されたものであるので、デザイルールは、大量のマ
ージンを含ませることができる。デザインルール・セットにおけるマージンの追加は、隣
接する２次元の変化形状をレイアウト部分が含むのを助けるが、そのような全体的なマー
ジンの追加は、隣接する２次元の変化形状を含まないレイアウトの他の部分に過剰設計を
起こし、そして、チップ面積利用率と電気特性の最適化の減少を導くことになる。
【００１５】
　上記の観点から、半導体製造歩留まりは、設計依存の無拘束の形状トポロジ（すなわち
、お互いに近接して置かれた任意の２次元の変化形状）により生成される不安定性から派
生した特性上の欠陥の結果として減少する。一例として、これらの特性上の欠陥は、正確
にプリントされたコンタクトとビアの欠陥、および製造プロセスの不安定性の結果であっ
てもよい。製造プロセスの不安定性は、ＣＭＰのわん状変形、フォトリソグラフィによる
レイアウト形状の歪み、ゲートの歪み、酸化膜厚さの不安定性、インプラントの不安定性
、及び他の製造関連現象を含んでもよい。本発明によるダイナミックアレイ・アーキテク
チャは、上記の半導体製造プロセスの不安定性に取り組むことを目的とする。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施形態において、多くの隣接するレイアウト形状と、レイアウト
形状のそれぞれの描画に使用される光強度の代表例を示す図である。特に、３つの隣接す
る線形レイアウト形状（１０１Ａ－１０１Ｃ）が、所定のマスク層の中で、実質的に平行
関係に配列されたものとして描かれている。レイアウト形状からの光強度の分布は、シン
ク関数として表されている。シンク関数（１０３Ａ－１０３Ｃ）は、各レイアウト形状（
１０１Ａ－１０１Ｃ、それぞれ）からの光強度の分布を表す。隣接する線形レイアウト形
状（１０１Ａ－１０１Ｃ）は、シンク関数（１０３Ａ－１０３Ｃ）のピークに対応した位
置に間隙を介して配置されている。隣接する線形レイアウト形状（１０１Ａ－１０１Ｃ）
に関する光エネルギ間の建設的な干渉（すなわち、シンク関数（１０３Ａ－１０３Ｃ）の
ピーク）は、図示した間隔のあいたレイアウト形状にとって、隣接する形状（１０１Ａ－
１０１Ｃ）の露光を補強するように働く。上記において、図１に示した光の相互作用は、
同期の場合を示す。
【００１７】
　図１に示すように、線形レイアウト形状が適当な間隔を介して規則的な繰り返しパター
ンで定義付けされたとき、種々のレイアウト形状における光エネルギの建設的な干渉は、
それぞれのレイアウト形状の露光を増強するように働く。建設的な光の干渉によりもたら
されたレイアウト形状の露光の増強は、レイアウト形状の充分な描画を得るための光近接
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効果補正（ＯＰＣ）及び／又はレティクル増強技術（ＲＥＴ）を使用する必要性を動的に
減少し、排除さえすることができる。
【００１８】
　禁止されたピッチ（すなわち、禁止されたレイアウト形状間隔）は、隣接するレイアウ
ト形状（１０１Ａ－１０１Ｃ）が、別のレイアウト形状と関連してシンク関数の谷を持つ
１つのレイアウト形状配列に関してのシンク関数のピークのような間隔があるときに発生
し、これにより光エネルギの破壊的な干渉を発生する。光エネルギの破壊的な干渉は、所
定の場所が減少されるように焦点が合わせられた光エネルギを発生させる。したがって、
隣接するレイアウト形状に関して有益な建設的な光の干渉を実現するために、シンク関数
のピークの構成的なオーバーラップが発生するような間隔が空けられたレイアウト形状を
予測することが必要である。予期可能なシンク関数のピークの構成的なオーバーラップと
関係するレイアウト形状の増強は、図１のレイアウト形状（１０１Ａ－１０１Ｃ）に示さ
れるように、レイアウト形状が長方形、近似寸法、及び同一方向配向の場合に実現できる
。このように、隣接するレイアウト形状からの共振光エネルギは、特定のレイアウト形状
の露光を増強するのに使用される。
【００１９】
　図２は、本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャを定義付
けするのに使用されるレイアウトの積み重ねの概略を示す図である。当然のことながら、
図２を参照して記述されるダイナミックアレイ・アーキテクチャを定義付けするのに使用
される生成された層の積み重ねは、ＣＭＯＳ製造プロセスの網羅的な記述を表すことを意
図するものではない。しかし、ダイナミックアレイは標準的なＣＭＯＳ製造プロセスに基
づいて構成されるものである。一般的に言って、ダイナミックアレイ・アーキテクチャは
、下になるダイナミックアレイ構造の定義付けと、面積占有率と量産性の最適化のための
ダイナミックアレイの組み立てのテクニックの両方を含む。したがって、ダイナミックア
レイは、半導体製造可能性を最適化するために設計される。
【００２０】
　下にあるダイナミックアレイ構造の定義付けに関しては、ダイナミックアレイは、ベー
ス基板２０１の上（すなわち、シリコン基板又はシリコンオンインシュレイタ（ＳＯＩ）
基板の上）の層手段で構成される。拡散領域２０３は、ベース基板２０１の電気的特性を
変える目的で不純物が導入されたベース基板２０１の選択領域を表す。拡散領域２０３の
上に、拡散領域２０３と導電体ラインの間の接続を可能にするための拡散コンタクト２０
５が定義付けされている。例えば、拡散コンタクト２０５は、ソース及びドレイン拡散領
域２０３とそれらに関する導電体ネットとの間の接続を可能にするものとして定義付けさ
れる。また、ゲート電極形状２０７は、拡散領域２０３の上でトランジスタゲートを形成
するものとして定義付けされる。ゲート電極コンタクト２０９は、ゲート電極形状２０７
と導電体ラインとの間の接続を可能にするものとして定義付けされる。例えば、ゲート電
極コンタクト２０９は、トランジスタゲートとそれらに関連する導電体ネットとの間の接
続を可能にするものとして定義付けされる。
【００２１】
　配線層は、拡散コンタクト２０５層とゲート電極コンタクト２０９の上で定義付けされ
る。配線層は、第１メタル（メタル１）層２１１、第１ビア（ビア１）層２１３、第２メ
タル（メタル２）層２１５、第２ビア（ビア２）層２１７、第３メタル（メタル３）層２
１９、第３ビア（ビア３）層２２１、及び第４メタル（メタル４）層２２３を含んでいる
。メタル及びビア層は、所望の回路接続性の定義付けを可能にする。例えば、メタル及び
ビア層は、回路の論理機能が実現されるように、種々の拡散コンタクト２０５とゲート電
極コンタクト２０９の間の電気的接続を可能にする。当然のことながら、ダイナミックア
レイ・アーキテクチャは、特定数の配線層（すなわち、メタル及びビア層）に制限されな
い。一実施形態において、ダイナミックアレイは、第４メタル（メタル４）層２２３を越
えて追加の配線層２２５を含んでもよい。代わりに、別の実施形態では、ダイナミックア
レイは、４つより少ないメタル層を含んでもよい。
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【００２２】
　ダイナミックアレイは、定義付けされることができるレイアウト形状に関して、そのよ
うな層（拡散領域層２０３以外）が制限されるように定義付けされる。特に、拡散領域層
２０３以外のそれぞれ層において、線形レイアウト形状のみが許される。所定の層の線形
レイアウト形状は、一定の垂直断面形状を有し、基板を越えて単一方向に伸びるものとし
て特徴付けられる。したがって、線形レイアイアウト形状は、１次元変位の構成で定義付
けされる。拡散領域２０３は、１次元変位であることは必要とされないが、必要であれば
、それも許される。特に、基板の中の拡散領域２０３は、基板の上表面と一致した平面に
関して２次元的に変化する形状を持つものとして定義付けられることが可能である。一実
施形態において、拡散屈曲トポロジの数は、拡散内の屈曲と、トランジスタのゲート電極
を形成する導電体メタル（例えば、ポリシリコン）の間の相互作用は、予期可能であり、
正確にモデリングできるというように制限される。所定の層の線形レイアウト形状は、お
互いに平行になるように配置される。したがって、所定の線形レイアウト形状は、基板に
わたって共通の方向に、基板と平行に伸びる。種々の層２０７－２２３の線形形状の特定
の構成と関連する必要性は、図３－１５Ｃに関連してさらに説明される。
【００２３】
　下に横たわるレイアウトのダイナミックアレイの方法論は、所定の層の隣接する形の露
光を強化するためのリソグラフィプロセスにおける光波の建設的な光の干渉を使用する。
したがって、所定の層における平行な線形レイアウト形状の間隔は、リソグラフィ補正（
例えば、ＯＰＣ／ＲＥＴ）が最小化され、または排除されるような継続する光波の建設的
な光の干渉の回りで設計される。したがって、従来のＯＰＣ／ＲＥＴベース・リソグラフ
ィプロセスと比較して、ここで定義されるダイナミックアレイは、隣接する形状の間の光
の相互作用を補償するものではなく、隣接する形状の間の光の相互作用を活用するもので
ある。
【００２４】
　所定の線形レイアウト形状の光定常波は、正確にモデル化できるため、所定の層に平行
に配置された隣接する線形レイアウト形状に関する光定常波がどのように相互作用するか
を予測することが可能である。したがって、ある線形形状を露光するのに使用される光定
常波が、その隣の線形形状の露光にどのように寄与するかを予測することが可能である。
隣接する線形形状の間の光の相互作用の予測は、所定の形を描画するのに使用される光が
その隣の形を補強するであろう最適な形状－形状間スペーシングの識別を可能にする。所
定の層の形状－形状間スペーシングは、形状ピッチとして定義される。ここで、ピッチと
は、所定の層における隣接する線形形状の中心－中心間の分離距離である。
【００２５】
　隣接する形状間の所望の露光補強を提供するために、隣同士のすべての形状の最良の描
画を生むように、隣接する形状からの建設的及び破壊的な光の干渉が最適化されるように
、所定の層の線形レイアウト形状は、間隔を空けられる。所定の層の形状－形状間スペー
シングは、その形状を露光するのに使用される光の波長に比例する。所定の形状から光の
波長の約５倍の距離にある各形状を露光するのに使用される光は、ある程度、所定の形状
の露光を補強するように働く。隣接する形状を露光するのに使用される光定常波の建設的
な干渉の活用は、製造装置の能力を最大化し、リソグラフィプロセスの最中の関連する光
の相互作用によって制限されないようにすることが可能になる。
【００２６】
　上述のとおり、ダイナミックアレイは、それぞれの層（拡散以外）の中の形状が、共通
方向に向かって基板上を横断するように平行に配向された線形形状であることを必要とさ
れるという限定的なトポロジを取り入れている。ダイナミックアレイの限定的なトポロジ
で、フォトリソグラフィプロセスの光の相互作用は、マスク上にプリントされた画像は本
質的にレイアウトに描かれた形と一致するように最適化され得る（本質的に１００％の正
確さでレジスト上のレイアウトの変換が達成される）。
【００２７】
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　図３Ａは、本発明の一実施形態において、限定的なトポロジの定義付けを容易にするダ
イナミックアレイに投影される基本グリッドの一例を示す図である。基本グリッドは、ダ
イナミックアレイのそれぞれの層内の線形形状を、適切な最適化されたピッチで平行に配
置することを容易にするのに使用することができる。ダイナミックアレイの部分として物
理的に定義付けされていないが、基本グリッドは、ダイナミックアレイのそれぞれの層上
に投影されるものとして考えることができる。また、基本グリッドは、ダイナミックアレ
イのそれぞれの層の位置に関して実質的に一致した手段で投影され、これにより形状の正
確な積み重ねと位置あわせを容易にすることが理解されるにちがいない。
【００２８】
　図３Ａの一実施形態において、基本グリッドは、第１参照方向（ｘ）及び第２参照方向
（ｙ）に基づく長方形グリッド（すなわち、デカルト格子）として定義されている。第１
参照方向及び第２参照方向におけるグリッド点－グリッド点間スペーシングは、必要に応
じて、最適な形状－形状間スペーシングでの線形形状の定義付けを可能にするように定義
される。また、第１参照方向（ｘ）におけるグリッド点スペーシングは、第２参照方向（
ｙ）におけるグリッド点スペーシングと異なるようにしてもよい。一実施形態において、
１つの基本グリッドは、全ダイをわたるそれぞれの層内の種々の線形形状の配置を可能に
するために全ダイをわたって投影される。しかし、他の実施形態において、分離された基
本グリッドは、ダイの分離された領域の中の異なる形状－形状間スペーシングの要求を支
持するため、ダイの分離された領域にわたって投影されることができる。図３Ｂは、本発
明の一実施形態において、ダイの分離領域にわたって投影される分離基本グリッドの一例
を示す図である。
【００２９】
　基本グリッドは、光の相互作用機能を考慮して定義される（すなわち、シンク関数、及
び製造能力。ここで、製造能力は、ダイナミックアレイの製造に利用される製造装置及び
プロセスによって定義される。）。光の相互作用機能に関して、基本グリッドは、グリッ
ド点間のスペーシングが、隣接するグリッド点の上に投影される光エネルギを示すシンク
関数のピークの位置合わせを可能にするように定義される。したがって、リソグラフィッ
ク補強用に最適化された線形形状は、第１グリッド点から第２グリッド点までラインを描
くことによって明示することができる。ここで、ラインは、所定の幅の長方形構造を表す
。当然のことながら、それぞれの層の種々の線形形状は、基本グリッド上のそれらの終点
位置とそれらの幅によって明示することができる。
【００３０】
　図３Ｃは、本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイに適合するように定義付
けされた線形形状３０１の一例を示す図である。線形形状３０１は、幅３０３及び高さ３
０７で定義される実質的に長方形の断面を持つ。線形形状３０１は、長さ３０５方向に直
線的に伸びている。一実施形態において、幅３０３及び高さ３０７で定義された線形形状
の断面は、実質的にその長さ３０５に沿って一定である。しかし、当然のことながら、リ
ソグラフィック効果は、線形形状３０１の終端の丸めを起こしていてもよい。図３Ａの第
１参照方向（ｘ）及び第２参照方向（ｙ）は、それぞれ、ダイナミックアレイ上の線形形
状の配向の一例を図示している。当然のことながら、線形形状は、第１参照方向（ｘ）、
第２参照方向（ｙ）、及び第１及び第２参照方向（ｘ），（ｙ）に基づいて定義される対
角線方向のいずれかに伸びた長さ３０５を持つように配向されていてもよい。第１及び第
２参照方向（ｘ），（ｙ）に基づく線形形状の特定の配向にかかわらず、当然のことなが
ら、線形形状は、ダイナミックアレイが構成される基板の上の表面と実質的に平行な平面
で定義される。また、当然のことながら、線形形状は、屈曲（すなわち、第１及び第２参
照方向で定義された平面の方向の変化）がない。
【００３１】
　図３Ｄは、本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイに適合するように定義付
けされた線形形状３１７の別の一例を示す図である。線形形状３１７は、底辺幅３１３、
上辺幅３１５、及び高さ３０９で定義される台形の断面を持っている。線形形状３１７は
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、長さ３１１の直線方向に伸びている。一実施形態において、線形形状３１７の断面は、
長さ３１１に沿って実質的に均一である。しかし、当然のことながら、リソグラフィック
効果は、線形形状３１７の終端の丸めを起こしていてもよい。図３Ａの第１参照方向（ｘ
）及び第２参照方向（ｙ）は、それぞれ、ダイナミックアレイ上の線形形状の配向の一例
を図示している。当然のことながら、線形形状３１７は、第１参照方向（ｘ）、第２参照
方向（ｙ）、及び第１及び第２参照方向（ｘ），（ｙ）に基づいて定義される対角線方向
のいずれかに伸びた長さ３１１を持つように配向されていてもよい。第１及び第２参照方
向（ｘ），（ｙ）に基づく線形形状３１７の特定の配向にかかわらず、当然のことながら
、線形形状３１７は、ダイナミックアレイが構成される基板の上の表面と実質的に平行な
平面で定義される。また、当然のことながら、線形形状３１７は、屈曲（すなわち、第１
及び第２参照方向で定義された平面の方向の変化）がない。
【００３２】
　図３Ｃ及び図３Ｄは、長方形及び台形の断面を持つ線形形状を明示的に説明するが、そ
れぞれ、当然のことながら、他のタイプの断面を持つ線形形状がダイナミックアレイの中
で定義されることが可能である。したがって、一方向に伸びる長さを持ち、第１参照方向
（ｘ）、第２参照方向（ｙ）、及び第１及び第２参照方向（ｘ），（ｙ）に基づいて定義
される対角線方向のいずれかに伸びた長さを持つように配向されるものとして線形形状が
定義される限り、本質的にすべての、線形形状の適合した断面形状の使用が可能である。
【００３３】
　ダイナミックアレイのレイアウトアーキテクチャは、基本グリッドパターンに従う。し
たがって、拡散内の方向変化が発生する場所、ゲート電極及びメタルの線形形状が配置さ
れる場所、コンタクトが配置される場所、線形形状のゲート電極とメタル形状内のオープ
ンの場所などを表すのにグリッド点を使用することが可能である。グリッド点のピッチ（
すなわち、グリッド点－グリッド点間スペーシング）は、隣接する所定の形状のライン幅
の線形形状の露光が、お互いに補強するように、所定の形状のライン幅（例えば、図３Ｃ
の幅３０３）に設定されるべきである。ここでは、線形形状の中心はグリッド点上にある
。図２のダイナミックアレイの積み重ねと、図３Ａの基本グリッドの一例に関して、一実
施形態では、第１参照方向（ｘ）のグリッド点スペーシングは、必要なゲート電極のゲー
トピッチによって設定される。この同じ実施形態において、第２参照方向（ｙ）のグリッ
ド点ピッチは、メタル１及びメタル３のピッチにより設定される。例えば、９０ｎｍプロ
セス技術において（すなわち、最小形状寸法が９０ｎｍに等しい）、第２参照方向（ｙ）
のグリッド点ピッチは約０．２４ミクロンである。一実施形態において、メタル１及びメ
タル２層は、共通のスペーシング及びピッチを持つであろう。異なるスペーシング及びピ
ッチは、メタル２層の上で使用されることが可能である。
【００３４】
　ダイナミックアレイの種々の層は、隣接する層の線形形状が、それぞれお互いに交差す
るように伸びるように定義付けされる。例えば、隣接する層の線形形状が直交して（お互
いに垂直に）伸びることが可能である。また、１つの層の線形形状が、隣接する層の線形
形状に対してある角度を持って（例えば、４５度で）横切って伸びることが可能である。
例えば、一実施形態において、１つの層の線形形状が第１参照方向（ｘ）に伸び、隣接す
る層の線形形状が、第１参照方向（ｘ）及び第２参照方向（ｙ）に対して対角線方向に伸
びる。当然のことながら、隣接する層の直交する線形形状の配置を持つダイナミックアレ
イの配線接続設計のために、オープンは、線形形状で定義付けすることが可能であり、コ
ンタクト及びヴィアは必要に応じて定義付けされる。
【００３５】
　ダイナミックアレイは、予測できないリソグラフィの相互作用を排除するために、ケイ
アウト形状の屈曲の使用を最小化する。特に、ＯＰＣ又は他のＲＥＴプロセスに先立って
、ダイナミックアレイは、デバイス寸法の制御を可能にするため拡散層の屈曲を許すが、
拡散層の上の層についての屈曲は許されない。拡散層の上のそれぞれの層のレイアウト形
状は、直線的な形であり（例えば、図３Ｃ）、お互いに平行の関係で配置される。レイア
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ウト形状の直線的な形と平行配置は、建設的な光の干渉の予測性が量産性を確保するため
に必要であるところのダイナミックアレイのそれぞれの積み重ね層で実現される。一実施
形態において、レイアウト形状の直線的な形と平行配置は、拡散の上のメタル２を介した
それぞれの層で、ダイナミックアレイで実現される。メタル２の上では、レイアウト形状
は、量産性を確実にするのに建設的な光の干渉が必要とされない充分な寸法及び形であっ
てもよい。しかし、メタル２の上の描かれたレイアウト形状内の建設的な光の干渉の存在
は、有益であるだろう。
【００３６】
　図４から図１４に、拡散からメタル２までのダイナミックアレイ層の積み上げの一例が
示されている。当然のことながら、図４から図１４に示されたダイナミックアレイは、一
例としてのみ表したものであり、ダイナミックアレイ・アーキテクチャの限定を示唆する
ものではない。ダイナミックアレイは、すべての集積回路設計を本質的に定義付けするた
めに、ここで示された原理に従って使用されることが可能である。
【００３７】
　図４は、本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイの一例の拡散層レイアウト
を示す図である。図４の拡散層は、ｐ型拡散領域４０１とｎ型拡散領域４０３を示す。拡
散領域は、下にある基本グリッドにより定義付けされるが、拡散領域は、拡散層の上の層
についての線形形状の制限に従わなければならないものではない。拡散領域４０１及び４
０３は、拡散コンタクトが配置されるように定義付けされた拡散四角４０５を含む。拡散
領域４０１及び４０３は、外来のジョグ又はコーナを含まない。したがって、リソグラフ
ィ解像度の使用が改良され、より正確なデバイス抽出の可能になる。さらに、ｎ＋マスク
領域（４１２及び４１６）及びｐ＋マスク領域（４１０及び４１４）が、（ｘ），（ｙ）
グリッド上に、外来のジョグ又はノッチのない矩形として定義付けされている。この様式
は、より大きな拡散領域の使用を可能とし、ＯＰＣ／ＲＥＴの必要性を排除し、より低い
解像度及びより低いコストのリソグラフィ装置の使用を可能とする（例えば、３６５ｎｍ
のｉライン照明など）。当然のことながら、図４に描かれた、ｎ＋マスク領域４１６及び
ｐ＋マスク領域４１０は、ウェル－バイアスを使用しない一実施形態のものである。ウェ
ル－バイアスを使用する別の実施形態では、図４に示されたｎ＋マスク領域４１６は、実
際はｐ＋マスク領域として定義付けされる。また、この別の実施形態では、図４に示され
たｐ＋マスク領域４１０は、実際はｎ＋マスク領域として定義付けされる。
【００３８】
　図５は、本発明の一実施形態において、ゲート電極層と、図４の拡散層の上及び隣の拡
散コンタクト層を示す図である。ＣＭＯＳ技術の当業者が理解できるように、ゲート電極
形状５０１は、トランジスタゲートを定義付けしている。ゲート電極形状５０１は、第２
参照方向（ｙ）に、ダイナミックアレイをわたって平行関係で伸びる線形形状として定義
付けされている。一実施形態において、ゲート電極形状５０１は、共通の幅を持つように
定義付けされている。しかし、別の実施形態では、１つ以上のゲート電極形状が、異なる
幅を持つものとして定義付けされることが可能である。例えば、図５は、他のゲート電極
形状５０１と比較して、より広い幅を持つゲート電極形状５０１Ａを示している。ゲート
電極形状５０１のピッチ（中心－中心間スペーシング）は、リソグラフィック補強（すな
わち、隣接するゲート電極形状５０１による共振画像化）の最適化を確実にする間、最小
化される。説明目的のために、ダイナミックアレイをわたって所定のラインを伸びるゲー
ト電極形状５０１は、ゲート電極トラックとして参照される。
【００３９】
　ゲート電極形状５０１は、拡散領域４０３及び４０１を横切って、それぞれｎチャンネ
ル及びｐチャンネルトランジスタを形成する。ゲート電極形状５０１の光学的プリントは
、いくつかのグリッド位置には拡散領域が存在しないにもかかわらず、すべてのグリッド
位置にゲート電極形状５０１を描くことによって達成される。また、長く続くゲート電極
形状５０１は、ダイナミックアレイの内部にあるゲート電極形状の終端でのライン終端シ
ョート効果を改良する傾向にある。さらに、ゲート電極形状プリントは、ゲート電極形状
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５０１からすべての屈曲をなくすことで、顕著に改良される。
【００４０】
　ゲート電極トラックのそれぞれは、特定の論理機能を実現するための必要な電気接続を
設けるために、ダイナミックアレイを横切る直線的な横断で、何回も割り込まれる（すな
わち、中断される）であろう。所定のゲート電極トラックに割り込みが必要なとき、割り
込み位置におけるゲート電極トラックセグメントの終端間の分離は、製造能力及び電気的
効果を可能なかぎり考慮に入れて最小化される。一実施形態において、光学的製造可能性
は、共通の終端－終端間スペーシングが特定の層の中の形状間で使用されたときに、達成
される。
【００４１】
　割り込み位置におけるゲート電極トラックセグメントの終端間の分離の最小化は、隣接
するゲート電極トラックから供給されるリソグラフィの補強及び均一性の最大化に役立つ
。また、一実施形態において、隣接するゲート電極トラックに割り込みが必要な場合、隣
接するゲート電極トラックの割り込みは、可能な限り、隣接する割り込み位置が発生する
のを避けるように、それぞれの割り込み位置がお互いに相殺されるように行われる。特に
、隣接するゲート電極トラックの中の割り込み位置が、見えるラインが割り込み位置を通
して存在しないように、それぞれ配置される。ここで、見えるラインは、基板にわたって
伸びるゲート電極トラックの方向と垂直に伸びるものと考えられる。さらに、一実施形態
において、ゲート電極は、セル（すなわち、ＰＭＯＳ又はＮＭＯＳセル）のトップとボト
ムの境界を通って伸びることが可能である。この実施形態は、隣接するセルの橋渡しを可
能とするであろう。
【００４２】
　さらに図５により、拡散コンタクト５０３は、それぞれの拡散四角４０５で、共振画像
に対する拡散コンタクトのプリントを向上させるものとして定義付けられる。拡散四角４
０５は、拡散コンタクト５０３のパワー及びグランド・コネクション・ポリゴンのプリン
トを向上させるため、すべての拡散コンタクト５０３の周りに存在する。
【００４３】
　ゲート電極形状５０１及び拡散コンタクト５０３は、共通のグリッドスペーシングを分
け合っている。特に、ゲート電極形状５０１の配置は、拡散コンタクト５０３に関連して
２分の１グリッドスペーシングにより相殺される。例えば、ゲート電極形状５０１と拡散
コンタクト５０３のグリッドスペーシングが０．３６μｍであり、拡散コンタクトの中心
のｘ座標が０．３６μｍの整数倍の位置にあるように拡散コンタクトが配置されている場
合、ゲート電極形状５０１のそれぞれの中心のｘ座標引く０．１８μｍは、０．３６μｍ
の整数倍であるべきである。本実施形態では、ｘ座標は、以下のように表される：
拡散コンタクトの中心のｘ座標＝Ｉ＊０．３６μｍ，ここでＩはグリッド番号；
ゲート電極形状の中心のｘ座標＝０．１８μｍ＋Ｉ＊０．３６μｍ，
ここでＩはグリッド番号。
【００４４】
　ダイナミックアレイのグリッドベースシステムは、すべてのコンタクト（拡散及びゲー
ト電極）が、拡散コンタクトのグリッドの半分の倍数に等しい水平グリッド、及びメタル
１ピッチによって設定される垂直グリッドの上に乗ることを確実にする。上記の例におい
て、ゲート電極形状及び拡散コンタクトのグリッドは、０．３６μｍである。拡散コンタ
クト及びゲート電極コンタクトは、０．１８μｍの倍数の垂直グリッドの上に乗る。また
、９０ｎｍプロセス技術の垂直グリッドは、およそ０．２４μｍである。
【００４５】
　図６は、本発明の一実施形態において、図５のゲート電極層の上及び隣に定義付けされ
たゲート電極コンタクト層を示す図である。ゲート電極コンタクト層において、ゲート電
極コンタクト６０１は、上にあるメタル導電ラインへゲート電極形状５０１を接続するこ
とを可能にするように描かれている。一般に、デザインルールは、ゲート電極コンタクト
６０１の最適な配置を規定するであろう。一実施形態において、ゲート電極コンタクトは
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、トランジスタのエンドキャップ領域の上部に描かれる。デザインルールが長いトランジ
スタ・エンドキャップを明記しているとき、この実施形態は、ダイナミックアレイ内のホ
ワイトスペースを最小化する。いくつかのプロセス技術において、ホワイトスペースは、
セルの多くのゲート電極コンタクトをそのセルの中心に配置することにより、最小化する
ことができる。また、当然のことながら本発明において、ゲート電極コンタクト６０１は
、ゲート電極コンタクト６０１とゲート電極形状５０１の間のオーバーラップを確実にす
るために、ゲート電極形状５０１と垂直の方向にオーバーサイズされている。
【００４６】
　図７Ａは、ゲート電極（例えば、ポリシリコン形状）のコンタクトを作る従来のアプロ
ーチを示す図である。図７Ａの従来の構成において、拡大化された矩形のゲート電極領域
７０７は、ゲート電極コンタクト７０９が置かれるところに定義付けされる。拡大化され
た矩形のゲート電極領域７０７は、ゲート電極内に屈曲距離７０５を生み出す。拡大化さ
れた矩形のゲート電極領域７０７における屈曲は、望ましくない光の相互作用を起こし、
ゲート電極ライン７１１をゆがめる。ゲート電極ライン７１１の歪みは、特に、ゲート電
極の幅がトランジスタ長とほぼ等しいときに問題になる。
【００４７】
　図７Ｂは、本発明の一実施形態により定義付けされるゲート電極コンタクト６０１（例
えば、ポリシリコンコンタクト）を示す図である。ゲート電極コンタクト６０１は、ゲー
ト電極形状５０１のエッジをオーバーラップするように描かれており、ゲート電極形状５
０１と実質的に垂直な方向に伸びている。一実施形態において、ゲート電極コンタクト６
０１は、垂直寸法７０３が、拡散コンタクト５０３で使用される垂直寸法と同じになるよ
うに描かれている。例えば、拡散コンタクト５０３のオープニングが０．１２μｍ四角で
あるように指定されている場合、ゲート電極コンタクト６０１の垂直寸法は０．１２μｍ
で描かれる。しかし、他の実施形態では、垂直寸法７０３が拡散コンタクト５０３で使用
される垂直寸法と異なるように、ゲート電極コンタクト６０１は描かれることが可能であ
る。
【００４８】
　一実施形態において、ゲート電極形状５０１を越えたゲート電極コンタクト６０１の伸
長７０１は、ゲート電極コンタクト６０１とゲート電極形状５０１の間で最大のオーバー
ラップが達成されるように設定される。伸長７０１は、ゲート電極コンタクト６０１のラ
イン終端ショート、及びゲート電極コンタクト層とゲート電極形状層との間のミスアライ
メントを配慮して定義付けされる。ゲート電極コンタクト６０１の長さは、ゲート電極コ
ンタクト６０１とゲート電極形状５０１の間の最大の表面領域コンタクトを確実にするよ
うに定義付けされる。ここで、最大の表面領域コンタクトは、ゲート電極形状５０１の幅
によって定義付けされる。
【００４９】
　図８Ａは、本発明の一実施形態において、図６のゲート電極コンタクト層の上に定義付
けされたメタル１層を示す図である。メタル１層は、ダイナミックアレイをわたって平行
関係で伸びた線形形状を含むように定義付けされた多くのメタル１トラック８０１－８２
１を含んでいる。メタル１トラック８０１－８２１は、下に横たわる図５のゲート電極層
内のゲート電極形状５０１と実質的に垂直な方向に伸びている。したがって、本実施形態
において、メタル１トラック８０１－８２１は、ダイナミックアレイをわたって第１参照
方向（ｘ）に直線的に伸びている。隣接するメタル１トラック８０１－８２１によっても
たらされるリソグラフィの補強（すなわち、共振画像）の最適化を確実にすると同時に、
メタル１トラック８０１－８２１のピッチ（中心－中心間スペーシング）は、最小化され
る。例えば、一実施形態において、メタル１トラック８０１－８２１は、９０ｎｍプロセ
ス技術では、約０．２４μｍの垂直グリッドに中心が合わせられている。
【００５０】
　メタル１トラック８０１－８２１のそれぞれは、特定の論理機能を実現するための必要
な電気接続を設けるために、ダイナミックアレイを横切る直線的な横断で、何回も割り込
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まれて（すなわち、中断されて）いてもよい。所定のメタル１トラック８０１－８２１が
割り込まれることが必要なとき、割り込みの位置におけるメタル１トラックセグメントの
終端間の分離は、可能なかぎり、製造能力と電気的影響を考慮して最小化される。割り込
みの位置におけるメタル１トラックセグメントの終端間の分離の最小化は、隣接するメタ
ル１トラックによってもたらされるリソグラフィの補強、及び均一性を最大化するのに役
立つ。また、一実施形態において、隣接するメタル１トラックが割り込まれることが必要
なとき、隣接するメタル１トラックの割り込みは、割り込みの隣接する位置の発生を可能
な限り避けるように、割り込みのそれぞれの位置がお互いに相殺されるように行われる。
特に、隣接するメタル１トラックの中の割り込みの位置は、それぞれ、見えるラインが割
り込みの位置を通して存在しないように配置される。ここで、見えるラインは、基板の上
を伸びるメタル１トラックの方向と垂直に伸びるものと考えられる。
【００５１】
　図８Ａの例において、メタル１トラック８０１はグランドに接続されており、メタル１
トラック８２１は電源電圧に接続されている。図８Ａの実施形態において、メタル１トラ
ック８０１及び８２１の幅は、他のメタル１トラック８０３－８１９と同じである。しか
し、別の実施形態において、メタル１トラック８０１及び８２１の幅は、他のメタル１ト
ラック８０３－８１９の幅より大きい。図８Ｂは、他のメタル１トラックにおいて、他の
メタル１トラック８０３－８１９と比較して、メタル１のグランド及び電源のトラックの
ためのより幅の広いトラック（８０１Ａ及び８２１Ａ）を有する図８Ａのメタル１層を示
す図である。
【００５２】
　メタル１トラック・パターンは、“ホワイトスペース”（トランジスタによって占めら
れていないスペース）の使用を最適化するように最適に構成されている。図８Ａの例は、
２つに分配されたメタル１トラック８０１及び８２１と、９つのメタル１信号トラック８
０３－８１９を含んでいる。メタル１トラック８０３，８０９，８１１及び８１９は、ホ
ワイトスペースを最小化するためのゲート電極コンタクトトラックとして定義付けされる
。メタル１トラック８０５及び８０７は、ｎチャンネルトランジスタのソース及びドレイ
ンに接続するように定義付けされる。メタル１トラック８１３，８１５及び８１７は、ｐ
チャンネルトランジスタのソース及びドレインに接続するように定義付けされる。また、
９つのメタル１信号トラック８０３－８１９は、接続が必要でない場合は、いずれもフィ
ードスルーとして使用することができる。例えば、メタル１トラック８１３及び８１５は
、フィードスルー接続として構成されている。
【００５３】
　図９は、本発明の一実施形態において、図８Ａのメタル１層の上及び隣に定義付けされ
たビア１層を示す図である。ビア９０１は、メタル１トラック８０１－８２１のより高い
レベルの導電ラインへの接続を可能にするビア１層で定義付けされる。
【００５４】
　図１０は、本発明の一実施形態において、図９のビア１層の上及び隣に定義付けされた
メタル２層を示す図である。メタル２層は、ダイナミックアレイをわたって平行関係に伸
びた線形形状として定義付けされた多くのメタル２トラック１００１を含む。メタル２ト
ラック１００１は、下に横たわる図８Ａのメタル１層のメタル１トラック８０１－８２１
と実質的に垂直な方向に、及び下に横たわる図５のゲート電極層のゲート電極トラック５
０１と実質的に平行な方向に、伸びている。したがって、本実施形態において、メタル２
トラック１００１は、ダイナミックアレイを横切って第２参照方向（ｙ）に直線的に伸び
ている。
【００５５】
　隣接するメタル２トラックによりもたらされるリソグラフィ補強（すなわち、共振画像
）の最適化を確実にすると同時に、メタル２トラック１００１のピッチ（中心－中心間ス
ペーシング）は最小化される。当然のことながら、ゲート電極及びメタル１層の実現方法
と同様にして、より高いレベルの配線層で規則性が維持される。一実施形態において、ゲ
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ート電極形状５０１のピッチと、メタル２トラックのピッチは、同じである。別の実施形
態において、コンタクトされたゲート電極のピッチ（例えば、間に拡散コンタクトを有す
るポリシリコン－ポリシリコン間スペース）は、メタル２トラックのピッチより大きい。
この実施形態において、メタル２トラックのピッチは、コンタクトされたゲート電極のピ
ッチの２／３又は３／４になるように最適に設定される。したがって、この実施形態にお
いて、ゲート電極トラックとメタル２トラックは、２つのゲート電極トラック・ピッチご
と、及び３つのメタル２トラック・ピッチごとに位置合わせする。例えば、９０ｎｍプロ
セス技術において、コンタクトされたゲート電極トラックの最適なピッチは、０．３６μ
ｍであり、メタル２トラックの最適なピッチは、０．２４μｍである。別の実施形態にお
いて、ゲート電極トラック及びメタル２トラックは、３つのゲート電極ピッチごと、及び
４つのメタル２ピッチごとに位置合わせする。例えば、９０ｎｍプロセス技術において、
コンタクトされたゲート電極トラックの最適なピッチは、０．３６μｍであり、メタル２
トラックの最適なピッチは、０．２７μｍである。
【００５６】
　メタル２トラック１００１のそれぞれは、特定の論理機能を実現するための必要な電気
接続を設けるために、ダイナミックアレイを横切る直線的な横断で、何回も割り込まれる
（すなわち、中断される）ことが可能である。所定のメタル２トラック１００１が割り込
まれることが必要なとき、割り込みの位置におけるメタル２トラックセグメントの終端間
の分離は、可能なかぎり、製造能力と電気的影響を考慮して最小化される。割り込みの位
置におけるメタル２トラックセグメントの終端間の分離の最小化は、隣接するメタル２ト
ラックによってもたらされるリソグラフィの補強、及び均一性を最大化するのに役立つ。
また、一実施形態において、隣接するメタル２トラックが割り込まれることが必要なとき
、隣接するメタル２トラックの割り込みは、割り込みの隣接する位置の発生を可能な限り
避けるように、割り込みのそれぞれの位置がお互いに相殺されるように行われる。特に、
隣接するメタル２トラックの中の割り込みの位置は、それぞれ、見えるラインが割り込み
の位置を通して存在しないように配置される。ここで、見えるラインは、基板の上を伸び
るメタル２トラックの方向と垂直に伸びるものと考えられる。
【００５７】
　上述のとおり、ゲート電極層の上の所定のメタル層の導電ラインは、第１参照方向（ｘ
）又は第２参照方向（ｙ）のどちらかに一致した方向に、ダイナミックアレイを横断して
もよい。当然のことながら、ゲート電極層の上の所定のメタル層の導電ラインは、第１参
照方向（ｘ）及び第２参照方向（ｙ）に対して対角線方向にダイナミックアレイを横断し
てもよい。図１１は、本発明の一実施形態において、第１及び第２参照方向（ｘ）及び（
ｙ）に対して第１対角線方向にダイナミックアレイを横断する導電体トラック１１０１を
示す図である。図１２は、本発明の一実施形態において、第１及び第２参照方向（ｘ）及
び（ｙ）に対して第２対角線方向にダイナミックアレイを横断する導電体トラック１２０
１を示す図である。
【００５８】
　メタル１及びメタル２トラックについて上述したように、図１１及び図１２の対角線方
向に横断する導電体トラック１１０１及び１２０１は、特定の論理機能を実現するための
必要な電気接続を設けるために、ダイナミックアレイを横切る直線的な横断で、何回も割
り込まれる（すなわち、中断される）ことが可能である。対角線状に横断する所定の導電
体トラックが割り込まれることが必要なとき、割り込みの位置における対角線状導電体ト
ラックの終端間の分離は、可能なかぎり、製造と電気的効果を考慮して最小化される。割
り込みの位置における対角線状導電体トラックの終端間の分離の最小化は、隣接する対角
線状導電体トラックによってもたらされるリソグラフィの補強、及び均一性を最大化する
のに役立つ。
【００５９】
　ダイナミックアレイの中の最適なレイアウト密度は、以下のデザインルールの実行によ
って、達成される：
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・少なくとも２つのメタル１トラックがｎチャンネルデバイス領域を横切って設けられる
；
・少なくとも２つのメタル１トラックがｐチャンネルデバイス領域を横切って設けられる
；
・少なくとも２つのゲート電極トラックがｎチャンネルデバイスに設けられる；及び
・少なくとも２つのゲート電極トラックがｐチャンネルデバイスに設けられる。
【００６０】
　コンタクト及びビアは、リソグラフィの観点から、もっとも困難なマスクになっている
。これは、コンタクト及びビアが、より小さくなり、間隔がより近くなり、ランダムに分
散されていることによるものである。カット（コンタクト又はビア）のスペーシング及び
密集化は、形状を確実にプリントすることを極端に困難にする。例えば、隣接形状からの
破壊的な干渉縞、又は孤立した形状のエネルギ不足により、カット形状が不適切にプリン
トされてもよい。カットが適切にプリントされた場合、関連するコンタクト又はビアの製
造歩留まり極めて高くなる。サブ解像度コンタクトは、そのサブ解像度コンタクトが消散
しない限り、実在のコンタクトの露光を補強することができる。また、サブ解像度コンタ
クトは、それらが、リソグラフィプロセスの解像度の能力より小さい限り、どんな形状も
持つことができる。
【００６１】
　図１３Ａは、本発明の一実施形態において、リソグラフィ補強の拡散コンタクト及びゲ
ート電極コンタクトに使用されるサブ解像度コンタクトレイアウトの一例を示す図である
。サブ解像度コンタクト１３０１は、それらがリソグラフィシステムの解像度より下であ
るように描かれ、プリントされない。サブ解像度コンタクト１３０１の機能は、共振画像
を通じて、所望のコンタクト位置（例えば、５０３，６０１）の光エネルギを増加させる
ものである。一実施形態において、ゲート電極コンタクト６０１及び拡散コンタクト５０
３の両方がリソグラフィ補強されるようなグリッドに、サブ解像度コンタクト１３０１が
置かれる。例えば、ゲート電極コンタクト６０１及び拡散コンタクト５０３の両方に良い
影響を与えるように、サブ解像度コンタクト１３０１は、拡散コンタクト５０３のグリッ
ドスペーシングの２分の１と等しくなるようなグリッド上に置かれる。一実施形態におい
て、サブ解像度コンタクト１３０１の垂直方向のスペーシングは、ゲート電極コンタクト
６０１及び拡散コンタクト５０３の垂直方向のスペーシングに従う。
【００６２】
　図１３Ａのグリッド位置１３０３は、隣接しているゲート電極コンタクト６０１の間の
位置を指示する。製造プロセスにおけるリソグラフィのパラメータによっては、このグリ
ッド位置でのサブ解像度コンタクト１３０１が、２つの隣接しているゲート電極コンタク
ト６０１の間の望ましくないブリッジを生成する可能性がある。ブリッジングが起こりそ
うであるなら、位置１３０３でのサブ解像度コンタクト１３０１を省くことができる。図
１３Ａは、サブ解像度コンタクトが実在する形状に隣接して置かれて、消散されてどこに
もないところの実施形態を示すが、当然のことながら、別の実施形態によって、グリッド
を満たすために、利用可能なそれぞれのグリッド位置にサブ解像度コンタクトを置くこと
が可能である。
【００６３】
　図１３Ｂは、本発明の一実施形態において、可能な範囲内でグリッドを満たすように定
義付けされたサブ解像度のコンタクトを有する図１３Ａのサブ解像度コンタクトレイアウ
トを示す図である。当然のことながら、図１３Ｂの実施形態は、可能な範囲内で、サブ解
像度コンタクトでグリッドを満たしているが、完全に消散する隣接する形状の間における
望ましくないブリッジングが潜在的に発生する位置に、サブ解像度コンタクトを配置する
のを避けている。
【００６４】
　図１３Ｃは、本発明の一実施形態において、種々の形状をしたサブ解像度コンタクトを
利用したサブ解像度コンタクトレイアウトの一例を示す図である。サブ解像度コンタクト
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が製造プロセスの解像度の能力より下である限り、別のサブ解像度コンタクト形状を利用
することができる。図１３Ｃは、隣接するコンタクトのコーナに光エネルギの焦点を合わ
せるために“Ｘ形状”サブ解像度コンタクト１３０５を使用することを示している。一実
施形態において、Ｘ形状サブ解像度コンタクト１３０５の終端は、隣接するコンタクトの
コーナにおける光エネルギの堆積をさらに高めるために伸びている。
【００６５】
　図１３Ｄは、本発明の一実施形態において、サブ解像度コンタクトを有する交互位相シ
フトマスク（ＡＰＳＭ）の一例を示す図である。図１３Ａのように、サブ解像度コンタク
トは、拡散コンタクト５０３及びゲート電極コンタクト６０１をリソグラフィ的に補強す
るのに利用される。ＡＳＰＭは、隣接形状が破壊的な干渉縞を生成するときに、解像度を
改良するのに使用される。ＡＰＳＭ技術は、マスクを通して隣接形状に移動する光の位相
が１８０度位相ずれるようにマスクを修正する。この位相シフトは、破壊的な干渉を排除
し、コンタクト密度をより高めるのに役立つ。一例として、プラス“＋”印でマークされ
た図１３Ｄのコンタクトは、第１位相の光波で露光されるコンタクトを表し、マイナス“
－”印でマークされたコンタクトは、“＋”印のコンタクトで使用される第１位相に対し
て１８０度位相がシフトされた光波で露光されるコンタクトを表している。当然のことな
がら、ＡＰＳＭ技術は、隣接するコンタクトがお互いに分離されるのを確実にするために
利用される。
【００６６】
　形状寸法が小さくなるに従い、半導体のダイは、より多くのゲートを含むことが可能に
なる。しかし、より多くのゲートが含まれるのに従い、配線層の密度によって、ダイ寸法
が決定されるようになる。配線層におけるこの増大する需要は、配線層の高レベル化を牽
引する。しかし、配線層の積み重ねは、下に横たわる層のトポロジにより部分的に制限さ
れる。例えば、配線層が積み重ねられると、島、隆起、及び溝が発生し得る。これらの島
、隆起、及び溝は、それらを横切る配線ラインの遮断を引き起こすおそれがある。
【００６７】
　これらの島及び溝を軽減するために、半導体製造プロセスは、実質的に平坦な表面上に
各配線層が後から堆積された半導体ウェハの表面を機械的に及び化学的に磨く化学的機械
研磨（ＣＭＰ）処理を利用する。フォトリソグラフィプロセスと同じように、ＣＭＰプロ
セスの品質は、レイアウトパターンに依存する。特に、ダイ又はウェハを横断するレイア
ウト形状の平坦でない分布によって、ある場所では除去されるのには多すぎる材料があり
、他の場所では除去されるには充分な材料がないということになり、これにより、配線厚
さの変動が発生し、配線層の容量及び抵抗で許容できない変動が発生し得る。配線層内の
容量及び抵抗の変動は、設計欠陥の原因となるクリティカルネットのタイミングを変えて
もよい。
【００６８】
　ディッシングを避けて中心－端間の均一性を改良するために、実質的に均一なウェハト
ポロジが提供されるように、配線の形状がない領域内にダミーフィルが追加されることを
、ＣＭＰプロセスは要求する。従来は、ダミーフィルは、設計の後に配置された。したが
って、従来のアプローチにおいて、設計者はダミーフィルの特性を知らなかった。その結
果、設計の後に置かれたダミーフィルは、設計者によって評価されていないため、設計特
性に悪影響を及ぼすことがある。ダミーフィルの前の従来のトポロジは無拘束である（す
なわち、均一ではない）ので、設計後のダミーフィルは均一にならず、予測不可能である
。したがって、従来のプロセスでは、ダミーフィル領域と隣接する活性ネットの間の容量
性カップリングは、設計者には予測不可能である。
【００６９】
　前述のように、ここで開示されたダイナミックアレイは、すべての配線トラックをゲー
ト電極層から上方向に最大限に満たすことにより、最適な規則性を提供する。１つの配線
トラック内に複数のネットが必要な場合、配線トラックは、最小限に間隔を空けて分けら
れる。例えば、図８Ａのメタル１導電ラインを表すトラック８０９は、それぞれのネット
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が特定のトラックセグメントに一致する、同じトラック内に分離された３つのネットを表
している。特に、トラックセグメント間の最適なスペーシングでトラックを満たす２つの
ポリコンタクトネットと１つのフローティングネットがある。トラックを事実上完全に満
たすことは、ダイナミックアレイをわたって共振画像を生成する規則的なパターンを維持
する。また、最大限に満たされた配線トラックを持つダイナミックアレイの規則正しい構
造は、ダイを横断して均等にダミーフィルが配置されることを確実にする。ダイナミック
アレイの規則的な構造は、ＣＭＰプロセスがダイ／ウェハをわたって実質的に均一な結果
をもたらすことを助ける。また、ダイナミックアレイの規則的なゲートパターンは、ゲー
トエッチングの均一性（マイクロローディング）を助ける。さらに、最大限に満たされた
配線トラックと組み合わされたダイナミックアレイの規則的な構造は、設計段階の間及び
製造に先立って、最大限に満たされたトラックについての容量性のカップリング効果を設
計者が解析するのを可能にする。
【００７０】
　ダイナミックアレイは、それぞれのマスク層において、線形形状の寸法及びスペーシン
グ（すなわち、トラック及びコンタクト）を設定するので、ダイナミックアレイの設計は
、製造設備及びプロセスの最大能力に合わせて最適化することができる。すなわち、ダイ
ナミックアレイは、拡散の上のそれぞれの層の規則的な構造で制限されているので、製造
者は、規則的な構成の特定の特徴のための製造プロセスを最適化することが可能である。
当然のことながら、ダイナミックアレイで、製造者は、従来の制約のないレイアウトに存
在するような、広範囲に変化する任意形状のレイアウト形状の組み合わせの製造調整をす
ることを気にする必要がない。
【００７１】
　製造装置の能力が最適化され得る方法の一例を以下に示す。メタル２のピッチが２８０
ｎｍである９０ｎｍプロセスについて考える。この２８０ｎｍのメタル２ピッチは、装置
の最大能力によって設定されない。むしろ、この２８０ｎｍのメタル２ピッチは、ビアの
リソグラフィによって設定される。ビアのリソグラフィの問題が除去されることにより、
装置の最大能力は、約２２０ｎｍのメタル２ピッチを可能にする。したがって、メタル２
ピッチのデザインルールは、ビアリソグラフィの予期できない光の相互作用を考慮して、
約２５％のマージンを含む。
【００７２】
　ダイナミックアレイ内で実現される規則的な構成は、ビアリソグラフィにおける相互作
用の予測不可能性を除去することを可能にし、これにより、メタル２ピッチのマージンの
減少を可能にする。このようなメタル２ピッチのマージンの減少は、高密度の設計を可能
にする（すなわち、チップ面積利用率の最適化が可能になる。）。さらに、ダイナミック
アレイによってもたらされる制限された（すなわち、規則的な）トポロジによって、デザ
インルールのマージンを削減することが可能になる。さらにまた、プロセスの能力を超え
た余分なマージンを減らせるばかりでなく、ダイナミックアレイによる制限的なトポロジ
は、必要なデザインルールの数を実質的に減らすことも可能にする。例えば、制約のない
トポロジの典型的なデザインルール・セットは、６００デザインルールより多く持つ。ダ
イナミックアレイを使用するデザインルール・セットは、約４５デザインルールを持てば
よい。したがって、デザインルールに対する設計の解析と検証を行うのに必要とされる努
力は、ダイナミックアレイの制限的なトポロジにより、１０以上のファクタで減少する。
【００７３】
　ダイナミックアレイのマスク層の所定のトラック内におけるライン終端－ライン終端間
のギャップ（すなわち、トラックセグメント－トラックセグメント間のギャップ）につい
て、わずかの光相互作用が存在する。このわずかの光相互作用は、前もって、識別、予測
、及び正確に補償することができ、ＯＰＣ／ＲＥＴの必要性をめざましく削減し、又は完
全に排除することができる。ライン終端－ライン終端間のギャップにおける光相互作用の
補償は、描かれた形状に関しての相互作用のモデリング（例えば、ＯＰＣ／ＲＥＴ）に基
づく補正とは対照的に、描かれた形状のリソグラフィ的な修正を表す。
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【００７４】
　また、ダイナミックアレイで、描かれたレイアウトへの変更は、必要なところのみに行
われる。対照的に、ＯＰＣは、従来の設計フローですべてのレイアウトについて実施され
る。一実施形態において、補正モデルは、ダイナミックアレイのレイアウト生成の部分と
して実施され得る。例えば、限られた数の可能性のライン終端ギャップの相互作用により
、回りの関数として（すなわち、その特定のライン終端ギャップの光相互作用の関数とし
て）定義される特徴を持つラインブレークを挿入するように、ルータはプログラムされ得
る。当然のことながら、ダイナミックアレイの規則的な構成は、頂点を追加するよりむし
ろ頂点を変更することにより、ライン終端が調整されることを可能にする。したがって、
ＯＰＣプロセスによる制約のないトポロジと対比して、ダイナミックアレイは、顕著にコ
ストとマスク製作のリスクを削減する。また、ダイナミックアレイでは設計段階で、ライ
ン終端ギャップ相互作用を正確に予測できるので、設計段階の間における予測されたライ
ン終端ギャップ相互作用の補償は、デザイン欠陥のリスクを増やさない。
【００７５】
　従来の制約のないトポロジにおいて、設計者は、設計依存欠陥の存在のために、製造プ
ロセスについての物理的知識を有していることが必要とされていた。ここで開示したダイ
ナミックアレイのグリッドベースシステムにより、論理設計は、物理的設計から分離する
ことができる。特に、ダイナミックアレイの規則的な構成、ダイナミックアレイの中で評
価される限られた数の光相互作用、及びダイナミックアレイの設計依存性質により、物理
的ネットリストとは対照的に、グリッドポイントベース・ネットリストを使用して設計を
表現することが可能になる。
【００７６】
　ダイナミックアレイにより、物理的情報の用語で設計を表す必要がない。むしろ、シン
ボリックレイアウトにより、設計を表すことができる。したがって、設計者は、物理的特
徴（例えば、設計寸法）を示す必要なしに、純粋な論理的視野から設計を表すことができ
る。当然のことながら、グリッドベース・ネットリストは、物理的に変換されたとき、ダ
イナミックアレイ・プラットフォームの最適なデザインルールにまさに適合する。グリッ
ドベース・ダイナミックアレイが、新しい技術（例えば、より小さい技術）に移行すると
き、設計表現の中に物理的データが存在しないので、グリッドベース・ネットリストは、
新しい技術に直接的に移行されることができる。一実施形態において、グリッドベース・
ダイナミックアレイシステムは、ルール・データベース、グリッドベース（シンボリック
）・ネットリスト、及びダイナミックアレイ・アーキテクチャを含む。
【００７７】
　当然のことながら、グリッドベース・ダイナミックアレイは、従来の制約のない構成に
ついてのトポロジ関連の欠陥を排除する。また、グリッドベース・ダイナミックアレイの
生産性は、設計と無関係であるので、ダイナミックアレイで達成される設計歩留まりは、
設計と無関係である。したがって、ダイナミックアレイの正当性及び歩留まりは、予め検
証されるので、グリッドベース・ネットリストは、予め検証した歩留まり特性を有するダ
イナミックアレイで達成されることができる。
【００７８】
　図１４は、本発明の一実施形態において、半導体チップ構成１４００を示す図である。
半導体チップ構成１４００は、そこで定義付けされた多くの導電ライン１４０３Ａ－１４
０３Ｇを持つ拡散領域１４０１を含む半導体チップの部分の一例を示している。拡散領域
１４０１は、少なくとも１つのトランジスタデバイスの活性領域を定義するため、基板１
４０５内で定義付けされている。拡散領域１４０１は、基板１４０５表面に対して任意の
形の領域を覆うように定義付けされることができる。
【００７９】
　導電ライン１４０３Ａ－１４０３Ｇは、基板１４０５の上を共通方向１４０７に伸びる
ように配列されている。また、当然のことながら、多くの導電ライン１４０３Ａ－１４０
３Ｇのそれぞれは、拡散領域１４０１の上を共通方向１４０７に伸びるように制限されて
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いる。一実施形態において、基板１４０５の上ですぐに定義付けされた導電ライン１４０
３Ａ－１４０３Ｇは、ポリシリコンラインである。一実施形態において、導電ライン１４
０３Ａ－１４０３Ｇのそれぞれは、伸長する共通方向１４０７に対して垂直な方向の本質
的に同一の幅１４０９を持つように定義付けされる。一実施形態において、導電ライン１
４０３Ａ－１４０３Ｇのいくつかは、他の導電ラインと比較して異なる幅を持つように定
義付けされる。しかし、導電ライン１４０３Ａ－１４０３Ｇの幅に関係なく、導電ライン
１４０３Ａ－１４０３Ｇのそれぞれは、本質的に同一の中心－中心間ピッチ１４１１によ
り、隣の導電ラインから離れて間隔が空いている。
【００８０】
　図１４に示されているように、導電ラインのいくつか（１４０３Ｂ－１４０３Ｅ）は、
拡散領域１４０１の上を伸びており、他の導電ライン（１４０３Ａ，１４０３Ｆ，１４０
３Ｇ）は、基板１４０５の非拡散部分の上を伸びている。当然のことながら、導電ライン
１４０３Ａ－１４０３Ｇは、拡散領域１４０１の上で定義付けされているか否かに関係な
く、それらの幅１４０９及びピッチ１４１１を維持する。また、当然のことながら、導電
ライン１４０３Ａ－１４０３Ｇは、拡散領域１４０１の上で定義付けされているか否かに
関係なく、本質的に同一の長さ１４１３を維持しており、それによって、基板を横断する
導電ライン１４０３Ａ－１４０３Ｇの間のリソグラフィ的な補強を最大化している。この
ようにして、拡散領域１４０１の上で定義付けされたいくつかの導電ライン（例えば、１
４０３Ｄ）は、必要な活性部１４１５、及び１つ以上の画一伸長部１４１７を含む。
【００８１】
　当然のことながら、半導体チップ構成１４００は、図２－図１３Ｄを参照した上述のダ
イナミックアレイの一部を表している。したがって、当然のことながら、導電ライン（１
４０３Ｂ－１４０３Ｅ）の画一伸長部１４１７は、隣接する導電ライン１４０３Ａ－１４
０３Ｇのリソグラフィ的な補強を提供するために存在する。また、導電ライン１４０３Ａ
，１４０３Ｆ，及び１４０３Ｇのそれぞれは、回路動作を必要とされなくてもよいが、隣
接する導電ライン１４０３Ａ－１４０３Ｇのリソグラフィ的な補強を提供するために存在
する。
【００８２】
　必要な活性部１４１５及び画一伸長部１４１７の概念は、また、より高いレベルの配線
層に適用される。ダイナミックアレイ構成について前述したように、ダイナミックアレイ
内で実現された論理デバイスにより必要な配線接続を可能にするために、隣接する配線層
が基板の上を横方向に（例えば、垂直又は対角線方向に）横断する。導電ライン１４０３
Ａ－１４０３Ｇと同様に、配線層の中の導電ラインのそれぞれは、必要な配線接続を可能
にするために必要な部分（必要な活性部）、及び隣接する導電ラインにリソグラフィ的な
補強を提供するために不必要な部分（画一伸長部）を含むことができる。また、導電ライ
ン１４０３Ａ－１４０３Ｇと同様に、配線層の中の導電ラインは基板の上の共通方向に伸
びており、本質的に同一の幅を持ち、本質的に一定ピッチによりお互いに間隔が空いてい
る。
【００８３】
　一実施形態において、配線層内の導電ラインは、ライン幅とラインスペーシング間の同
一比率に本質的に従う。例えば、９０ｎｍでは、メタル４ピッチは２８０ｎｍであり、ラ
イン幅及びラインスペーシングはそれぞれ１４０ｎｍに等しい。もし、ライン幅がライン
スペーシングに等しいのであれば、より広い導電ラインを、より広いラインピッチでプリ
ントすることができる。
【００８４】
本明細書で記載するダイナミックアレイ・アーキテクチャは、線形導電体形状が複数のレ
ベルのそれぞれにおける仮想格子に沿って定義されている半導体デバイスの設計パラダイ
ムを表す。複数のレベルは、その中に定義された１つまたは複数の拡散領域を有してもよ
い半導体基板の一部上に定義される。あるレベルの仮想格子は、隣接するレベルにおける
仮想格子に対して実質的に垂直であるように配向される。また、線形導電体形状は、実質
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的に方向変化がないように各仮想格子のそれぞれのラインに沿って定義される。複数のレ
ベルのそれぞれのレベル内の各導電体形状は、線形導電体形状の内の１つによって定義さ
れることは理解されるべきである。したがって、ダイナミックアレイ・アーキテクチャは
、関連するレベルの平面内に１つまたは複数の屈曲部を含む非線形導電体形状の使用は明
確に回避している。
【００８５】
　ある実施形態では、ダイナミックアレイ・アーキテクチャの複数のレベルは基板から上
方に延びて、チップ全体を経由してチップの外部パッケージングまで及ぶ。別の実施形態
では、ダイナミックアレイ・アーキテクチャの複数のレベルは基板から上方に延びて、チ
ップ全体の合計レベル数よりは少ない数のレベルまで及ぶ。この実施形態では、ダイナミ
ックアレイ・アーキテクチャに応じて定義されたレベルの数は、ダイナミックアレイ・ア
ーキテクチャによって提供される正確な製造予測性の高い可能性から得られるレベル、ま
たはその可能性を要求するレベルを含む。例えば、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ
を、基板上の第３の配線レベルまでの各レベルを定義するために使用してもよい。その後
、形状サイズおよび間隔の増大、およびまたは、第３の配線レベルより上の形状の数の減
少により、任意のレイアウト技術を用いて第３の配線レベル上の形状を定義してもよい。
任意の数のレベルにダイナミックアレイ・アーキテクチャを採用したチップの任意の部分
は、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ領域を表すと考えられることは認識されるべき
である。
【００８６】
　ダイナミックアレイ・アーキテクチャに従って定義されたあるレベル内では、隣接する
線形導電体形状の近接端部は、実質的に一定のギャップで互いに分離されていてもよい。
より具体的には、仮想格子の共通ラインに沿って定義された線形導電体形状の隣接する端
部は、ギャップによって分離され、仮想格子に関連したレベル内のそうしたギャップは、
実質的に一定の距離になるように定義されてもよい。また、ダイナミックアレイ・アーキ
テクチャ内では、ビアとコンタクトは、例えば、トランジスタや電子回路などの多くの機
能的な電子装置を形成するように、様々なレベルにおける多くの線形導電体形状を配線す
るように定義される。したがって、複数のレベルにおける多くの線形導電体形状は、電子
回路の機能部品を形成する。さらに、複数のレベル内の線形導電体形状の一部は、電子回
路に関する機能は持たないが、周辺の線形導電体形状の製造を強化するように製造されて
もよい。ダイナミックアレイ・アーキテクチャは、高い見込みを有する半導体デバイスの
製造可能性の正確な予測を可能とするように定義されることは理解されるべきである。
【００８７】
　図１５は、本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャを実装
する典型的なチップ１５０１を示す図である。典型的なチップは、ダイナミックアレイ・
アーキテクチャ領域１５０９を含む。また、典型的なチップ１５０１は、メモリ領域１５
０３、入出力（Ｉ／Ｏ）領域１５０５およびプロセッサ領域１５０７も含む。メモリ領域
１５０３、Ｉ／Ｏ領域１５０５およびプロセッサ領域１５０７は例示の目的で示されてお
り、チップの必要な部分、必要なチップ・アーキテクチャあるいはダイナミックアレイ・
アーキテクチャに必要な随伴物を表すように意図されたものではないことは理解されるべ
きである。
【００８８】
　図１５に示したものなどの一実施形態では、１つまたは複数のダイナミックアレイ・ア
ーキテクチャ部分内で定義された回路は、必要に応じて、チップの他の部分の回路とイン
ターフェースするように定義されているより大規模なチップ、すなわちダイの、１つまた
は複数の部分を定義するように、ダイナミックアレイ・アーキテクチャを用いることがで
きることは理解されるべきである。別の実施形態では、ダイナミックアレイ・アーキテク
チャに従ってチップ全体を定義することができる。この実施形態では、チップ全体はダイ
ナミックアレイ・アーキテクチャに従って定義されるが、該チップ全体を、それぞれがダ
イナミックアレイ・アーキテクチャに従って定義される多くの別個の領域に分割できる。
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前述の実施形態において、チップの基板の一部上に定義された１つまたは複数のダイナミ
ックアレイ・アーキテクチャ領域を含むように半導体チップを構成し、各ダイナミックア
レイ・アーキテクチャ領域が１つまたは複数の、別個ではあるが機能的にインターフェー
スされたダイナミックアレイ・セクションを含むように構成できる。
【００８９】
　図１６は、本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ領域１
５０９のブランクキャンバスを示す図である。ダイナミックアレイ・セクション（ＤＡＳ
）グリッド１６０１は、ダイナミックアレイ・セクションの配置と配列を容易にするため
に、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ領域１５０９のブランクキャンバス全域で定義
される。ＤＡＳグリッド１６０１は、基板上のダイナミックアレイ・セクション（ＤＡＳ
）の場所を決めるための垂直線１６０３Ａ／１６０３Ｂ、すなわちグリッド・ラインの仮
想ネットワークで定義される。前述のように、ＤＡＳグリッド１６０１は、ダイの一部上
あるいはダイ全体に定義されてもよい。ＤＡＳグリッド１６０１を表す垂直線１６０３Ａ
／１６０３Ｂの仮想ネットワークは物理的実体としては存在しないが、実質的に存在する
。ＤＡＳグリッド１６０１は、その上にＤＡＳが構築される基板上面と実質的に一致する
平面内で定義される。したがって、ＤＡＳグリッド１６０１は、チップの基板上面と平行
な平面内で定義される。２つの垂直な方向のそれぞれにおいて、ＤＡＳグリッド１６０１
のライン１６０３Ａ／１６０３Ｂの間隔は、それぞれ同じであっても違っていてもよい。
しかしながら、一実施形態では、共通の方向を有するＤＡＳグリッド１６０１のライン１
６０３Ａ／１６０３Ｂの間隔は均一である。
【００９０】
　ＤＡＳグリッド１６０１の隣接する平行線（１６０３Ａまたは１６０３Ｂ）間の間隔は
、隣接する平行線（１６０３Ａまたは１６０３Ｂ）のピッチとして定義される。一実施形
態では、ゲート電極形状と平行なＤＡＳグリッド１６０１ライン（１６０３Ａまたは１６
０３Ｂ）のピッチは、隣接するコンタクトされたゲート電極形状間の最小中心－中心間分
離距離の２分の１である定義される。議論の簡略化のために、隣接するコンタクトされた
ゲート電極形状間の最小中心－中心間分離距離の２分の１を、ゲート電極ハーフピッチと
呼ぶ。本実施形態において、ゲート電極ハーフピッチに基づいて定義されたＤＡＳグリッ
ド・ラインと一致するＤＡＳ境界は、それ自体、ゲート電極ハーフピッチの上に存在する
であろう。したがって、そのようなＤＡＳ内において、かつその端部で定義されたセルは
、ゲート電極ハーフピッチに位置するセル境界を持つであろう。
【００９１】
　ダイナミックアレイ・セクション（ＤＡＳ）は、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ
の細分として定義され、その細分の垂直に輪郭付けられた各レベルに存在する形状は、該
細分のあるレベルにおける形状間および該細分の別のレベルにおける形状間の関係を統率
するために構築されたルール・セットに従って、該細分の他の形状を考慮して定義される
。ＤＡＳは、任意の形およびサイズの基板領域を占めるように定義される。また、ＤＡＳ
は、基板上の任意の形およびサイズの領域を占めるようにも定義される。また、ＤＡＳグ
リッド１６０１の垂直線１６０３Ａ／１６０３ＢはＤＡＳ境界を定義するためにも使用さ
れる。
【００９２】
　図１７Ａは、本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ領域
１５０９内に定義された多くの典型的なダイナミックアレイ・セクション（ＤＡＳ１～Ｄ
ＡＳ１１）を示す図である。図１６で説明したように、各ＤＡＳ（ＤＡＳ１～ＤＡＳ１１
）のそれぞれの境界は、ＤＡＳグリッド１６０１のグリッド・ライン１６０３Ａ／１６０
３Ｂ上に沿って定義される。ＤＡＳグリッド１６０１の均一性によって、様々なＤＡＳの
配置および機能的なインターフェース化が容易になることは認識されるべきである。典型
的なＤＡＳ（ＤＡＳ１～ＤＡＳ１１）の特定の形は、目的を説明するために定義されたも
のであり、ＤＡＳの可能な形を限定するものではない。より具体的には、あるＤＡＳは、
ＤＡＳがダイナミックアレイ・アーキテクチャに適合する限り、ＤＡＳ内に存在するデバ
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イスおよび回路を定義するための必要性に応じて、本質的に任意の形およびサイズを有す
るように定義できる。
【００９３】
　また、ＤＡＳはチップの基板部を含む必要はなく、あるいはチップの基板部の真上およ
びそれに接して定義される必要はないことも理解されるべきである。より具体的には、Ｄ
ＡＳは、チップの基板の特定の領域上ではあるが、基板の真上およびそれに接してはいな
い領域上に、チップの多くの層を占めるように垂直に定義される。この点では、一実施形
態は、多くの積み重ねられたＤＡＳを含むことができ、積み重ねられたＤＡＳのそれぞれ
は、その上または下のいずれかの隣接するＤＡＳからは独立に定義される。また、垂直に
積み重ねられたＤＡＳは、互いに異なるサイズと形を有するように定義できる。この点で
、より高い位置にあるＤＡＳは、１）低い位置にある複数のＤＡＳ、２）低い位置にある
複数のＤＡＳの部分、あるいは、３）低い位置にある単一のＤＡＳの一部分、をカバーし
てもよい。
【００９４】
　図１７Ｂは、本発明の一実施形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ領域
１５０９内のより高い位置で定義された多くのダイナミックアレイ・セクション（ＤＡＳ
１２～ＤＡＳ１５）を示す図である。図１７Ｂの例では、ＤＡＳ１２～ＤＡＳ１５のコレ
クションは、図１７ＡのＤＡＳ１～ＤＡＳ１１のコレクション上に位置する。図１７Ｃは
、本発明の一実施形態において、図１７ＢのＤＡＳの積み重ねの側面図を示す図である。
図１７Ａ～１７Ｃに描かれたＤＡＳ配置は議論の目的で提供されたものであり、ＤＡＳの
可能性のある配置の包含的セットを表すように意図されたものではないことは理解される
べきである。また、様々な実施形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャと合
致する本質的に任意の方法で、ＤＡＳは基板の一部上に水平および垂直に配置できること
は認識されるべきである。
【００９５】
　ダイナミックアレイ・アーキテクチャのより詳細な説明を可能にするために、図１７Ａ
のＤＡＳ１０に関するダイナミックアレイ・アーキテクチャの典型的な実装を図１８～２
４Ｄに記載する。図１８は、本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０の基板レベルを示
す図である。ＤＡＳの基板レベルは、任意の数の拡散領域を含むことができる。例えば、
ＤＡＳ１０は、その上にＤＡＳ１０が構築されている基板部１８０３内に定義された拡散
領域１８０１Ａ～１８０１Ｄを含む。ＤＡＳの基板部内の各拡散領域の形は、ＤＡＳ内に
形成されるデバイスつまりトランジスタの知識に基づいて、また、活用されるべきより高
いレベルの線形導電体形状の間隔や配向性に関する知識に基づいて定義される。図４で既
に説明したように、拡散層のレイアウトは、ＤＡＳ１０例を含む任意のＤＡＳの基板レベ
ルに等しく適用可能であることは理解されるべきである。したがって、あるＤＡＳ内の拡
散領域のそれぞれは、任意の２次元の形を持つように定義できる。しかしながら、一実施
形態では、リソグラフィ解像度を向上させてより正確なデバイス抽出を可能とするように
、拡散領域は余分な湾曲部やコーナ部を含まないように定義される。
【００９６】
　各ＤＡＳは、周囲のＤＡＳ製造保証ハロ（ＤＡＳハロ）を有するように定義される。例
えば、図１８では、ＤＡＳ１０はＤＡＳハロ１８０５を持つとして示されている。ＤＡＳ
ハロは、チップのあるレベル内のあるＤＡＳを囲む領域として定義され、ＤＡＳハロ内の
形状の製造は、そのＤＡＳ内の形状の製造予測可能性に影響を与え得る。ＤＡＳハロは、
関連するＤＡＳ内の形状の製造予測可能性を維持しあるいは高めることを確実にするため
に、サイズが決められ管理される。ＤＡＳグリッド上にＤＡＳが配置されると、関連する
ＤＡＳハロの一部は、周囲のＤＡＳからの形状がないバッファー領域を表わしてもよい。
また逆に、ＤＡＳグリッド上にＤＡＳが配置されると、関連するＤＡＳハロの一部は周囲
のＤＡＳの一部を含むが、該周囲のＤＡＳの一部内にある形状の製造によって、ＤＡＳハ
ロが周囲に存在するＤＡＳ内の形状の製造は悪影響を受けない。したがって、周囲のＤＡ
Ｓそれぞれに対するＤＡＳハロの機能が、周囲のＤＡＳそれぞれにおける形状の製造予測
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可能性が維持されあるいは高められることを確実にすることが満たされる限り、ＤＡＳハ
ロまたはその一部は、周囲のＤＡＳハロとオーバーラップでき、あるいは周囲のＤＡＳ内
に侵入できる。ＤＡＳハロについては図２５～２７でより詳細に説明する。
【００９７】
　ゲート電極レベルはＤＡＳ１０例の基板レベル上に定義される。ゲート電極レベルは、
ゲート電極レベルに関連した仮想格子に従って定義された多くの線形導電体形状を含むよ
うに定義される。ゲート電極レベルを含む任意のＤＡＳレベル内の仮想格子は、線形導電
体形状をＤＡＳレベル内に配置するための平行線の仮想ネットワークとして定義される。
あるＤＡＳレベルの仮想格子を表す平行線の仮想ネットワークは、物理的実体としては存
在しないが、実質的に存在する。任意のＤＡＳレベルの仮想格子は、その上にＤＡＳが構
築される下位の基板の上面に対して実質的に平行な面内に定義される。また、一実施形態
では、あるＤＡＳレベルの仮想格子の平行線は、一定のピッチに従って配置される。ある
ＤＡＳレベルの仮想格子の定義に用いられる一定のピッチは、該ＤＡＳレベル内の線形導
電体形状の適切な配置を容易にするために必要な本質的に任意の数値に設定できる。
【００９８】
　一般的には、各ＤＡＳレベルにおいて、線形導電体形状は、ＤＡＳレベルに関連した仮
想格子のラインに沿って定義される。各線形導電体形状は、線形導電体形状の中心ライン
が仮想格子の特定のラインに実質的に集中するように、仮想格子の特定のラインに沿って
定義される。線形導電体形状の中心ラインの配列と仮想格子の特定のラインの配列間の偏
差が、それらの配列間の実際の配列によって達成可能な製造プロセスウィンドウを低減し
ないほど十分に小さい場合には、線形導電体形状は、仮想格子の特定のライン上に実質的
に集中すると考えられる。一実施形態では、前述の製造プロセスウィンドウは、線形導電
体形状の許容範囲の忠実度を生む焦点と露光を有するリソグラフ領域で定義される。一実
施形態では、線形導電体形状の忠実度は、線形導電体形状の特有の次元で定義される。ま
た、上記のとおり、ある線形導電体形状の図心は、該線形導電体形状の長さに沿うすべて
の点において、その断面図心を通る仮想ラインとして定義され、そこでは、その線形導電
体形状の長さに沿う任意の点における線形導電体形状の断面図心は、その点における垂直
断面領域の図心であることも理解されるべきである。
【００９９】
　あるＤＡＳレベル内に定義された線形導電体形状のそれぞれは、線形導電体形状の側壁
の形状に対応した関連側壁側面を有することは認識されるべきである。この点で、線形導
電体形状の側壁は、線形導電体形状の中心ラインに垂直な垂直断面カットとして見ると、
線形導電体形状の側面として定義される。ＤＡＳアーキテクチャは、長さに沿ったある線
形導電体形状の側壁側面の変動が製造の観点から予測可能であり、その線形導電体形状ま
たは隣接する線形導電体形状の製造に悪影響を与えない限り、側壁側面の変動を受け入れ
る。線形導電体形状の長さに沿った側壁変動は、線形導電体形状の長さに沿った幅変動に
対応することは認識されるべきである。したがって、ＤＡＳアーキテクチャは、長さに沿
ったある線形導電体形状の幅変動が製造の観点から予測可能であり、その線形導電体形状
または隣接する線形導電体形状の製造に悪影響を与えない限り、その幅変動も受け入れる
。
【０１００】
　前述に加えて、ダイナミックアレイ・アーキテクチャの各レベルにおけるそれぞれの線
形導電体形状あるいはその断片は、その長さに沿った実質な方向変化がないものとして定
義されることは理解されるべきである。したがって、線形導電体形状の実質的な方向変化
がないことは、線形導電体形状がそれに沿って定義される仮想格子のラインに関連すると
考えられる。一実施形態では、線形導電体形状の実質的な方向変化は、任意の点における
線形導電体形状の幅が、その全長に沿って線形導電体形状の名目上の幅の５０％を超えて
変化する場合に存在する。別の実施形態では、線形導電体形状の実質的な方向変化は、線
形導電体形状の任意の第１の場所における線形導電体形状の幅と任意の第２の場所におけ
るその幅とが、第１の場所における線形導電体形状の幅の５０％を超えて変化する場合に
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存在する。
【０１０１】
　ダイナミックアレイ・アーキテクチャでは、各ＤＡＳレベルは、任意の数の線形導電体
形状で占有される仮想格子の任意の数のラインを有するように定義できる。一例では、あ
るＤＡＳレベルは、その仮想格子のすべてのラインが少なくとも１つの線形導電体形状で
占有されるように定義されてもよい。別の例では、あるＤＡＳレベルは、その仮想格子の
一部のラインが少なくとも１つの線形導電体形状で占有され、その仮想格子の他のライン
は空、すなわち、いかなる数の線形導電体形状によっても占有されないように定義されて
もよい。更に、あるＤＡＳレベルでは、任意の数の連続的に隣接する仮想格子ラインを空
にしておくことができる。さらに、あるＤＡＳレベルでは、任意の数の連続的に隣接する
仮想格子ラインはそれぞれ、任意の数の線形導電体形状で占有することができる。また、
一部のＤＡＳレベル例では、仮想格子線上の線形導電体形状の存在に関して、占有仮想格
子ライン対空き仮想格子ラインは、ＤＡＳレベル全域におけるパターンあるいは繰り返し
パターンに従ってもよい。
【０１０２】
　さらに、あるＤＡＳレベル内の異なる線形導電体形状は、同じ幅を有するように、ある
いは違った幅を有するように設計できる。また、ある仮想格子の隣接するラインに沿って
定義された多くの線形導電体形状の幅は、その数の線形導電体形状が、その合計の幅に等
しい幅を有する単一の線形導電体形状を形成するように互いに接触するように設計されて
もよい。
【０１０３】
　図１９Ａは、本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０例のゲート電極レベルの仮想格
子を示す図である。ゲート電極レベルの仮想格子は、一定のピッチＰ１で配置された平行
線１９０１の枠組みによって定義される。ゲート電極レベルの仮想格子は、そのラインが
、上にＤＡＳ１０が構築される基板部１８０３上の第１の方向、すなわち、ｙ方向に延び
るように配向される。ゲート電極レベルの仮想格子の位置（第２の方向、すなわち、ｘ方
向における）および関連するピッチＰ１は、ゲート電極レベル内に定義された多くの線形
導電体形状がトランジスタデバイスのゲート電極部品として機能できるように、それに沿
って線形導電体形状が定義される仮想格子のラインが、下に存在する拡散領域１０８０１
Ａ～１８０１Ｄに対して適切に配置されることを確実にするように構築される。
【０１０４】
　図１９Ａの典型的な実施形態では、仮想格子のピッチＰ１は、隣接するコンタクトされ
たゲート電極形状間に使用される最小中心－中心間スペーシングに等しい。しかしながら
、他の実施形態では、ゲート電極レベルの仮想格子のピッチＰ１は、特定のＤＡＳに適切
と見なされる本質的に任意の数値に設定できることは理解されるべきである。例えば、図
１９Ａ１は、隣接するコンタクトされたゲート電極形状間の最小中心－中心間スペーシン
グの２分の１に等しいピッチＰ１Ａに設定されたゲート電極レベルの仮想格子を示してい
る。前記のとおり、隣接するコンタクトされたゲート電極形状間の最小中心－中心分離の
２分の１をゲート電極ハーフピッチと呼ぶ。
【０１０５】
　一実施形態では、ゲート電極レベルの仮想格子を定義するピッチは、仮想格子のライン
に沿って定義された線形導電体形状の製造中のリソグラフィック補強を最適化するように
設定される。別の実施形態では、ゲート電極レベルの仮想格子を定義するピッチは、仮想
格子のラインに沿って定義された線形導電体形状の密度を最適化するように設定される。
仮想格子のラインに沿って定義された線形導電体形状の密度の最適化は、製造中の形状－
形状リソグラフィック補強に対応しなくてもよいことが認識されるべきである。また、別
の実施形態では、ゲート電極レベルの仮想格子を定義するピッチは、回路性能、製造可能
性または信頼性の最適化に基づいて設定することができる。
【０１０６】
　図１９Ｂは、本発明の一実施形態において、図１９Ａのゲート電極レベルの仮想格子の
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各ライン１９０１に沿って定義されたノーカットの線形導電体形状１９０３を示す図であ
る。図１９Ｂの例は、線形導電体形状によって占められるゲート電極レベルの仮想格子の
各ラインを示しているが、ゲート電極レベルの仮想格子のすべてのライン、あるいは、さ
らに言えば、任意の仮想格子が線形導電体形状によって占められる必要はないことは理解
されるべきである。さらに、任意のＤＡＳレベルにおける仮想格子の各ラインは、それに
沿って１つまたは複数の線形導電体形状が定義できる潜在的な線形導電体形状のトラック
を表わしていることも認識されるべきである。ノーカットの線形導電体形状１９０３はそ
れぞれ、仮想格子のあるライン１９０１の最大形状占有を表している。しかしながら、ゲ
ート電極レベルにおける一部のノーカットの線形導電体形状１９０３は、トランジスタデ
バイスの製作を可能にするように区分化される必要があってもよい。図１９Ｃは、本発明
の一実施形態において、図１９Ｂの線形導電体形状１９０３の区分化を示す図である。
【０１０７】
　ダイナミックアレイ・アーキテクチャの各レベルにおけるそれぞれの線形導電体形状あ
るいはそのセグメントは、その長さに沿って実質的に一定の幅を持つように定義される。
例えば、図１９Ｂのゲート電極レベルに関して、各線形導電体形状１９０３あるいはその
セグメントは、その長さに沿って実質的に一定の幅Ｗ１を持つように定義される。ダイナ
ミックアレイ・アーキテクチャ内の各線形導電体形状の幅は、線形導電体形状が定義され
る仮想格子を定義する平行線の枠組みに対して、同一平面および垂直の関係で測定される
。相応して、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ内の各線形導電体形状の長さは、線形
導電体形状が定義される仮想格子のラインの方向に測定される。
【０１０８】
　図１９Ｂに示されるような一実施形態では、あるＤＡＳレベル内の線形導電体形状はそ
れぞれ、実質的に等しい幅を持つように定義される。しかしながら、別の実施形態では、
あるＤＡＳレベル内の仮想格子の様々なラインに沿って定義された線形導電体形状は，異
なる幅を持つように定義できる。例えば、図１９Ｂ１は、本発明の一実施形態において、
図１９Ａ１のゲート電極レベルの仮想格子の様々なライン１９０２に沿って定義された線
形導電体形状１９０４Ａ、１９０４Ｂおよび１９０４Ｃを示す図である。図１９Ｂ１は、
仮想格子に沿った線形導電体形状の定義に関して上記で言及したオプションのいくつかを
明示している。特に、図１９Ｂ１の領域１９０６は、多くの仮想格子ラインが空であるこ
とを明示している。また、図１９Ｂ１は、どのようにして、あるＤＡＳレベル内の線形導
電体形状が異なる幅、例えば、Ｗ１Ａ、Ｗ１ＢおよびＷ１Ｃを持つように定義されるかも
明示している。また、図１９Ｂ１の領域１９０８は、多くの隣接する線形導電体形状を組
み合わせて単一の線形導電体形状を形成するために、どのようにして多くの隣接する線形
導電体形状の幅が定義されるかも明示している。
【０１０９】
　図１９Ｃに示されるように、ゲート電極レベルの実際のレイアウトは、図１９Ｂの多く
のノーカットの線形導電体形状１９０３の区分化により達成される。任意のあるＤＡＳレ
ベルにおけるノーカットの線形導電体形状の区分化は、その長さに沿って多くのギャップ
を配置することで実行される。例えば、図１９Ｃのゲート電極レベルの例では、距離Ｇ１
の多くのギャップは、様々なノーカットの線形導電体形状１９０３に沿って配置される。
様々な実施形態では、共配列された線形導電体形状セグメントの隣接する端部を分離する
ために使用されるギャップのサイズは、あるＤＡＳレベル全域において、一定であっても
なくてもよい。一実施形態では、ダイナミックアレイ・アーキテクチャのあるレベルにお
けるノーカットの線形導電体形状の区分化に用いたそれぞれのギャップは、実質的に一定
であるように定義される。したがって、この実施形態では、実質的に一定のギャップは、
仮想格子の共通の線を占める隣接する線形導電体形状セグメントの近接端部間で維持され
る。また、この実施形態では、隣接する線形導電体形状セグメントの近接端部間の実質的
に一定のギャップは、複数の線形導電体形状セグメントによって占められる仮想格子のそ
れぞれのライン内で維持される。
【０１１０】
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　一実施形態では、ダイナミックアレイ・アーキテクチャのあるレベルにおける隣接する
線形導電体形状の近接端部間で維持されるギャップサイズは、そのレベルの仮想格子を定
義するラインの線形導電体形状全体の占有量を最大化するように、電気的性能の制約条件
内で最小化される。別の実施形態では、ダイナミックアレイ・アーキテクチャのあるレベ
ルにおいて、隣接する線形導電体形状の近接端部間で維持されるギャップサイズは、隣接
する線形導電体形状および周辺の線形導電体形状の製造可能性が正確に予測できることを
確実にするように定義される。別の実施形態では、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ
のあるレベルにおいて、隣接する線形導電体形状の近接端部間で維持されるギャップは、
そのレベルの仮想格子を定義する隣接するラインでの隣接するギャップがないように配置
される。また、別の実施形態では、あるＤＡＳレベルにおいて隣接する線形導電体形状の
近接端部間のギャップは、回路性能、製造可能性あるいは信頼性の目的のために定義され
る。
【０１１１】
　ダイナミックアレイ・アーキテクチャのあるレベルにおける線形導電体形状が区分化さ
れると、一部の線形導電体形状セグメントは、機能を持たない線形導電体形状を表わして
もよい。機能を持たない線形導電体形状は、回路機能性を必要としないが、周辺の線形導
電体形状の製造を支援するように製造された線形導電体形状として定義される。ある実施
形態では、機能を持たない線形導電体形状の一部は、半導体チップの製造可能性を予測性
を高めるように定義される。例えば、図１９Ｃは、ノーカットの導電体形状１９０３を区
分化してＤＡＳ１０のゲート電極レベルのレイアウトを形成後の、多くの機能を持たない
線形導電体形状１９０３Ｂおよび多くの機能的な線形導電体形状１９０３Ａを示す。
【０１１２】
　周辺の線形導電体形状セグメントの製造を高めるために、すべての機能を持たない線形
導電体形状セグメントを保持する必要がない場合、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ
は、そうしたすべてのセグメントの保持を厳密に要求しないことは理解されるべきである
。例えば、ダイナミックアレイ・アーキテクチャのあるレベル内では、隣接する機能的な
線形導電体形状の製造に積極的に影響を与えない、もしくは支援しない１つまたは複数の
機能を持たない線形導電体形状は、レイアウトから削除できる。例えば、図１９Ｄは、機
能を持たない線形導電体形状が削除された領域１９０５を有する図１９Ｃのゲート電極レ
ベルの区分化形状を示す図である。図１９Ｄの例において、削除された機能を持たない線
形導電体形状は、周辺の機能的な線形導電体形状の製造を支援する点に関しては不必要で
あると考えられた。
【０１１３】
　さらに、図１９Ｃに関して、ゲート電極レベルの線形導電体形状１９０３は、場所１９
１０によって識別されるように、ＤＡＳの境界内部の場所で終わるように定義されること
は注目されるべきである。ゲート電極レベルの線形導電体形状のそれぞれをＤＡＳの境界
内部で終わらせることによって、隣接する２つのＤＡＳ内の、同一ライン的に配列された
ゲート電極レベルの線形導電体形状間にギャップが存在することになる。この例では、隣
接する２つのＤＡＳ内の、同一ライン的に配列されたゲート電極レベルの線形導電体形状
間のギャップの２分の１が隣接する２つのＤＡＳのそれぞれに存在することになる。また
、明確には描かれていないが、図１９Ｃと図１９Ｄにおける区分化および機能的形状と機
能を持たない形状のコンセプトは、図１９Ａ１と図１９Ｂ１の典型的な実施形態にも同じ
く適用可能であることは理解されるべきである。
【０１１４】
　図７Ｂで既に議論したように、ダイナミックアレイ・アーキテクチャは、トランジスタ
デバイスのゲート電極として機能するように定義された線形導電体を、半導体チップの１
つまたは複数の層において定義された導電体形状に電気的に接続するように定義された多
くのゲート電極コンタクトを含む。多くのゲート電極コンタクトのそれぞれは、トランジ
スタデバイスのゲート電極として機能するように定義された線形導電体形状と垂直にオー
バーラップするように定義される。図７Ｂの典型的な実施形態に示されるように、ゲート
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電極コンタクト６０１は、矩形状であるように定義できる。別の実施形態では、ゲート電
極コンタクトは実質的に正方形であるように定義できる。
【０１１５】
　図２０Ａは、本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０例の第１の配線レベルの仮想格
子を示す図である。第１の配線レベルの仮想格子は、一定のピッチＰ２で配置された平行
線２００１の枠組みによって定義される。第１の配線レベルの仮想格子は、そのラインが
ＤＡＳ１０が構築される基板部１８０３上の方向（ｘ方向）に延び、ゲート電極レベルの
仮想格子に対して垂直な方向に延びるように配向される。第１の配線レベルの仮想格子の
ｙ方向の位置および関連するピッチＰ２は、関連するトランジスタデバイスを配線して機
能的な電子回路が形成できるように、線形導電体形状が定義される第１の配線レベルの仮
想格子のラインを下位にあるゲート電極の形状に対して適切に配置することを確実にする
ように構築される。
【０１１６】
　図２０Ａの典型的な実施形態では、仮想格子のピッチＰ２は、第１の配線レベルの隣接
するコンタクトされた線形導電体形状間で使用される最小の中心－中心間スペーシングに
等しい。しかしながら、他の実施形態では、第１の配線レベルの仮想格子のピッチＰ２は
、特定のＤＡＳに対して適切と思われる本質的に任意の値に設定できることは理解される
べきである。例えば、図２０Ａ１は、第１の配線レベルの隣接するコンタクトされた線形
導電体形状間の最小中心－中心間スペーシングの２分の１に等しいピッチＰ２Ａに設定さ
れた第１の配線レベルの仮想格子を示す。議論の目的のために、第１の配線レベルの隣接
するコンタクトされた線形導電体形状間の最小中心－中心間スペーシングの２分の１をメ
タル１ハーフピッチと呼ぶ。また、図２０Ａ１の例では、パワー・レール形状は、第１の
配線レベルの仮想格子とは別に定義されたパワー・レールの仮想ラインに沿って定義され
ることとは対照的に、第１の配線レベルの仮想格子に沿って定義された線形導電体形状に
よって取り替えられる。
【０１１７】
　一実施形態では、第１の配線レベルの仮想格子を定義するピッチは、仮想格子のライン
に沿って定義された線形導電体形状の製造中のリソグラフィック補強を最適化するように
設定される。別の実施形態では、第１の配線レベルの仮想格子を定義するピッチＰ２は、
仮想格子のラインに沿って定義された線形導電体形状の密度を最適化するように設定され
る。仮想格子のラインに沿って定義された線形導電体形状の密度の最適化は、製造中の形
状－形状リソグラフィック補強に対応していなくてもよいことは認識されるべきである。
また、別の実施形態では、第１の配線レベルの仮想格子を定義するピッチは、回路性能、
製造可能性あるいは信頼性の最適化に基づいて設定できる。
【０１１８】
　また、図２０Ａは、パワー・レール配置に対する仮想ライン２００３を示す。仮想ライ
ン２００３は、第１の配線レベルの仮想格子のライン２００１と同様な方法で定義される
。パワー・レール仮想ライン２００３のそれぞれは、その周辺の仮想格子ラインから、パ
ワー・レール・ピッチＰＰ１と呼ばれる距離だけ離れている。仮想格子ライン２００１の
場合のように、パワー・レール仮想ライン２００３は、その上に定義された線形導電体形
状を有するように定義される。パワー・レール・ピッチＰＰ１は、第１の配線レベルの仮
想格子のピッチＰ２とは独立に定義されることは理解されるべきである。
【０１１９】
　一実施形態では、パワー・レール・ピッチＰＰ１は、第１の配線レベルの仮想格子のピ
ッチＰ２と同じである。例えば、第１の配線レベルの仮想格子ピッチＰ２が第３の配線レ
ベルの仮想格子ピッチＰ５に等しい場合、パワー・レール・ピッチＰＰ１は、第１の配線
レベルの仮想格子ピッチＰ２に等しくてもよい。別の例では、第３の配線レベルの仮想格
子ピッチＰ５が第１の配線レベルの仮想格子ピッチＰ２より大きい場合、パワー・レール
・ピッチＰＰ１は、第１の配線レベルの仮想格子ピッチＰ２と異なり、第１の配線レベル
と第３の配線レベル間の仮想格子ラインカウントにおける差を補っており、これによって
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、第１の配線レベルの仮想格子と第３の配線レベルの仮想格子とがＤＡＳの境界で配列さ
れてもよい。
【０１２０】
　図２０Ｂは、本発明の一実施形態において、図２０Ａの第１の配線レベルの仮想格子の
各ライン２００１に沿って定義されたノーカットの線形導電体形状２００５を示す図であ
る。図２０Ｂの例が線形導電体形状によって占められた第１の配線レベルの仮想格子の各
ラインを示しているのに対して、第１の配線レベルの仮想格子のすべてのライン、あるい
は、さらに言えば、任意の仮想格子が線形導電体形状によって占められる必要はないこと
は理解されるべきである。各線形導電体形状２００５またはそのセグメントは、その長さ
に沿って実質的に一定の幅Ｗ３を持つように定義される。また、第１の配線レベルは、パ
ワー・レール仮想ライン２００３に沿って定義された線形導電体パワー・レール形状２０
０７も含む。線形導電体パワー・レール形状２００７のそれぞれは、その長さに沿って実
質的に一定の幅Ｗ２を持つように定義される。第１の配線レベル内で、ノーカットの線形
導電体形状２００５のそれぞれは、仮想格子のあるライン２００１の最大形状占有を表す
。しかしながら、第１の配線レベルにおける一部のノーカットの線形導電体形状２００５
は、機能的な電子回路を形成するために、トランジスタデバイスやその他の電子部品（例
えば抵抗器、ダイオード、コンデンサなど）の配線ができるように区分化される必要があ
ってもよい。
【０１２１】
　図１８～２４ＤのＤＡＳ１０例は、ＤＡＳハロ領域へ延びるあるレベルの線形導電体形
状を示しているが、ＤＡＳハロ領域内の線形導電体形状の存在は、ＤＡＳのＤＡＳグリッ
ド上への配置後のＤＡＳハロ領域のコンテンツを表す。様々な実施形態では、ＤＡＳハロ
領域の特定のコンテンツは、ＤＡＳのＤＡＳグリッド上の配置前あるいは配置後に定義さ
れてもよい。これについては、図２５Ａ～２６Ｄ－２でさらに議論する。
【０１２２】
　図２０Ｂなどの一実施形態では、あるＤＡＳレベル内の線形導電体形状のそれぞれは、
実質的に等しい幅を持つように定義される。しかしながら、前述のように、あるＤＡＳレ
ベル内の仮想格子の様々なラインに沿って定義された線形導電体形状は、異なる幅を持つ
ように定義できる。例えば、図２０Ｂ１は、本発明の一実施形態において、図２０Ａ１の
第１の配線レベルの仮想格子の様々なライン２００２に沿って定義された線形導電体形状
２００４Ａ、２００４Ｂおよび２００４Ｃを示す図である。図２０Ｂ１は、仮想格子に沿
った線形導電体形状の定義に関する前述のオプションのいくつかを明示している。特に、
図２０Ｂ１の領域２００６は、多くの仮想格子ラインが空であることを明示している。ま
た、図２０Ｂ１は、どのようにして、あるＤＡＳレベル内の線形導電体形状が異なる幅、
例えば、Ｗ３Ａ、Ｗ３ＢおよびＷ３Ｃを持つように定義されるかも明示している。また、
図２０Ｂ１の領域２００８は、多くの隣接する線形導電体形状を組み合わせて単一の線形
導電体形状を形成するために、どのようにして多くの隣接する線形導電体形状の幅が定義
されるかも明示している。
【０１２３】
　図２０Ｃは、本発明の一実施形態において、図２０Ｂの線形導電体形状２００５の区分
化を示す図である。図２０Ｃに示されるように、第１の配線レベルの実際のレイアウトは
、そこに定義された多くのノーカットの線形導電体形状を区分化することで達成される。
例えば、距離Ｇ２の多くのギャップは、様々なノーカットの線形導電体形状２００５に沿
って配置される。ある実施形態では、ダイナミックアレイ・アーキテクチャの第１の配線
レベルにおける、ノーカットの線形導電体形状の区分化に用いられる距離Ｇ２の各ギャッ
プは、実質的に一定であるように定義される。別の実施形態では、第１の配線レベルにお
けるノーカットの線形導電体形状の区分化に用いられるギャップは、製造可能性を確実に
するための必要性に応じてその寸法を変えられる。
【０１２４】
　図２０Ｃに関して、線形導電体形状２００５の区分化は、場所２０１２で示されるよう
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に、ＤＡＳ境界近くの場所での線形導電体形状２００５の一部分の除去も含むことは理解
されるべきである。一実施形態では、ＤＡＳ境界での線形導電体形状２００５の一部の除
去は、該ＤＡＳから隣接するＤＡＳへの該線形導電体形状２００５の連続性が必要でない
場合に行われる。別の実施形態では、ＤＡＳ境界での線形導電体形状２００５の一部の除
去は、該ＤＡＳ内で定義される回路の機能要件を満たすために行なわれる。さらに別の実
施形態では、ＤＡＳ境界での線形導電体形状２００５の一部の除去は、該ＤＡＳ内の１つ
または複数の形状の製造可能性を支援するために行なわれる。一実施形態では、ある線形
導電体形状２００５の一部は、場所２０１２で示されるように、線形導電体形状２００５
の一部をＤＡＳハロ領域に残しながらＤＡＳ境界で除去される。ＤＡＳ境界に近い場所で
除去された線形導電体形状２００５の一部の長さは、ＤＡＳの要件に応じて、あるいはＤ
ＡＳ－ＤＡＳ間のインターフェース要件に応じて変えられることは認識されるべきである
。しかしながら、ＤＡＳ境界での線形導電体形状２００５の一部分の除去は、ＤＡＳ内の
周辺の線形導電体形状２００５の製造可能性に悪影響を与えないように行わねばならない
ことも理解されるべきである。
【０１２５】
　図２１Ａは、本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０例の第２の配線レベルの仮想格
子を示す図である。第２の配線レベルの仮想格子は、一定のピッチＰ３で配置された平行
線２１０１の枠組みによって定義される。第２の配線レベルの仮想格子は、ＤＡＳ１０が
構築される基板部１８０３上の方向（ｙ方向）にそのラインが延び、第１の配線レベルの
仮想格子に対して垂直な方向に延びるように配向される。
【０１２６】
　ｘ方向における第２の配線レベルの仮想格子の位置および関連するピッチＰ３は、ゲー
ト電極レベルの仮想格子と第２の配線レベルの仮想格子との関係に基づいて構築される。
図２１Ｂは、本発明の一実施形態において、第２の配線レベルの導電体形状とゲート電極
レベルの導電体形状間での３：２ピッチ関係に基づいて定義された、ＤＡＳ１０例の第２
の配線レベルの仮想格子とゲート電極レベルの仮想格子間の間隔関係を示す図である。Ｄ
ＡＳ１０例の第２の配線レベルの仮想格子は、第２の配線レベルの仮想格子ライン２１０
１とゲート電極レベルの仮想格子ライン１９０１とのピッチ比が３：２となるように定義
される。この例において、第２の配線レベルの仮想格子のピッチＰ３は、第２の配線レベ
ルの仮想格子ライン２１０１の３ピッチがゲート電極レベルの仮想格子ライン１９０１の
２ピッチごとに与えられるように定義される。
【０１２７】
　ダイナミックアレイ・アーキテクチャの第２の配線レベルとゲート電極レベル間の３：
２仮想格子ピッチ比は、ある特定の実施形態の例として提供されることは認識されるべき
である。別の実施形態では、ダイナミックアレイ・アーキテクチャの第２の配線レベルと
ゲート電極レベル間で、異なる仮想格子ピッチ比を定義することができる。一般的には、
第２の配線レベルとゲート電極レベル間の仮想格子ピッチ比は、第２の配線レベルの導電
体形状とゲート電極レベルの導電体形状との連続する配列間の、第２の配線レベルの多く
の導電体形状のピッチを表す整数（ａ）とゲート電極レベルの多くの導電体形状のピッチ
を表す整数（ｂ）を用いて、整数比（ａ／ｂ）で表される。一実施形態では、仮想格子ピ
ッチ比（ａ／ｂ）を可能な限り１に近く設定するよう試みられている。この実施形態では
、第２の配線レベルの導電体形状とゲート電極レベルの導電体形状間の配列パターンは、
ＤＡＳ全域において最小間隔で繰り返されるであろう。しかしながら、特定の実施形態に
もかかわらず、ピッチと配列の観点での特定の間隔関係は、第２の配線レベルの仮想格子
とゲート電極レベルの仮想格子間に存在することは理解されるべき点である。
【０１２８】
　図２１Ｃは、本発明の一実施形態において、第２の配線レベルの仮想格子の各ライン２
１０１に沿って定義されたノーカットの線形導電体形状２１０３を示す図である。図２１
Ｃの例は、線形導電体形状によって占められた第２の配線レベルの仮想格子の各ラインを
示しているが、第２の配線レベルの仮想格子のすべてのライン、あるいは、さらに言えば
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、任意の仮想格子が線形導電体形状によって占められる必要はないことは理解されるべき
である。図２１Ｃの例では、各線形導電体形状２１０３あるいはそのセグメントは、その
長さに沿って実質的に一定の幅Ｗ４を持つように定義される。しかしながら、他の実施形
態においては、ＤＡＳの第２の配線レベルの全域で定義された様々な線形導電体形状は、
その長さに沿った幅が実質的に一定の、異なる幅を有するように定義できることは理解さ
れるべきである。また、第２の配線レベル内で、ノーカットの線形導電体形状２１０３の
それぞれは、仮想格子のあるライン２１０１の最大形状占有を表す。しかしながら、第２
の配線レベルにおける一部のノーカットの線形導電体形状２１０３は、機能的な電子回路
を形成するために、トランジスタデバイスやその他の電子部品（例えば抵抗器、ダイオー
ド、コンデンサなど）の配線ができるように区分化される必要があってもよい。
【０１２９】
　図２１Ｄは、本発明の一実施形態において、第２の配線レベル内の線形導電体形状２１
０３の区分化を示す図である。図２１Ｄに示されるように、第２の配線レベルの実際のレ
イアウトは、多くのノーカットの線形導電体形状２１０３の区分化によって達成される。
例えば、距離Ｇ３の多くのギャップは、様々なノーカットの線形導電体形状２１０３に沿
って配置される。一実施形態では、ダイナミックアレイ・アーキテクチャの第２の配線レ
ベルにおけるノーカットの線形導電体形状の区分化に用いられる距離Ｇ３のギャップはそ
れぞれ、実質的に一定であるように定義される。別の実施形態では、第２の配線レベルに
おけるノーカットの線形導電体形状の区分化に用いられるギャップは、製造可能性を確実
にするための必要性に応じてその寸法を変えられる。
【０１３０】
　図２２Ａは、本発明の一実施形態において、第２の配線レベルの導電体形状とゲート電
極レベルの導電体形状間で４：３のピッチ関係に基づいて定義された、ＤＡＳ１０例の第
２の配線レベルの仮想格子を示す図である。図２２Ａの例における第２の配線レベルの仮
想格子は、一定のピッチＰ４で配置された平行線２２０１の枠組みによって定義される。
図２２Ａの第２の配線レベルの仮想格子は、そのラインが第１の配線レベルの仮想格子に
対して垂直な方向に延びるように配向される。
【０１３１】
　第２の配線レベルの仮想格子のｘ方向の位置および関連するピッチＰ４は、第２の配線
レベルの導電体形状とゲート電極レベルの導電体形状間の４：３のピッチ関係に基づいて
構築される。図２２Ｂは、本発明の一実施形態において、第２の配線レベルの導電体形状
とゲート電極レベルの導電体形状間で４：３のピッチ関係に基づいて定義された、ダイナ
ミックアレイ・セクションの第２の配線レベル仮想格子とゲート電極レベルの仮想格子間
の間隔関係を示す図である。図２２Ｂに示されるように、第２の配線レベルの仮想格子の
ピッチＰ４は、第２の配線レベルの仮想格子ラインの４ピッチがゲート電極レベルの仮想
格子ラインの３ピッチごとに与えられるように、定義される。
【０１３２】
　図２２Ｃは、本発明の一実施形態において、第２の配線レベルの仮想格子の各ライン２
２０１に沿って定義されたノーカットの線形導電体形状２２０３を示す図である。各線形
導電体形状２２０３あるいはそのセグメントは、その長さに沿って実質的に一定の幅Ｗ５
を持つように定義される。第２の配線レベル内で、ノーカットの線形導電体形状２２０３
のそれぞれは、仮想格子のあるライン２２０１の最大形状占有を表す。しかしながら、第
２の配線レベルにおける一部のノーカットの線形導電体形状２２０３は、機能的な電子回
路を形成するために、トランジスタデバイスやその他の電子部品（例えば抵抗器、ダイオ
ード、コンデンサなど）の配線ができるように区分化される必要があってもよい。
【０１３３】
　図２２Ｄは、本発明の一実施形態において、第２の配線レベル内の図２２Ｃの線形導電
体形状２２０３の区分化を示す図である。図２２Ｄに示されるように、第２の配線レベル
の実際のレイアウトは、多くのノーカットの線形導電体形状２２０３の区分化により達成
される。例えば、距離Ｇ４の多くのギャップは、様々なノーカットの線形導電体形状２２
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０３に沿って配置される。一実施形態では、ダイナミックアレイ・アーキテクチャの第２
の配線レベルにおけるノーカットの線形導電体形状の区分化に用いられる距離Ｇ４の各ギ
ャップは、実質的に一定であると定義される。別の実施形態では、第２の配線レベルにお
けるノーカットの線形導電体形状の区分化に用いられるギャップは、製造可能性を確実に
するための必要性に応じてその寸法を変えられる。
【０１３４】
　図２３は、本発明の一実施形態において、識別された多くの典型的なビア位置２３０１
を有する図２２Ｄの第２の配線レベルを示す図である。各ＤＡＳ内で、仮想格子ラインが
互いに交差するそれぞれの場所はビアの潜在的な場所である。したがって、仮想ビアグリ
ッドは、それぞれがビアの潜在的な場所を表す、２つの異なるＤＡＳレベルの仮想格子ラ
インが互いに交差する様々な場所によって定義される。例えば、典型的なビア位置２３０
１は、第２の配線レベルの仮想格子ラインが第１の配線レベルの仮想格子ラインと交差す
る場所に定義される。下位にある導電体形状上へのビアの完全な配置を確実にするために
、下位にある導電体形状を実際のビア場所を超えて拡張することが必要とされてもよい。
下位の導電体形状の拡張距離、すなわち、末端オーバーラップによって、下位の導電体形
状に関連したライン末端短縮効果のために、下位の導電体形状上へのビアの完全な配置が
妨げられないことが確実となる。この点を示すために、典型的なビア位置２３０１のすぐ
下の第１の配線レベルの線形導電体形状間のギャップＧ２は、その上にビアが典型的なビ
ア位置２３０１に配置される各線形導電体形状の拡張、すなわち、末端オーバーラップを
許容するように配置される。
【０１３５】
　図２４Ａは、本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０例の第３の配線レベルの仮想格
子を示す図である。第３の配線レベルの仮想格子は、一定のピッチＰ５で配置された平行
線２４０１の枠組みによって定義される。第３の配線レベルの仮想格子は、ＤＡＳ１０が
構築される基板部１８０３上のｘ方向にそのラインが延び、第２の配線レベルの仮想格子
に対して垂直な方向に延びるように配向される。
【０１３６】
　第３の配線レベルの仮想格子のｙ方向の位置および関連するピッチＰ５は、第１の配線
レベルの仮想格子（図２０Ａ～２０Ｃ参照）と第３の配線レベルの仮想格子間の関係に基
づいて構築される。図２４Ｂは、本発明の一実施形態において、ＤＡＳ１０例の第３の配
線レベルの仮想格子と第１の配線レベルの仮想格子間の間隔関係を示す図である。一実施
形態では、ＤＡＳの第３の配線レベルの仮想格子と第１の配線レベルの仮想格子間の間隔
関係は、以下の式１で定義される。
【０１３７】
【数１】

式中、Ｐ５は第３の配線レベルの仮想格子のピッチを、Ｐ２は第１の配線レベルの仮想格
子のピッチを、ＰＰ１は第１の配線レベルに用いられるパワー・レール・ピッチを、ａは
第３の配線レベルの仮想格子内に定義される平行線の数を、ｂは第１の配線レベルのパワ
ー・レール仮想ラインの数を含まない第１の配線レベルの仮想格子内に定義される平行線
の数である。ＤＡＳ１０例において、ａは１０、ｂは９である。したがって、ＤＡＳ１０
の例では、Ｐ５は以下の式によるＰＰ１とＰ２の関数として定義される。
【０１３８】
Ｐ５（１／９）＝［（２＊ＰＰ１）＋（８＊Ｐ２）］
　式１は、あるＤＡＳ実施形態における第３の配線レベルの仮想格子と第１の配線レベル
の仮想格子間の関係を定義しているが、その他のＤＡＳ実施形態では、第３の配線レベル
の仮想格子と第１の配線レベルの仮想格子間で異なる関係を用いてもよいことは認識され
るべきである。特定の実施形態にかかわらず、ピッチと配列の観点からの特定の間隔関係
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は、第３の配線レベルの仮想格子と第１の配線レベルの仮想格子間に存在することは理解
されるべき点である。
【０１３９】
　図２４Ｃは、本発明の一実施形態において、第３の配線レベルの仮想格子の各ライン２
４０１に沿って定義されたノーカットの線形導電体形状２４０３を示す図である。図２４
Ｃの例は、線形導電体形状によって占められた第３の配線レベルの仮想格子の各ラインを
示しているが、第３の配線レベルの仮想格子のすべてのライン、あるいは、さらに言えば
、任意の仮想格子が線形導電体形状によって占められる必要はないことは理解されるべき
である。各線形導電体形状２４０３あるいはそのセグメントは、その長さに沿って実質的
に一定の幅Ｗ６を持つように定義される。しかしながら、その他の実施形態では、ＤＡＳ
の第３の配線レベル全域で定義された様々な線形導電体形状は、その長さに沿った幅が実
質的に一定の、異なる幅を有するように定義できることは理解されるべきである。また、
第３の配線レベル内で、ノーカットの線形導電体形状２４０３のそれぞれは、仮想格子の
あるライン２４０１の最大形状占有を表す。しかしながら、第３の配線レベルにおける一
部のノーカットの線形導電体形状２４０３は、機能的な電子回路を形成するために、トラ
ンジスタデバイスやその他の電子部品（例えば抵抗器、ダイオード、コンデンサなど）の
配線ができるように区分化される必要があってもよい。
【０１４０】
　図２４Ｄは、本発明の一実施形態において、第３の配線レベル内の線形導電体形状２４
０３の区分化を示す図である。図２４Ｄに示されるように、第３の配線レベルの実際のレ
イアウトは、多くのノーカットの線形導電体形状２４０３の区分化により達成される。例
えば、距離Ｇ５の多くのギャップは、様々なノーカットの線形導電体形状２４０３に沿っ
て配置される。一実施形態では、ダイナミックアレイ・アーキテクチャの第３の配線レベ
ルにおけるノーカットの線形導電体形状の区分化に用いられる距離Ｇ５の各ギャップは、
実質的に一定であると定義される。別の実施形態では、第３の配線レベルにおけるノーカ
ットの線形導電体形状の区分化に用いられるギャップは、製造可能性を確実にするための
必要性に応じてその寸法を変えられる。
【０１４１】
　図２１Ｄ、２２Ｄおよび２４Ｄに関して、線形導電体形状２１０３、２２０３および２
４０３の区分化は、ＤＡＳ境界近くの場所での線形導電体形状の一部の除去も含むことが
できることは理解されるべきである。一実施形態では、ＤＡＳ境界での線形導電体形状２
１０３、２２０３、２４０３の一部の除去は、該ＤＡＳから周辺のＤＡＳへの線形導電体
形状の連続性が必要でない場合に行われる。ＤＡＳ境界近くの場所で除去された線形導電
体形状２１０３、２２０３、２４０３の一部の長さは、ＤＡＳ－ＤＡＳ間のインターフェ
ース要件に応じて変えられることは認識されるべきである。しかしながら、ＤＡＳ境界で
の線形導電体形状２１０３、２２０３および２４０３の一部の除去は、ＤＡＳ内の周辺の
線形導電体形状の製造可能性に悪影響を与えないように行われるべきであることも理解さ
れるべきである。
【０１４２】
　図１８で既に説明したように、各ＤＡＳは関連する製造保証ハロ（ＤＡＳハロ）を有す
る。各ＤＡＳハロは、関連するＤＡＳ内の機能的形状が周辺のＤＡＳによる製造への悪影
響を受けないように、また、周辺の各ＤＡＳの製造に与える影響に関して、関連するＤＡ
Ｓの特性が適切に考慮されるように、関連するＤＡＳのＤＡＳグリッド（図１７参照）上
への配置を容易にするように定義される。言い換えれば、ＤＡＳハロは、チップ領域利用
の最適化を可能にしながら、あるＤＡＳの別のＤＡＳへの近接配置を調整して、それぞれ
のＤＡＳの製造可能性を確実することができる機構を定義する。
【０１４３】
　あるＤＡＳのＤＡＳハロは、多くの適合性指定を含むように区分化できる。例えば、Ｄ
ＡＳの各レベルにおけるダイナミックアレイ・アーキテクチャの線形特性が与えられると
、一実施形態では、あるＤＡＳの境界がＤＡＳグリッドの第１の方向に平行であるか、あ
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るいはＤＡＳグリッドの第２の方向（第２の方向は第１の方向に対して垂直である）に平
行であるかに応じて、異なる適合性指定が該ＤＡＳの境界に関するＤＡＳハロのセグメン
トに適用されることが期待できる。さらに、一実施形態では、ＤＡＳグリッドの第１の方
向のＤＡＳ境界に沿って定義されたＤＡＳハロ・セグメントはそれぞれ、共通の適合性指
定を有してもよい。同様に、ＤＡＳグリッドの第２の方向のＤＡＳ境界に沿って定義され
たＤＡＳハロ・セグメントはそれぞれ、共通の適合性指定を有してもよい。
【０１４４】
　図２５Ａは、本発明の一実施形態において、それぞれの境界適合性指定（ｃ１～ｃ５）
を有する多くの典型的なＤＡＳ（ＤＡＳ１～ＤＡＳ１１）を示す図である。図２５Ａに関
して、各ＤＡＳ（ＤＡＳ１～ＤＡＳ１１）の周囲の点線はＤＡＳのＤＡＳハロを表す。各
ＤＡＳハロの境界適合性指定は、ラベルｃ１、ｃ２、ｃ３、ｃ４あるいはｃ５で識別され
る。一実施形態では、ＤＡＳの各境界セグメントは境界適合性指定を与えられる。したが
って、ＤＡＳ境界適合性指定を手段として、各ＤＡＳのそれぞれの境界の配置は、それに
近接する各ＤＡＳのそれぞれの境界に関連すると考えられる。
【０１４５】
　一実施形態では、多くのＤＡＳはＤＡＳライブラリを形成するように定義されてもよい
。共通のＤＡＳ境界適合性指定をあるＤＡＳライブラリにおけるＤＡＳそれぞれに適用で
きるように、該ライブラリのＤＡＳそれぞれが同様な特性を有するように定義されている
、様々な電子論理ゲート、デバイス、回路あるいは構成要素を形成する多くのＤＡＳを含
むように、ＤＡＳライブラリは定義されてもよい。また、この実施形態では、共通のＤＡ
Ｓ境界適合性指定を、共通の方向に延びるＤＡＳライブラリにおける各ＤＡＳのそれぞれ
の境界に適用することもできる。さらに、第１の方向に延びる各ＤＡＳのそれぞれの境界
が第１のＤＡＳ境界適合性指定を割り当てられ、第２の方向に延びる各ＤＡＳのそれぞれ
の境界が第２のＤＡＳ境界適合性指定を割り当てられるように、異なるＤＡＳ境界適合性
指定をＤＡＳライブラリに適用することもできる。
【０１４６】
　図２５Ｂは、本発明の一実施形態において、それぞれのＤＡＳ境界適合性指定に従って
、ＤＡＳグリッド上の図２５ＡのＤＡＳの典型的なアセンブリを示す図である。ＤＡＳク
ラスタは、ＤＡＳグリッド上のＤＡＳのアセンブリとして定義され、ＤＡＳアセンブリに
おける各ＤＡＳは、ＤＡＳ境界の少なくとも一部を該ＤＡＳアセンブリの別のＤＡＳと共
有する。図２５Ｂの以下の説明において、第１のＤＡＳクラスタは、ＤＡＳ１、ＤＡＳ３
、ＤＡＳ４、ＤＡＳ７、ＤＡＳ８、ＤＡＳ９およびＤＡＳ１０で定義される。また、図２
５Ｂに関して、第２のＤＡＳクラスタは、ＤＡＳ３、ＤＡＳ５、ＤＡＳ６およびＤＡＳ１
１で定義される。一実施形態では、別個のＤＡＳの特定の境界に対する同様なＤＡＳ境界
適合性指定は、同様なＤＡＳ境界適合性指定を有するそれらの該特定の境界が同一ライン
に配列できるように、該別個のＤＡＳをＤＡＳグリッド上に配置できることを示している
。例えば、ＤＡＳ１およびＤＡＳ２はそれぞれ、ＤＡＳ境界適合性指定がｃ２の隣接する
境界を有する。したがって、ＤＡＳ１とＤＡＳ２は、ＤＡＳ境界適合性指定がｃ２のそれ
らの隣接する境界が同一ラインに配列されるように、互いにＤＡＳグリッド上に配置され
る。このように、他のＤＡＳ境界は、ＤＡＳ１とＤＡＳ４、ＤＡＳ１とＤＡＳ７、ＤＡＳ
４とＤＡＳ８、ＤＡＳ７とＤＡＳ８、ＤＡＳ７とＤＡＳ９、ＤＡＳ８とＤＡＳ９、ＤＡＳ
９とＤＡＳ１０、ＤＡＳ３とＤＡＳ５、ＤＡＳ５とＤＡＳ６およびＤＡＳ６とＤＡＳ１１
で例示されるように、ＤＡＳグリッド上で同一ラインに配列できる。
【０１４７】
　一実施形態では、特定の境界に対して異なるＤＡＳ境界適合性指定を有する個々のＤＡ
Ｓは、該個々のＤＡＳの製造が互いに悪影響を与えないことを確実にするために、グリッ
ド上で離れて配置されるべきであることを示している。一実施形態では、異なるＤＡＳ境
界適合性指定を有する個々のＤＡＳの隣接する境界は離れて配置し、それらの隣接する境
界に関連するＤＡＳハロ部分がオーバーラップしないようにする。例えば、ＤＡＳ２とＤ
ＡＳ３はそれぞれ、ＤＡＳ境界適合性指定がｃ２とｃ３の隣接する境界を有している。し
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たがって、ＤＡＳ２とＤＡＳ３は、それらの隣接する境界に関連するＤＡＳハロ部分がオ
ーバーラップしないように互いにＤＡＳグリッド上に配置される。このように、不適合な
ＤＡＳ境界指定を有する他のＤＡＳ境界は、ＤＡＳ４１とＤＡＳ５、ＤＡＳ８とＤＡＳ５
、ＤＡＳ１０とＤＡＳ１１、ＤＡＳ３とＤＡＳ６およびＤＡＳ５とＤＡＳ１１で例示され
るように、互いに離間して配置される。
【０１４８】
　同様なＤＡＳ境界適合性指定を有する個々のＤＡＳの境界は、ＤＡＳグリッド上の同一
ラインに配列できるが、こうした同一ライン上の配置は厳密には必要でないことは理解さ
れるべきである。例えば、近接する境界に関して同様なＤＡＳ境界適合性指定を有するＤ
ＡＳは、近接する境界間に意図的に分離を与えるように、ＤＡＳグリッド上に配置されて
もよい。図２５Ｃは、本発明の一実施形態において、意図的に定義された空領域２５０１
を有する、それぞれのＤＡＳ境界適合性指定に従った、ＤＡＳグリッド上の図２５ＡのＤ
ＡＳの典型的なアセンブリを示す図である。具体的に、図２５Ｃの例では、ＤＡＳ８の上
部境界およびＤＡＳ４の下部境界のＤＡＳ境界適合性指定は、ＤＡＳグリッド上でのそれ
らの同一ライン上の配置を可能にするが、ＤＡＳ８は、ＤＳＡ４から離間するようにＤＡ
Ｓグリッド上に配置され、これによって空の領域２５０１を形成している。通常、チップ
領域は貴重であるため、意図的にそのような空領域２５０１を形成することは通常発生し
なくてもよい。しかしながら、ダイナミックアレイ・アーキテクチャは十分に柔軟であり
、必要であれば、そうした空の領域５０１を意図的に形成することができることは認識さ
れるべきである。
【０１４９】
　図２６Ａ－１は、本発明の一実施形態において、典型的なＤＡＳ２６００のあるレベル
を示す図である。典型的なＤＡＳ２６００は、関連するＤＡＳ境界２６０１および関連す
るＤＡＳハロ境界２６０３を有しており、これによって、ＤＡＳ境界２６０１の外側にＤ
ＡＳハロ領域２６０５を形成する。多くの線形導電体形状２６０７は、ＤＡＳ２６００の
レベル内に見られる。ある実施形態では、ＤＡＳのあるレベルのＤＡＳハロ領域、例えば
ＤＡＳハロ領域２６０５の初期コンテンツは、該ＤＡＳのＤＡＳグリッド上への配置に先
立って、ＤＡＳの該レベルと共に事前定義される。図２６Ａ－２は、多くの補強形状２６
０９を含むように事前定義されたＤＡＳハロ領域２６０５を有する典型的なＤＡＳ２６０
０を示す図である。補強形状２６０９は例示の目的で示されており、ＤＡＳハロ領域内に
定義される補強形状の長さ、配置、数あるいは区分化に関して特定の要件を伝えるように
は意図されていないことは理解されるべきである。
【０１５０】
　図２６Ｂ－１は、本発明の一実施形態において、別の典型的なＤＡＳ２６０２のレベル
を示す図である。典型的なＤＡＳ２６０２は、関連するＤＡＳ境界２６１１および関連す
るＤＡＳハロ境界２６１７を有しており、これによって、ＤＡＳ境界２６１１の外側にＤ
ＡＳハロ領域２６１５を形成している。多くの線形導電体形状２６１３がＤＡＳ２６０２
のレベル内に示される。図２６Ｂ－２は、多くの補強形状２６１９を含むように事前定義
されたＤＡＳハロ領域２６１５を有する典型的なＤＡＳ２６０２を示す図である。補強形
状２６１９は例示の目的で示されており、ＤＡＳハロ領域内に定義される補強形状の長さ
、配置、数あるいは区分化に関して特定の要件を伝えるようには意図されていないことは
理解されるべきである。
【０１５１】
　一実施形態では、多くのＤＡＳは、それぞれのＤＡＳハロ領域コンテンツと共にＤＡＳ
グリッド上に配置されて、ＤＡＳクラスタを形成する。この実施形態では、各ＤＡＳのあ
るレベルのＤＡＳハロ領域の事前定義されたコンテンツは、ＤＡＳがＤＡＳグリッド上に
配置されると変更される可能性がある。より具体的には、あるＤＡＳがＤＡＳグリッド上
に配置されると、該ＤＡＳに関連したＤＡＳハロ領域の一部は、周辺のＤＡＳによってＤ
ＡＳハロ領域の一部の場所が占有されることによって削除することができる。さらに、こ
の実施形態では、ＤＡＳハロ領域の一部の事前定義されたコンテンツは、ＤＡＳがＤＡＳ
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グリッド上に配置されると、該ＤＡＳハロ領域がそれ自体で見出すコンテクストに応じて
変更される可能性がある。
【０１５２】
　図２６Ｃ－１は，本発明の一実施形態において、図２６Ａ－２のＤＡＳ２６００と図２
６Ｂ－２のＤＡＳ２６０２のＤＡＳグリッド上への典型的な配置を示す図である。図２６
Ｃ－１の実施形態では、ＤＡＳハロ領域２６０５の事前定義されたコンテンツは、ＤＡＳ
２６００と共にＤＡＳグリッド上に配置される。また、図２６Ｃ－１の実施形態では、Ｄ
ＡＳハロ領域２６１５の事前定義されたコンテンツは、ＤＡＳ２６０２と共にＤＡＳグリ
ッド上に配置される。ＤＡＳ２６００とＤＡＳ２６０２のそれぞれは、ＤＡＳ２６００の
下部境界とＤＡＳ２６０２の上部境界とが同一ライン上に配列され、ＤＡＳ２６００の下
部境界とＤＡＳ２６０２の上部境界は、ＤＡＳ２６００とＤＡＳ２６０２の図示された配
向に対して参照されるように、ＤＡＳグリッド上に配置される。したがって、ＤＡＳ２６
００の下部境界とＤＡＳ２６０２の上部境界は、共通のＤＡＳ境界適合性指定を共有する
。
【０１５３】
　ＤＡＳ２６００のＤＡＳハロ領域２６０５の中央下方部はＤＡＳ２６０２によって占め
られるので、ＤＡＳ２６００のＤＡＳハロ領域２６０５の中央下方部は削除される。同様
に、ＤＡＳ２６０２のＤＡＳハロ領域２６１５の中央上方部はＤＡＳ２６００によって占
められるので、ＤＡＳ２６０２のＤＡＳハロ領域２６１５の中央上方部は削除される。ま
た、図２６Ｃ－１に示されるように、ＤＡＳ２６００およびＤＡＳ２６０２がＤＡＳグリ
ッド上に配置されると、ＤＡＳハロ・オーバーラップ領域２６２１ができる。具体的には
、オーバーラップ領域２６２１において、ＤＡＳ２６００のＤＡＳハロ領域２６０５の外
部下方部とＤＡＳ２６０２のＤＡＳハロ領域２６１５の外部上方部は、互いにオーバーラ
ップする。
【０１５４】
　一実施形態では、複数のＤＡＳのＤＡＳグリッド上への配置は、ＤＡＳハロ・オーバー
ラップ領域内のＤＡＳハロ領域部の事前定義されたコンテンツが、複数のＤＡＳの任意の
ものにおける形状の製造可能性に悪影響を与えないように、適合性を有するようにコント
ロールされる。例えば、図２６Ｃ－１で、ＤＡＳハロ・オーバーラップ領域２６２１内の
ＤＡＳハロ領域２６０５およびＤＡＳハロ領域２６１５のコンテンツは実際に、ＤＡＳハ
ロ領域２６０５と２６１５の初期の事前定義されたコンテンツを維持するように配列する
。しかしながら、ＤＡＳハロ・オーバーラップ領域の生成コンテンツが、周辺のＤＡＳ内
の形状の製造可能性に悪影響を与えない限り、同領域の生成コンテンツが、オーバーラッ
プに関わるそれぞれのＤＡＳハロ領域の初期の事前定義されたコンテンツを維持すること
は厳密には必要ではないことは理解されるべきである。
【０１５５】
　別の実施形態では、多くのＤＡＳは、ＤＡＳハロ領域コンテンツのないＤＡＳグリッド
上に配置されてＤＡＳクラスタを形成する。この実施形態では、様々なＤＡＳは、関連す
るＤＡＳハロコンテンツを考慮せずに、そのＤＡＳ境界適合性指定に従って配置される。
例えば、図２６Ｃ－２は、本発明の一実施形態において、それぞれのＤＡＳハロを考慮せ
ずに、ＤＡＳ２６００とＤＡＳ２６０２のＤＡＳグリッド上への典型的な配置を示す図で
ある。図２６Ｃ－２の実施形態では、ＤＡＳ２６００の下部境界とＤＡＳ２６０２の上部
境界が、それらの共通のＤＡＳ境界適合性指定に応じて、同一ラインに配列されるように
、ＤＡＳ２６００とＤＡＳ２６０２はそれぞれＤＡＳグリッド上に配置される。　ＤＡＳ
２６００とＤＡＳ２６０２のアセンブリはＤＡＳクラスタを表す。
【０１５６】
　ＤＡＳ境界適合性指定に従って様々なＤＡＳを配置してＤＡＳクラスタを形成後、ＤＡ
Ｓハロ境界を該ＤＡＳクラスタの周辺に配置できる。例えば、図２６Ｃ－３は、ＤＡＳハ
ロ領域２６２３を形成するために、ＤＡＳクラスタの周辺に定義されたＤＡＳハロ境界２
６２５を有する、図２６Ｃ－２のＤＡＳクラスタを示す図である。その後、ＤＡＳクラス



(44) JP 2016-225648 A 2016.12.28

10

20

30

40

50

タを補うＤＡＳにおける様々な形状の製造可能性の補強／支援の必要性に応じて、ＤＡＳ
ハロ領域２６２３のコンテンツを定義できる。例えば、図２６Ｃ－４は、ＤＡＳハロ領域
２６２３の定義されたコンテンツを示す図である。多くの補強形状２６２７は、ＤＡＳハ
ロ領域２６２３内に示される。補強形状２６２７は例示の目的で示されており、ＤＡＳハ
ロ領域内に定義される補強形状の長さ、配置、数あるいは区分化に関して特別の要求を伝
えるようには意図されないことは理解されるべきである。別の実施形態では、ＤＡＳクラ
スタの周辺に定義されたＤＡＳハロ領域のすべてまたは一部は、ＤＡＳクラスタのＤＡＳ
内の形状の良好な製造可能性にとって適切であれば、空にしておくことができる。例えば
、この実施形態では、ＤＡＳハロ領域２６２３のすべてあるいは一部は空、すなわち、補
強形状なしであってもよい。
【０１５７】
　一旦ＤＡＳがＤＡＳグリッドに配置されれば、あるＤＡＳから別のＤＡＳに線形導電体
形状を機能的に配線することが必要とされてもよい。一実施形態では、多くのＤＡＳ配線
セグメントは、場所とルートのプロセスの間に定義され、各ＤＡＳ配線セグメントは、第
１のＤＡＳのあるレベルにおける線形導電体形状を、第１のＤＡＳに隣接する第２のＤＡ
Ｓのあるレベルにおける同一ライン上の線形導電体形状と接続するように定義される。例
えば、図２６Ｃ－５は、図２６Ｃ－４で定義された多くのＤＡＳ配線セグメント２６２９
を有する同図のＤＡＳクラスタの特定のレベルを示す図である。ＤＡＳ配線セグメント２
６２９は例示の目的で示されており、ＤＡＳ間に定義されるＤＡＳ配線セグメントの長さ
、配置あるいは数に関して特定の要件を伝えるようには意図されていないことは理解され
るべきである。
【０１５８】
　図２６Ｄ－１は、本発明の一実施形態において、半導体チップのダイナミックアレイ・
アーキテクチャ領域の定義方法のフローチャートを示す図である。この方法は、対応する
ＤＡＳハロを有する多くのＤＡＳをＤＡＳグリッドに配置してＤＡＳクラスタを形成する
操作２６３１を含む。ＤＡＳグリッドに多くのＤＡＳを配置する際、別のＤＡＳの内部領
域に重なるＤＡＳハロ部分はそれぞれ除外される。したがって、ＤＡＳグリッド上の場所
はそれぞれ、ＤＡＳの内部領域あるいはＤＡＳハロ領域のいずれかによって占められ得る
が、その両方ではない。この概念は、図２６Ｃ－１で既に説明している。対応するＤＡＳ
ハロを有するＤＡＳをＤＡＳグリッド上に配置すると、チップのあるレベルにおけるＤＡ
Ｓハロの残りの部分とそれぞれのコンテンツを用いて、チップの該レベルにおけるＤＡＳ
クラスタのためのＤＡＳハロを形成する。
【０１５９】
　また、この方法は、ＤＡＳクラスタの各レベル内の必要なＤＡＳ－ＤＡＳ間の機能的な
配線を定義する操作２６３３も含む。ＤＡＳ－ＤＡＳの機能的な配線は、図２６Ｃ－５に
関して既に説明したように、ＤＡＳ配線に対応する。一実施形態では、必要なＤＡＳ配線
を定義する操作２６３３は、場所とルートプロセスの間に行なわれる。しかしながら、他
の実施形態では、操作２６３３は場所とルートプロセス外で行なうことができる。
【０１６０】
　図２６Ｄ－２は、本発明の一実施形態において、半導体チップのダイナミックアレイ・
アーキテクチャ領域の定義方法のフローチャートを示す図である。この方法は、多くのＤ
ＡＳをＤＡＳグリッド上に配置して、該多くのＤＡＳに関連した様々なＤＡＳハロを考慮
せずにＤＡＳクラスタを形成する操作２６４１を含む。また、この方法は、ＤＡＳクラス
タ周囲外にＤＡＳハロ領域を形成するように、ＤＡＳクラスタの周囲のＤＡＳハロ境界の
定義操作２６４３も含む。その後、操作２６４５を行って、ＤＡＳクラスタを形成するよ
りＤＡＳ内の形状の製造可能性を確実にするために、ＤＡＳハロ領域のコンテンツを定義
する。様々な実施形態では、ＤＡＳクラスタのＤＡＳの内の形状の製造を補強するために
、ＤＡＳハロ領域のコンテンツは、配向、サイズおよび間隔に関して定義された多くの補
強形状を含むことができる。また、一部の実施形態では、ＤＡＳハロ領域の１つまたは複
数の部分は空にしておく、つまり、補強形状なしとすることができる。
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【０１６１】
　この方法はさらに、ＤＡＳクラスタを形成する各ＤＡＳの各レベル内に、必要となるＤ
ＡＳ－ＤＡＳの機能的な配線を定義する操作２６４７を含む。図２６Ｃ－５に関して既に
説明したように、ＤＡＳ－ＤＡＳの機能的な配線はＤＡＳ配線に対応する。一実施形態で
は、必要なＤＡＳ配線の定義操作２６４７は場所とルートプロセスの間に行なわれる。し
かしながら、その他の実施形態では、操作２６４７は場所とルートプロセス外に行なうこ
とができる。
【０１６２】
　ＤＡＳは、１つまたは複数の論理セル部分、１つまたは複数の完全な論理セル、あるい
は完な論理セルと部分的な論理セルの組み合わせを形成するように定義することができる
ことは理解されるべきである。一実施形態では、論理セル境界は複数のゲート電極形状を
含む。より具体的には、この実施形態では、ゲート電極形状に平行な論理セルの境界はゲ
ート電極ハーフピッチに位置する。したがって、この実施形態では、論理セルの境界は、
論理セル境界がゲート電極ハーフピッチに位置するように、ゲート電極レベルの仮想格子
に基づいて定義される。各論理セルは、基板面に対して垂直な方向から見て、セル高さと
セル幅を持つように定義される。一実施形態では、第１の配線レベルと第３の配線レベル
における導電体形状間隔の関係は、第１の配線レベルと第３の配線レベルの導電体形状が
高さ定義の論理セル境界に配列するように、論理セル高さが選択できる。
【０１６３】
　論理セルのあるレベル、つまり論理セルを含むＤＡＳのあるレベルにおける導電体形状
は、論理セルの始点に対してインデックス付けされる。議論の目的のために、あるレベル
における論理セルの始点が、基板面に対して垂直な方向から見て、論理セルの左下コーナ
に位置すると考えられる。論理セル幅は可変であるため、幅方向の論理セル境界は必ずし
も、あるＤＡＳレベル内の（ゲート電極レベル上の）導電体形状ピッチあるいはハーフピ
ッチに位置しなくてもよい。したがって、該ＤＡＳレベルの仮想格子に対する論理セルの
始点に応じて、該ＤＡＳレベルにおける導電体形状は、該ＤＡＳレベルの仮想格子と一致
するために、論理セル始点に対してシフトする必要があってもよい。論理セルの始点に対
する論理セルのあるレベルにおける導電体形状のシフトはフェイジングと呼ばれる。従っ
て、フェイジングによって、論理セルの始点の場所に応じて、論理セルのあるレベルにお
ける導電体形状を該レベルにおけるＤＡＳの仮想格子に配列させることができる。例えば
、ゲート電極の仮想格子が論理セル境界を横切って延びる場合、フェイジングによって、
ある論理セルにおける第２の配線レベルの導電体形状の、第２の配線レベルの仮想格子と
の配列を維持させる必要があってもよい。
【０１６４】
　図３３は、本発明の一実施形態において、ＤＡＳ内に定義された、隣接して配置された
論理セルの第２の配線レベルにおける異なるフェイジングの一例を示す図である。図３３
は、ＤＡＳにおいて互いに隣接して配置された３つの典型的なセル（セル１、フェイズＡ
；セル１、フェイズＢ；セル１、フェイズＣ）を示す。したがって、３つのセルのそれぞ
れは、該ＤＡＳの各レベルにおける仮想格子を共有する。フェイジング概念の説明を容易
にするために、各レベルの第２の配線レベルの導電体形状３３０３は、各セルのゲート電
極レベルの導電体形状３３０１上に重ね合わせて示される。幅方向のセル境界はゲート電
極ハーフピッチに位置している。また、第２の配線レベルの導電体形状とゲート電極レベ
ルの導電体形状との間隔は、第２の配線レベルの導電体形状の４ピッチがゲート電極レベ
ルの導電体形状の３ピッチごとに与えられるように、４：３ピッチ比に基づいて定義され
る。各セルの始点は、セルの下部左コーナに存在するように示される。
【０１６５】
　第２の配線レベルに対するセル１の各フェイジングは、セルの始点に対して第２の配線
レベルの導電体形状のインデックス付けにより定義される。図３３の例で示されるように
、始点に対する第２の配線レベルの導電体形状のインデックス、つまり間隔は、フェイズ
Ａ、ＢおよびＣのそれぞれに対して連続的に縮小される。各論理セルの各レベルが適切な
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フェイズを有するように定義することにより、ある共通のＤＡＳにおいて論理セルを互い
に隣に配置して、あるＤＡＳレベル内の様々な論理セル内で定義された導電体形状が、該
ＤＡＳレベルに関連する共通の仮想格子に配列できるようにすることが可能である。さら
に、ＤＡＳの１つまたは複数のレベルにおいて導電体形状を共有するように、ＤＡＳ内の
隣接するセルを定義し配置できることは認識されるべきである。例えば、図３３のセル１
のフェイズＡ、ＢおよびＣは、ゲート電極レベルの導電体形状と第２の配線レベルの導電
体形状とを共有するとして描かれている。
【０１６６】
　図２７Ａは、本発明の一実施形態において、論理セルを定義する典型的なＤＡＳ２７０
０を示す図である。例示の目的で、ＤＡＳ２７００は完全な論理セルを定義する。図２７
ＡのＤＡＳ２７００は、基板の一部内に定義された多くの拡散領域２７０３、多くの拡散
コンタクト２７０５、多くのゲート電極の線形導電体形状２７０７および多くのゲート電
極コンタクト２７０９を示す。ＤＡＳ境界２７０１はＤＡＳ２７００の周囲に定義される
。図１８～２４Ｄに関して既に説明したＤＡＳ１０例などの一部の実施形態では、ＤＡＳ
の各構成要素はＤＡＳ境界内に定義される。しかしながら、一部の実施形態では、拡散領
域や拡散コンタクトなどのＤＡＳ内部形状は、ＤＡＳ境界を越えて延び、ＤＡＳの不可欠
な構成要素と考えられ続けると定義できる。例えば、ＤＡＳ２７００においては、拡散領
域２７０３と多くの拡散コンタクト２７０５は、ＤＡＳ境界２７０１を越えて延びると定
義される。ＤＡＳ境界２７０１の外部に延びる拡散領域２７０３と拡散コンタクト２７０
５の部分は、ＤＡＳ２７００の不可欠な構成要素として残る。
【０１６７】
　ＤＡＳ境界を超えるＤＡＳ構成要素の拡張によって、拡張されたＤＡＳ構成要素が１つ
または複数の周辺のＤＡＳにより共有化されてもよい。例えば、図２７Ｂは、ＤＡＳ境界
を超えて延びるＤＡＳ構成要素を共有化するように、互いに隣接して配置されたＤＡＳ２
７００の多くの例を示す。より具体的には、ＤＡＳ例２７０１Ａおよび２７０１Ｂは、Ｄ
ＡＳ２７００例と同じ方法で配向され、それらの周辺の境界が同一ラインになるように互
いに隣に配置される。ＤＡＳ例２７０１Ａおよび２７０１Ｂの配置によって、それら２つ
の間の拡散領域部分と拡散コンタクト部分の共有化が可能となる。ＤＡＳ例２７０１Ｃと
２７０１Ｄのそれぞれは、ｙ方向に反転されたＤＡＳ２７００例を表す。ＤＡＳ例２７０
１Ｃおよび２７０１Ｄのそれぞれは、それらの周辺の境界が同一ラインになるように互い
に隣に配置される。ＤＡＳ例２７０１Ｃおよび２７０１Ｄの配置によって、それらの間の
拡散領域部分と拡散コンタクト部分の共有化が可能となる。また、ＤＡＳ例２７０１Ｃと
２７０１Ｄの配置によって、ＤＡＳ例ＤＡＳ２７０１ＣとＤＡＳ２７０１Ａ間、ＤＡＳ例
ＤＡＳ２７０１ＣとＤＡＳ２７０１Ｂ間、およびＤＡＳ例２７０１Ｄと２７０１Ｂ間それ
ぞれの拡散領域部分と拡散コンタクト部分の共有化が可能となる。
【０１６８】
　図２８Ａは，本発明の一実施形態において、１つまたは複数の機能的にインターフェー
スされたダイナミックアレイ・セクション（ＤＡＳ）を有する半導体チップの設計方法の
フローチャートを示す図である。この方法は、ＤＡＳのゲート電極レベルを定義するため
に使用される導電体形状用の仮想格子のレイアウト操作２８０１を含む。仮想格子は、実
質的に一定のピッチで定義された平行線の枠組みによって定義される。操作２８０３は、
仮想格子のすべてのラインに沿って１つまたは複数の導電体形状を配列するために提供さ
れる。各導電体形状は、その幅がある仮想格子のあるライン上に実質的に集中するように
、該仮想格子の該ライン上に配置される。既に言及したように、導電体形状の幅は、導電
体形状が配置される仮想格子を定義する平行線の枠組みに対して同一平面および垂直の関
係で測定される。
【０１６９】
　操作２８０３における導電体形状の配置は、トランジスタデバイスを形成し、トランジ
スタデバイスと他の電子部品（例えば抵抗器、ダイオード、コンデンサなど）との配線に
より機能的電子回路を形成するために行われることは認識されるべきである。仮想格子の
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各ラインに対して操作２８０５を行い、仮想格子の共通の線に沿って配置された隣接する
導電体形状のそれぞれの組の近接端部間のギャップを定義する。各ギャップは、導電体形
状の近接端部間の実質的に一貫した間隔を維持するように定義される。ＤＡＳのゲート電
極レベル内で、一部の導電体形状は、トランジスタデバイスのゲート電極を定義するよう
に設計される。一実施形態では、ダイナミックアレイ・セクションのあるレベルにおける
隣接する導電体形状のそれぞれの組の近接端部間で定義される各ギャップのサイズは、そ
のレベルの仮想格子を定義するラインに対して導電体形状全体の占有を最大化するように
、電気的性能の制約条件内で最小化される。また、一実施形態では、ＤＡＳのあるレベル
の仮想格子のすべてのラインに沿った１つまたは複数の導電体形状の配置は、そのレベル
の仮想格子を定義する隣接するラインにおいて隣接するギャップを回避するために行われ
る。
【０１７０】
　この方法はさらに、導電体形状が仮想格子の平行線の枠組みに実質的に配列してとどま
るように、各導電体形状を実質的に方向変化がないように定義する操作２８０７を含む。
一実施形態では、任意の導電体形状の任意の点における幅がこの導電体形状の公称幅の５
０％を超えて変化する場合、この導電体形状の方向の実質的変化が起こる。別の実施形態
では、任意の導電体形状の任意の第１の場所と任意の第２の場所における幅の差が、第１
の場所の幅の５０％を超えて変化する場合、この導電体形状の方向の実質的変化が起こる
。
【０１７１】
　図２８Ｂは、本発明の一実施形態において、図２８Ａの方法のフローチャートの続きを
示す図である。操作２８０９は、該ＤＡＳの別のレベルの導電ラインを定義するために使
用される導電体形状用の別の仮想格子をレイアウトするために行われる。操作２８０９の
他の仮想格子は、実質的に一定のピッチで定義される平行線の枠組みによって定義される
。また、操作２８０９の他の仮想格子は、ＤＡＳの各仮想格子が隣接するレベルの仮想格
子に対して垂直となるように定義される。操作２８１１は、操作２８０９でレイアウトさ
れた他の仮想格子のすべてのラインに沿って１つまたは複数の導電体形状を配置するため
に行われる。操作２８１１では、トランジスタデバイスと他の電子部品（例えば抵抗器、
ダイオード、コンデンサなど）との配線により機能的電子回路を形成できるように、導電
体形状は、操作２８０９でレイアウトされた仮想格子のすべてのラインに沿って配置され
る。
【０１７２】
　操作２８０９でレイアウトされた仮想格子の各ラインに対して操作２８１３を行い、仮
想格子の共通の線に沿って配置された隣接する導電体形状のそれぞれの組の近接端部間の
ギャップを、各ギャップが実質的に一貫した間隔を維持するように定義する。また、操作
２８１５では、操作２８１１で配置された各導電体形状が仮想格子の平行線の枠組みに実
質的に配列してとどまるように、各導電体形状は実質的な方向変化がないように定義され
る。この方法はさらに、操作２８０９～２８１５を繰り返してＤＡＳの追加されるレベル
を設計するための操作２８１７も含む。
【０１７３】
　さらに、この方法は、ＤＡＳのゲート電極レベルにおけるトランジスタデバイスのゲー
ト電極を定義するように設計された導電体形状を、該ＤＡＳの１つまたは複数の他のレベ
ルにおいて設計された導電体形状に電気的に接続するための多くのゲート電極コンタクト
を定義する操作２８１９を含む。ゲート電極コンタクトはそれぞれ、ＤＡＳのゲート電極
レベルにおけるトランジスタデバイスのゲート電極を定義するように設計された導電体形
状に垂直にオーバーラップするように定義される。また、操作２８２０も、ＤＡＳにおけ
るトランジスタデバイスのソース／ドレイン領域を、該ＤＡＳの１つまたは複数のレベル
において定義された導電体形状に電気的に接続する多くの拡散コンタクトを定義するため
に提供される。また、操作２８２１も、ＤＡＳの異なるレベル内の導電体形状を電気的に
接続して、機能的な電子回路を形成するように、ＤＡＳ内の多くのヴィアを定義するため
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に提供される。
【０１７４】
　図２８Ｃは、本発明の一実施形態において、図２８Ｂの操作２８０９の展開を示す図で
ある。操作２８２３は、操作２８０９においてレイアウトされる他の導電体形状と同じ方
向に配向されるＤＡＳのあるレベルの導電体形状を定義するために使用される実質的に一
定のピッチを識別するために提供される。その後、操作２８２５を行って、操作２８２３
で識別された実質的に一定のピッチと、操作２８０９でレイアウトされる他の仮想格子の
定義に用いられる実質的に一定のピッチ間のピッチ関係を決定する。その後、操作２８２
７を行い、操作２８２３で識別された実質的に一定のピッチと操作２８２５で決定された
ピッチ関係を用いて、操作２８０９でレイアウトされる他の導電体形状の定義に用いられ
る実質的に一定のピッチを決定する。
【０１７５】
　一実施形態では、操作２８２５で決定されたピッチ関係により、操作２８２３で識別さ
れた実質的に一定のピッチを乗算して操作２８０９でレイアウトされる他の仮想格子を定
義するための実質的に一定のピッチを決定するピッチ乗数が定義される。一実施形態では
、実質的に一定のピッチが操作２８２３で識別されたＤＡＳのレベルは、ダイナミックア
レイ・セクションの第１の配線レベル（ＤＡＳのゲート電極レベル上の）であり、また、
２８０９でレイアウトされた他の仮想格子によって定義されるＤＡＳの他のレベルは、Ｄ
ＡＳの第３の配線レベルであることを考えると、操作２８２５で決定されたピッチ関係は
以下の式２で与えられる。
【０１７６】

【数２】

式中、３ｒｄ＿ｌｅｖｅｌ＿ｐｉｔｃｈは第３の配線レベルの仮想格子が定義される実質
的に一定のピッチであり、１ｓｔ＿ｌｅｖｅｌ＿ｐｏｗｅｒ＿ｐｉｔｃｈは第１の配線レ
ベルにおけるパワー・レールと第１の配線レベルにおける隣接する導電体形状間の中心－
中心間の分離であり、パワー・レールはダイナミックアレイ・セクションに電力かアース
を供給するための導電体形状であり、１ｓｔ＿ｌｅｖｅｌ＿ｐｉｔｃｈは第１の配線レベ
ルの仮想格子が定義される実質的に一定のピッチであり、ａは第３の配線レベルの仮想格
子内で定義される平行線の数であり、ｂは、パワー・レールのための仮想ラインを含まな
い、第１の配線レベルの仮想格子内で定義される平行線の数である。
【０１７７】
　一実施形態では、あるレベルの仮想格子の平行線の枠組みを定義する実質的に一定のピ
ッチは、該レベルの仮想格子のラインに沿って配置された導電体形状の製造中のリソグラ
フィック補強を最適化するように設定され。別の実施形態では、あるレベルの仮想格子の
平行線の枠組みを定義する実質的に一定のピッチは、該レベルの仮想格子のラインに沿っ
て配置された導電体形状の密度を最適化するように設定される。さらに別の実施形態では
、あるレベルの仮想格子の平行線の枠組みを定義する実質的に一定のピッチは、該レベル
の仮想格子のラインに沿って配置された導電体形状の製造可能性の正確な予測を可能にす
るように設定される。
【０１７８】
　ダイナミックアレイ・セクションの１つまたは複数のレベルにおける導電体形状の一部
は、電気回路機能に関して機能を持たないものとすることができることは理解されるべき
である。このような機能を持たない形状は、他の導電体形状の製造可能性を高めるように
定義される。一実施形態では、機能を持たない形状の一部は、機能を持たない形状による
他の導電体形状の製造可能性が必要でない場所では削除される。さらに、ＤＡＳの任意の
レベルの定義に用いられる仮想格子のあるラインは、該ラインが１つまたは複数の機能を
持たない形状によって完全に占められるように、その上に１つまたは複数の機能を持たな
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い形状を配置させられることは理解されるべきである。また、ＤＡＳの任意のレベルの定
義に用いられた仮想格子のあるラインは、任意の機能を持たない形状を含まない１つまた
は複数の導電体形状をその上に配置できることも理解されるべきである。さらに、ＤＡＳ
の任意のレベルの定義に用いられた仮想格子のあるラインは、電子回路機能性に関して機
能的な形状である多くの導電体形状および多くの機能を持たない形状をその上に配置でき
ることも理解されるべきである。
【０１７９】
　図２９Ａは，本発明の一実施形態において、１つまたは複数の機能的にインターフェー
スされたダイナミックアレイ・セクションを有する半導体チップの設計方法のフローチャ
ートを示す図である。この方法は、チップの一部上にＤＡＳグリッドを定義する操作２９
０１を含む。ＤＡＳグリッドは、チップの一部上に投影された垂直なグリッド・ラインの
仮想ネットワークによって定義される。操作２９０３は、ＤＡＳの定義された境界のそれ
ぞれがＤＡＳグリッドのグリッド・ラインに一致するように、ＤＡＳの境界を定義するた
めに行なわれる。ＤＡＳは、ダイナミックアレイ・アーキテクチャに従って定義されたチ
ップの一部を表す。ＤＡＳは、それぞれの境界がＤＡＳグリッドのグリッド・ラインに沿
って定義された本質的に任意の二次元の形を有するように定義できることは理解されるべ
きである。また、この方法は、ＤＡＳの基板部内に形成される１つまたは複数の拡散領域
を定義する操作２９０５も含む。操作２９０７はさらに、ＤＡＳの内の基板部上のチップ
の複数のレベルを定義するために提供される。
【０１８０】
　図２９Ｂは、本発明の一実施形態において、図２９Ａの操作２９０７の展開を示す図で
ある。操作２９０９は、ＤＡＳの複数のレベルそれぞれの仮想格子を定義するために提供
される。ＤＡＳの特定のレベルの仮想格子を定義する平行線の枠組みが、該特定のレベル
の上部または下部のいずれかのレベルの仮想格子を定義する平行線の枠組みに対して実質
的に垂直となるように配向されるように、操作２９０９の仮想格子は、実質的に一定のピ
ッチの間隔を有する平行線の枠組みで定義される。一実施形態では、ＤＡＳの特定のレベ
ルの仮想格子の定義に使用される実質的に一定のピッチは、特定のレベルの仮想格子と同
じ配向を有するＤＡＳの別のレベルの仮想格子の定義に用いられる実質的に一定のピッチ
を有する関係で決定される。また、一実施形態では、ＤＡＳのあるレベルの仮想格子の平
行線の枠組みを定義する実質的に一定のピッチは、該レベルの仮想格子を定義する線形導
電体形状の製造可能性の正確な予測可能にするように設定される。
【０１８１】
　この方法はさらに、ＤＡＳの複数のレベルのそれぞれにおける仮想格子を定義するライ
ンの枠組みに沿って多くの線形導電体形状を定義する操作２９１１を含む。各線形導電体
形状は、線形導電体形状が定義される仮想格子のラインに対して実質的に方向変化がない
ように定義される。ＤＡＳの複数のレベルにおける仮想格子を定義するラインの一部は、
ギャップによって分離した近接端部を有する複数の線形導電体形状をその上に定義する。
一実施形態では、これらのギャップの各々は、ＤＡＳの内のチップのあるレベル内の線形
導電体形状の近接端部間で実質的に一定の距離を維持するように定義される。
【０１８２】
　ＤＡＳのゲート電極レベル内で、多くの線形ゲート電極形状は、基板部内に形成された
１つまたは複数の拡散領域上に定義された線形導電体形状の一部によって形成される。こ
の方法はさらに、線形ゲート電極形状をゲート電極レベル上の１つまたは複数のレベルに
おいて定義された線形導電体形状に電気的に接続するために、多くのゲート電極コンタク
ト定義するための操作２９１３を含む。一実施形態では、ゲート電極コンタクトのそれぞ
れは、線形ゲート電極形状と垂直にオーバーラップするように定義される。また、ＤＡＳ
におけるトランジスタデバイスのソース／ドレイン領域をＤＡＳの１つまたは複数のレベ
ルで定義された導電体形状に電気的に接続するために、多くの拡散コンタクトを定義する
ための操作２９１４も提供される。また、この方法は、ＤＡＳの異なるレベル内の線形導
電体形状を電気的に接続するように、ＤＡＳ内の多くのビアを定義するための操作２９１
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５も含む。
【０１８３】
　図３０は、本発明の一実施形態において、半導体チップのＤＡＳ設計方法のフローチャ
ートを示す図である。この方法は、チップの基板部内に形成される１つまたは複数の拡散
領域の定義する操作３００１を含む。また、この方法は、チップの基板部上のＤＡＳの複
数のレベルを定義する操作３００３も含む。ＤＡＳの各レベルは、レベルに関連した仮想
格子に沿って配置された線形導電体形状を含むように定義される。ＤＡＳの各レベルの仮
想格子は、実質的に一定のピッチの間隔を有する平行線の枠組みによって定義される。Ｄ
ＡＳの隣接するレベルにおける仮想格子は、互いに垂直なように配向される。
【０１８４】
　また、この方法は、ＤＡＳの各レベルの各仮想格子のそれぞれのラインの全長に沿って
、ノーカットの線形導電体形状をレイアウトする操作３００５も含む。操作３００７では
、ノーカットの線形導電体形状の一部は多くの線形導電体セグメントに区分化される。あ
るノーカットの線形導電体形状の区分化は、ノーカットの線形導電体形状に沿って１つま
たは複数のギャップを配置することにより行なわれる。ある実施形態では、ＤＡＳのある
レベル内のノーカットの導電体形状に沿って配置されたギャップは均一に定義される。
【０１８５】
　ＤＡＳの全体にわたって、線形導電体セグメントの第１の部分は、電子回路の導電体素
子を形成するように定義される。相応して、該線形導電体セグメントの残りの部分は、第
１の部分の製造を支援するように定義され、電子回路の導電体素子は形成しないように定
義される。
【０１８６】
さらに、ＤＡＳ全体にわたる線形導電体セグメントはそれぞれ、該線形導電体セグメント
がレイアウトされる仮想格子のラインに対して実質的に方向変化がないように定義される
。
【０１８７】
　この方法はさらに、ＤＡＳのゲート電極レベル内の導電体形状、すなわち線形ゲート電
極形状を、ＤＡＳのゲート電極レベル上の１つまたは複数のレベルにおいて定義された線
形導電体形状に電気的に接続する多くのゲート電極コンタクトを定義する操作３００９を
含む。一実施形態では、ゲート電極コンタクトのそれぞれは、線形ゲート電極形状と垂直
にオーバーラップするように定義される。また、ＤＡＳにおけるトランジスタデバイスの
ソース／ドレイン領域を、ＤＡＳの１つまたは複数のレベルで定義された導電体形状に電
気的に接続する多くの拡散コンタクトを定義する操作３０１０も提供される。この方法は
さらに、ＤＡＳの異なるレベル内の線形導電体形状またはそのセグメントを電気的に接続
するように、ダイナミックアレイ・セクション内の多くのビアを定義する操作３０１１を
含む。
【０１８８】
　図３１は、本発明の一実施形態において、半導体チップ上に製造されるダイナミックア
レイ・セクションの定義方法のフローチャートを示す図である。この方法はダイナミック
アレイ・セクションの周辺境界を定義する操作３１０１を含む。また、この方法は、ダイ
ナミックアレイ・セクションの境界外に製造保証ハロを定義する操作３１０３も含む。ダ
イナミックアレイ・セクションの周辺境界から離れる垂直方向の製造保証ハロの範囲は、
製造保証ハロの外部で定義されたチップ・レイアウト形状のそれぞれが、ダイナミックア
レイ・セクション境界内部の導電体形状の製造に悪影響を及ぼせないことを確実にするよ
うに定義される。一実施形態では、ダイナミックアレイ・セクションの境界内部の多くの
導電体形状は、製造保証ハロを経由しダイナミックアレイ・セクションの境界を越えて延
びるように定義される。また、一実施形態では、製造保証ハロの外周は、ダイナミックア
レイ・セクションの周辺境界の配列に使用されるダイナミックアレイ・セクション・グリ
ッドのグリッド・ラインと一致する。また、一実施形態では、ダイナミックアレイ・セク
ションは、ダイナミックアレイ・セクションの境界内のチップの複数のレベルによって定
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義され、個々の製造保証ハロは独立に、かつそれぞれ、ダイナミックアレイ・セクション
の複数のレベルのそれぞれに対して定義される。
【０１８９】
　この方法はさらに、ダイナミックアレイ・セクションの境界内部の導電体形状の製造は
、製造保証ハロ内のチップ・レイアウト形状によって悪影響を受けないことを確実にする
ために、製造保証ハロ内のチップ・レイアウト形状をコントロールする操作３１０５を含
む。一実施形態では、製造保証ハロ内のチップ・レイアウト形状のコントロールは、ダイ
ナミックアレイ・セクションに関連しないチップ・レイアウト形状の製造保証ハロ内への
侵入がダイナミックアレイ・セクションの境界内部の導電体形状の製造に悪影響を及ぼさ
ない場合にのみ許容されるように、チップ上にダイナミックアレイ・セクションを配置す
ることによって行われる。
【０１９０】
　一実施形態では、ダイナミックアレイ・セクションの境界は、境界セグメントの遠回り
の配置によって定義される。各境界セグメントは関連する製造保証ハロ・セグメントを有
する。また、各製造保証ハロ・セグメントは製造適合性識別子を割り当てられる。この実
施形態では、各製造保証ハロ・セグメントは、同じ製造適合性識別子を有する周辺のダイ
ナミックアレイ・セクションの製造保証ハロにオーバーラップできるように、ダイナミッ
クアレイ・セクションをチップ上に配置することによって、製造保証ハロ内のチップ・レ
イアウト形状のコントロールが行われる。また、この実施形態では、各製造保証ハロ・セ
グメントは、異なる製造適合性識別子を有する周辺のダイナミックアレイ・セクションの
製造保証ハロ・セグメントにオーバーラップできないように、ダイナミックアレイ・セク
ションをチップ上に配置することにより、製造保証ハロ内のチップ・レイアウト形状のコ
ントロールがおこなわれる。
【０１９１】
　図３２は、本発明の一実施形態において、１つまたは複数の機能的にインターフェース
されたダイナミックアレイ・セクションを有する半導体チップの設計方法のフローチャー
トを示す図である。この方法は、チップの一部上に定義されるダイナミックアレイ・セク
ションを選択する操作３２０１を含む。選択されたダイナミックアレイ・セクションは、
その境界外に定義された関連する製造保証ハロを有する。また、この方法は、選択された
ダイナミックアレイ・セクションに関係せず、かつ、製造保証ハロ内にあるレイアウト形
状は、選択されたダイナミックアレイ・セクションの製造可能性に悪影響を与えないため
に製造保証ハロと適合するように、選択されたダイナミックアレイ・セクションをチップ
の一部のレイアウト内に配置する操作３２０３も含む。
【０１９２】
　一ある実施形態では、選択されたダイナミックアレイ・セクションは、その境界内のチ
ップの複数のレベルによって定義される。この実施形態では、別個の製造保証ハロは独立
に、かつそれぞれ、選択されたダイナミックアレイ・セクションの複数のレベルのそれぞ
れに関連する。選択されたダイナミックアレイ・セクションの境界から離れる垂直方向の
各製造保証ハロの範囲は、製造保証ハロの外部で定義されたチップ・レイアウト形状のそ
れぞれが、選択されたダイナミックアレイ・セクション境界内部の導電体形状の製造に悪
影響を及ぼせないことを確実にするように定義される。
【０１９３】
　図３２の方法の一実施形態では、選択されたダイナミックアレイ・セクションの境界は
、境界セグメントの遠回りの配置によって定義され、また、各境界セグメントは関連する
製造保証ハロ・セグメントを有する。製造保証ハロ・セグメントはそれぞれ、製造適合性
識別子を割り当てられる。この実施形態では、各製造保証ハロ・セグメントは、同じ製造
適合性識別子を有する周辺のダイナミックアレイ・セクションの製造保証ハロ・セグメン
トにオーバーラップできるように、選択されたダイナミックアレイ・セクションをチップ
の一部のレイアウト内に配置することによって、操作３２０３が行われる。また、この実
施形態では、各製造保証ハロ・セグメントは、異なる製造適合性識別子を有する周辺のダ
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イナミックアレイ・セクションの製造保証ハロ・セグメントにオーバーラップできないよ
うに、選択されたダイナミックアレイ・セクションをチップの一部のレイアウト内に配置
することにより、操作３２０３が行われる。
　一実施形態では、多くの製造保証ハロ・セグメントを、同じ製造適合性識別子を有する
１つまたは複数の周辺のダイナミックアレイ・セクションの多くの製造保証ハロ・セグメ
ントから分離し、これによって、選択されたダイナミックアレイ・セクションと１つまた
は複数の周辺のダイナミックアレイ・セクションとの間にスペースを設けるように、選択
されたダイナミックアレイ・セクションをチップの一部のレイアウト内に配置することに
よって、操作３２０３が行われる。さらに、この実施形態の例では、ダイナミックアレイ
・セクションに関連しないチップ・レイアウト形状は、選択されたダイナミックアレイ・
セクションと１つまたは複数の周辺のダイナミックアレイ・セクションとの間のスペース
内に定義される。
【０１９４】
　ここで記述された発明は、コンピュータ読み取り可能な媒体上で、コンピュータ読み取
り可能なコードとして具体化することができる。コンピュータ読み取り可能な媒体は、デ
ータを格納することができ、後からコンピュータシステムによって読み出されることが可
能な、いかなるデータストレージデバイスであってもよい。コンピュータ読み取り可能な
媒体の例は、ハードドライブ、ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）、読み出し専用メ
モリ、ランダムアクセスメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、及
び他の光学的・非光学的なデータストレージデバイスを含む。また、コンピュータ読み取
り可能な媒体は、コンピュータ読み取り可能なコードが格納されて分散処理で実行される
ように、コンピュータシステムが接続されたネットワークにわたって分散されているもよ
い。さらに、コンピュータ読み取り可能な媒体上のコンピュータ読み取り可能なコードと
して実現されたグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）は、本発明の実施形態を
行うためのユーザインターフェースを提供するように改良されることが可能である。
【０１９５】
　本発明は、いくつかの実施形態に関して記述されてきたが、当然のことながら、当業者
が上記の記述を読んで図面を検討することにより、種々の変更、追加、置換及び同等物を
考え出すであろう。したがって、本発明は、それらのすべての変更、追加、置換、及び同
等物を、本発明の真の精神及び要旨の中にあるものとして、含むことを意図するものであ
る。
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